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令和６年９月宇土市議会定例会会議録 第１号 

 

宇土市告示第８４号 

 

令和６年９月宇土市議会定例会を次のとおり招集する。 

  令和６年８月５日 

           宇土市長 元 松 茂 樹 

  １．期 日  令和６年９月３日 

  ２．場 所  宇土市議会議場 

 

１．会期日程                            （会期１７日間） 
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９月６日 金 10:00 本会議 質疑・一般質問 委員会付託 
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閉会 



 

－ 4 － 
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日程第 ４ 議案第５１号 令和５年度宇土市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 
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いて 
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日程第２１ 議案第６８号 宇土市幼稚園条例の一部を改正する条例について 

日程第２２ 議案第６９号 宇土市公民館条例の一部を改正する条例について 

日程第２３ 議案第７０号 宇土市地域コミュニティセンター条例の一部を改正する条例に

ついて 

日程第２４ 議案第７１号 熊本県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更について 

日程第２５ 議案第７２号 網田コミュニティセンター新築工事請負契約の変更契約の締結

について 

日程第２６ 議案第７３号 令和６年度 干潟景勝地展望広場造成工事（新設駐車場部）請

負契約の締結について 

日程第２７ 議案第７４号 令和６年度 都市計画道路北段原線函渠築造工事請負契約の締

結について 

日程第２８ 議案第７５号 宇土市道路線の認定について 
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ついて 

日程第３１ 議案第７８号 令和６年度宇土市介護保険特別会計補正予算（第１号）につい
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日程第３２ 議案第７９号 令和６年度宇土市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

について 
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日程第３４ 議案第８１号 令和６年度宇土市下水道事業会計補正予算（第１号）について 

日程第３５ 議案第８２号 宇土市教育長の任命について 

日程第３６ 議案第８３号 宇土市教育委員会の委員の任命について 

報告第１０号 令和５年度宇土市財政の健全化判断比率について 
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３．本日の会議に付した事件 

議事日程のとおり 

 

４．出席議員（１７人） 
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    ５番 佐美三   洋 君       ６番 小 崎 憲 一 君 

    ７番 今 中 真之助 君       ８番 西 田 和 徳 君 

   １０番 宮 原 雄 一 君      １１番 柴 田 正 樹 君 

   １２番 樫 﨑 政 治 君      １３番 野 口 修 一 君 

   １４番 中 口 俊 宏 君      １５番 藤 井 慶 峰 君 

   １６番 山 村 保 夫 君      １７番 村 田 宣 雄 君 

   １８番 福 田  一 君 
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市     長  元 松 茂 樹 君   副  市  長  谷 﨑 淳 一 君 
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財 政 課 長  北 谷 太 示 君 

 

７．議会事務局出席者の職・氏名 

事 務 局 長  田 尻 清 孝 君   次長兼議事係長兼庶務係長  春 木 教 明 君 
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午前１０時００分開会 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（藤井慶峰君） ただいまから、令和６年９月宇土市議会定例会を開会いたします。 

直ちに本日の会議を開きます。 

本日、９番、園田茂君から欠席届が出ておりますので、御報告をいたします。 

日程に先立ちまして、事務局長に事務報告をさせます。 

事務局長、田尻清孝君 

○事務局長（田尻清孝君） 令和６年６月定例会以降、昨日までの議会内の行事につきまして

は、事務報告を作成しておりますので御確認ください。 

以上でございます。 

○議長（藤井慶峰君） 事務局長の報告は終わりました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（藤井慶峰君） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。 

会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定により、議長において、４番、浦本晴美さん、

１３番、野口修一君を指名いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２ 会期の決定 

○議長（藤井慶峰君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

お諮りいたします。 

今定例会の会期は、本日から９月１９日までの１７日間といたしたいと思います。これに

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり。） 

○議長（藤井慶峰君） 御異議なしと認めます。 

よって、今定例会の会期は、本日から９月１９日までの１７日間と決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第 ３ 議案第５０号 令和５年度宇土市一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ４ 議案第５１号 令和５年度宇土市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

日程第 ５ 議案第５２号 令和５年度宇土市北段原土地区画整理事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

日程第 ６ 議案第５３号 令和５年度宇土市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 



 

－ 8 － 

日程第 ７ 議案第５４号 令和５年度宇土市漁業集落排水施設整備事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

日程第 ８ 議案第５５号 令和５年度宇土市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定

について 

日程第 ９ 議案第５６号 令和５年度宇土市入学準備祝金給付基金特別会計歳入歳出決算

の認定について 

日程第１０ 議案第５７号 令和５年度宇土市水道事業会計決算の認定について 

日程第１１ 議案第５８号 令和５年度宇土市公共下水道事業会計決算の認定について 

日程第１２ 議案第５９号 宇土市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

日程第１３ 議案第６０号 宇土市網津防災センターの設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例について 

日程第１４ 議案第６１号 宇土市地域公共交通会議設置条例の一部を改正する条例につい

て 

日程第１５ 議案第６２号 宇土市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

日程第１６ 議案第６３号 宇土市税条例等の一部を改正する条例について 

日程第１７ 議案第６４号 宇土市支所設置条例の一部を改正する条例について 

日程第１８ 議案第６５号 宇土市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の

一部を改正する条例について 

日程第１９ 議案第６６号 宇土市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例について 

日程第２０ 議案第６７号 宇土市企業立地特別奨励金条例の一部を改正する条例について 

日程第２１ 議案第６８号 宇土市幼稚園条例の一部を改正する条例について 

日程第２２ 議案第６９号 宇土市公民館条例の一部を改正する条例について 

日程第２３ 議案第７０号 宇土市地域コミュニティセンター条例の一部を改正する条例に

ついて 

日程第２４ 議案第７１号 熊本県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更について 

日程第２５ 議案第７２号 網田コミュニティセンター新築工事請負契約の変更契約の締結

について 

日程第２６ 議案第７３号 令和６年度 干潟景勝地展望広場造成工事（新設駐車場部）請

負契約の締結について 

日程第２７ 議案第７４号 令和６年度 都市計画道路北段原線函渠築造工事請負契約の締

結について 
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日程第２８ 議案第７５号 宇土市道路線の認定について 

日程第２９ 議案第７６号 令和６年度宇土市一般会計補正予算（第２号）について 

日程第３０ 議案第７７号 令和６年度宇土市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）に

ついて 

日程第３１ 議案第７８号 令和６年度宇土市介護保険特別会計補正予算（第１号）につい

て 

日程第３２ 議案第７９号 令和６年度宇土市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

について 

日程第３３ 議案第８０号 令和６年度宇土市水道事業会計補正予算（第１号）について 

日程第３４ 議案第８１号 令和６年度宇土市下水道事業会計補正予算（第１号）について 

日程第３５ 議案第８２号 宇土市教育長の任命について 

日程第３６ 議案第８３号 宇土市教育委員会の委員の任命について 

報告第１０号 令和５年度宇土市財政の健全化判断比率について 

報告第１１号 令和５年度宇土市漁業集落排水施設整備事業資金不足比率につ

いて 

報告第１２号 令和５年度宇土市水道事業資金不足比率について 

報告第１３号 令和５年度宇土市公共下水道事業資金不足比率について 

○議長（藤井慶峰君） 日程第３、市長提出議案第５０号から、日程第３６、議案第８３号ま

での３４件を一括して議題といたします。 

市長の提案理由の説明を求めます。 

市長、元松茂樹君 

○市長（元松茂樹君） おはようございます。 

本日ここに、令和６年９月市議会定例会を招集しましたところ、議員の皆様におかれまし

ては、公私共に御多用の中に御参集をいただき、誠にありがとうございます。 

初めに、先週、日本列島に上陸しました台風１０号関連について御報告を申し上げます。 

本市では、台風接近に伴いまして、直ちに災害対策本部を設置し、２８日に警戒レベル３

高齢者等避難を発令した後、翌日２９日に警戒レベル４避難指示を発令しました。２度にわ

たる発令では、状況に応じて当初の３か所から１０か所へ避難所を増設しました。この間、

最大で１９０世帯、３０４人の方が避難をされておられます。 

今回の台風は、特別警報級の勢力まで発達し、気象庁から線状降水帯発生の可能性もある

との情報が入り、市職員を災害対応に専念させるため、２９日午後と３０日は終日、市役所

本庁舎、支所について原則閉庁し、窓口業務も停止しました。 

その結果、幸いにも、本市では甚大な被害はなく、市民も無事であったことから安堵して
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いるところでございます。しかしながら、全国各地で、停電、家屋の倒壊、大雨による冠水

や土砂崩れなどが発生しております。今回の台風により、亡くなられた方々の御冥福をお祈

りするとともに、被災された方々に心からお見舞いを申し上げます。 

これから、台風シーズンが続きますが、今後も、市民の皆様の安全・安心を第一に考え、

引き続き避難情報を含めた防災情報をいち早くお伝えできるよう、体制強化に努めてまいり

ます。 

次に、本市の小中学生の皆さんのスポーツでの活躍を御紹介いたします。 

先月初旬に行われました第３７回全国小学生ハンドボール大会において、女子の部で花園

ハンドボールクラブが準優勝というすばらしい成績を残しております。 

また、先月１１日に東京の両国国技館で行われました全国都道府県中学生相撲選手権・団

体戦に、鶴城中学校２年生の大手星来さんと３年生の佐藤珀呂汎さんが、熊本県チームとし

て出場し、優勝に貢献をしております。さらに、佐藤さんは個人戦でも３位という結果を残

しております。 

次に、先月開催されました全国中学校体育大会において、相撲競技で、今申し上げました

鶴城中学校３年の佐藤珀呂汎さんが個人戦を制し、中学横綱に輝きました。宇土市出身の中

学横綱は、草野直哉さん以来８年ぶりの快挙で、４人目となります。 

また、陸上競技において、女子２００メートルで、網田中学校１年の山内愛琶さんが２位、

ハンドボール競技において、鶴城中学校の女子ハンドボール部が３位というすばらしい成績

を残しております。 

このように、多くの小中学生の皆さんの活躍を聞き、これからがますます楽しみに感じら

れるところでございます。 

次に、先月１０、１１日に宇土市民会館で開催されました、くまもと子ども芸術祭につい

て御報告申し上げます。 

この芸術祭は、小中学生を主体として、地域の芸術文化の振興を図ることを目的に、県内

各地を巡回して毎年開催されており、今年初めて宇土市で開催されました。舞台、展示、体

験の部と開催され、１１日の舞台発表では、多くの子どもたちが出演し、宇土御獅子舞、宇

土雨乞い大太鼓、松山花棒踊りなど、宇土の伝統芸能を披露してくれました。宇土の誇るべ

き伝統を、これからを担う子どもたちが、大切に受け継いでくれている姿に感動したところ

でございます。 

次に、先月２３、２４日に開催されました、うと地蔵まつりについて御報告申し上げます。 

この２日間で、宇土市内外から約９万人の方に御来場いただき、盛況のうちに終了するこ

とができました。２４日の民謡パレードには、宇土市親善大使の植田明依さんと本橋馨さん

も参加され、会場を盛り上げていただいたところです。 
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地蔵まつりをはじめ、宇土市内外の多くの人が集まるイベントは、本市をＰＲし、活気と

にぎわいをもたらす好機でもあります。 

今後も、宇土市に興味を持ってもらえるよう、また訪れた人たちに楽しんでいただけるよ

うな、宇土市の魅力を発信できる取組を行ってまいります。 

それでは次に、提出しております議案の御説明を申し上げます。 

今定例会では、決算審査について議決日が異なることから、議案書を二つに分けて提案さ

せていただいております。 

まず、議案その１では、決算関係が７件であります。 

議案第５０号から議案第５６号までの７議案は、地方自治法第２３３条第３項の規定によ

り、令和５年度の一般会計及び各特別会計の歳入歳出決算を監査委員の意見を付けて、議会

の認定に付するものであります。 

続いて、議案その２は、予算関係６件、決算認定関係２件、条例関係１２件、人事案件２

件、その他５件の計２７件及び報告４件であります。 

議案第５７号、令和５年度宇土市水道事業会計決算の認定について。議案第５８号、令和

５年度宇土市公共下水道事業会計決算の認定について。これらは、地方公営企業法第３０条

第４項の規定により、令和５年度の宇土市水道事業会計及び公共下水道事業会計の決算を監

査委員の意見を付けて、議会の認定に付するものであります。 

議案第５９号、宇土市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例について。これ

は、雇用保険法及び国家公務員退職手当法の改正に伴い、所要の改正を行うものであります。 

議案第６０号、宇土市網津防災センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例について。これは、網津防災センターの有効利用及び利便性の向上を図るため、所要の改

正を行うものであります。 

議案第６１号、宇土市地域公共交通会議設置条例の一部を改正する条例について。これは、

道路運送法の改正に伴い、所要の改正を行うものであります。 

議案第６２号、宇土市国民健康保険条例の一部を改正する条例について。これは、国民健

康保険法の改正に伴い、所要の改正を行うものであります。 

議案第６３号、宇土市税条例等の一部を改正する条例について。これは、基幹業務システ

ムの統一・標準化に伴い、集合税方式から単税方式へ賦課徴収方式を変更する必要があるた

め、所要の改正を行うものであります。 

議案第６４号、宇土市支所設置条例の一部を改正する条例について。これは、網田支所を

網田コミュニティセンターに併設することに伴い、同支所の位置を変更するため、所要の改

正を行うものであります。 

議案第６５号、宇土市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正
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する条例について。これは、生活保護法の改正等に伴い、所要の改正を行うものであります。 

議案第６６号、宇土市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例について。これは、介護保険法施行規則の改正に伴い、所要の改正を行うものでありま

す。 

議案第６７号、宇土市企業立地特別奨励金条例の一部を改正する条例について。これは、

条例を適用する施設等の指定要件を明確にするため、所要の改正を行うものであります。 

議案第６８号、宇土市幼稚園条例の一部を改正する条例について。これは、幼稚園の入園

制限について、実情に即した要件とするため、所要の改正を行うものであります。 

議案第６９号、宇土市公民館条例の一部を改正する条例について。これは、公民館の使用

料を見直し、公民館利用者の利便性向上を図るため、所要の改正を行うものであります。 

議案第７０号、宇土市地域コミュニティセンター条例の一部を改正する条例について。こ

れは、網田コミュニティセンターの供用開始に伴い、名称、所在地及び利用に関する事項を

定めるため、並びに花園コミュニティセンターの利便性向上を図るため、所要の改正を行う

ものであります。 

議案第７１号、熊本県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更について。これは、熊本県

後期高齢者医療広域連合規約の変更を行うため、構成市町村で同文議決を行うものでありま

す。 

議案第７２号、網田コミュニティセンター新築工事請負契約の変更契約の締結について。

これは、令和５年９月２１日に議決された網田コミュニティセンター新築工事請負契約に係

る建設工事の実施に伴い、設計の一部を変更して実施する必要が生じたため、契約金額を変

更するものであります。 

議案第７３号、令和６年度干潟景勝地展望広場造成工事（新設駐車場部）請負契約の締結

について。議案第７４号、令和６年度都市計画道路北段原線函渠築造工事請負契約の締結に

ついて。これらは、予定価格１億５,０００万円以上の工事の請負に関する契約を締結する

ため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、

議会の議決を求めるものであります。 

議案第７５号、宇土市道路線の認定について。これは、市道の路線を認定する必要がある

ため、道路法第８条第２項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

議案第７６号、令和６年度宇土市一般会計補正予算（第２号）について。補正額は６億５,

７３９万１千円を増額するもので、補正後の総額は２３９億８,２２０万１千円です。 

補正予算の主なものについて御説明申し上げます。 

歳入につきましては、所要の特定財源の計上及び財政調整基金繰入金による予算の調製を

行っております。 
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歳出につきましては、議会費では、職員給の増額を行っております。 

総務費では、第２別館改修事業の計上等を行っております。 

民生費では、予備保育士確保促進事業の計上等を行っております。 

衛生費では、がん患者ＱＯＬ向上事業の計上等を行っております。 

農林水産業費では、湛水防除事業（網津第２排水機場）の増額等を行っております。 

商工費では、職員給の増額を行っております。 

土木費では、道路維持一般経費の増額等を行っております。 

消防費では、避難所強化事業の増額等を行っております。 

教育費では、仮設校舎増設事業の増額等を行っております。 

災害復旧費では、令和６年梅雨前線豪雨災害対策経費（土木課分・道路）の計上を行って

おります。 

そのほか、繰越明許費については、湛水防除事業（網津第２排水機場）ほか５件の追加を

行っております。 

債務負担行為については、第５期宇土市地域福祉計画策定に要する経費ほか３件の追加を

行っております。 

地方債については、子ども・子育て支援施設整備事業の追加及び初期消火資機材整備事業

ほか２件の限度額の変更を行っております。 

議案第７７号、令和６年度宇土市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について。補

正額は２９万８千円を増額するもので、補正後の総額は４５億６,０５２万円です。これは、

人事異動に伴う人件費の増額を行っております。 

議案第７８号、令和６年度宇土市介護保険特別会計補正予算（第１号）について。補正額

は５,１６５万５千円を増額するもので、補正後の総額は３９億６,５４６万８千円です。こ

れは、介護給付費等に係る国県支出金過年度返還金等の増額及び宇城広域連合負担金の減額

を行っております。 

議案第７９号、令和６年度宇土市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について。

人事異動に伴う人件費の組替えを行うもので、補正後の総額は６億２,８６６万２千円です。 

議案第８０号、令和６年度宇土市水道事業会計補正予算（第１号）について。収益的支出

における補正額は２８３万６千円を減額するもので、補正後の総額は６億９,１６０万４千

円です。これは、水質検査委託料等の増額及び人事異動に伴う人件費の減額を行っておりま

す。 

資本的支出における補正額は２,０７２万４千円を増額するもので、補正後の総額は３億

２,６６８万７千円です。これは、工事請負費等の増額を行っております。 

そのほか、地方債の補正について、水道事業債の限度額の変更を行っております。 



 

－ 14 － 

議案第８１号、令和６年度宇土市下水道事業会計補正予算（第１号）について。収益的支

出における補正額は６４４万２千円を増額するもので、補正後の総額は１０億６,４１４万

３千円です。これは、人事異動に伴う人件費等の増額を行っております。 

資本的支出における補正額は１３０万円を減額するもので、補正後の総額は６億４,７８

９万４千円です。これは、人事異動に伴う人件費の減額を行っております。 

議案第８２号、宇土市教育長の任命について。宇土市教育長の太田耕幸さんの任期が令和

６年９月３０日で満了となりますので、後任の教育長を任命するため、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律第４条第１項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 

後任の教育長には、前田一孝さんを任命したいので、何とぞ、御同意いただきますようお

願いいたします。 

議案第８３号、宇土市教育委員会の委員の任命について。宇土市教育委員会の委員の近藤

修さんの任期が令和６年９月３０日で満了となりますので、後任の委員を任命するため、地

方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により、議会の同意を求めるも

のであります。 

後任の委員には、甲斐丈晴さんを任命したいので、何とぞ、御同意いただきますようお願

いいたします。 

続いて、報告案件を申し上げます。 

報告第１０号、令和５年度宇土市財政の健全化判断比率について。これは、地方公共団体

の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、令和５年度財政の健全化判断比率

を、監査委員の意見を付けて報告するものであります。 

報告第１１号から報告第１３号までの３件は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律

第２２条第１項の規定により、公営企業等の令和５年度の資金不足比率を、監査委員の意見

を付けて報告するものであります。 

以上が、提出しております議案の概要であります。 

どうか、十分に御審議の上、適切な御決定をいただきますようお願い申し上げます。 

○議長（藤井慶峰君） 市長の提案理由の説明は終わりました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（藤井慶峰君） 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

４日水曜日は、午前１０時から、地域高規格道路促進等対策特別委員会になっております

ので、よろしくお願いいたします。 

次の本会議は、５日木曜日に開き、質疑及び一般質問を行います。 

本日はこれをもって散会をいたします。お疲れ様でした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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午前１０時２２分散会 
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午前１０時００分開議 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（藤井慶峰君） これから本日の会議を開きます。 

本日、９番、園田茂君から欠席届が出ておりますので、御報告をいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１ 質疑・一般質問 

○議長（藤井慶峰君） 日程第１、質疑及び一般質問を行います。発言通告があっております

ので、順次これを許可します。 

１４番、中口俊宏君 

○１４番（中口俊宏君） 皆さん、おはようございます。中口でございます。今定例会におき

まして、質問の機会をいただき感謝申し上げます。質問は、一つ目が、宇土市の教育行政に

ついて、二つ目は、宇土駅前駐輪場の対策について、２点ほど質問をいたします。質問席か

ら質問いたします。 

○議長（藤井慶峰君） 中口俊宏君 

○１４番（中口俊宏君） 質問に入る前に、先の台風１０号は迷走を続け、関東地方をはじめ、

全国各地で家屋の倒壊や大雨による土砂崩れなど、大きな被害をもたらしました。亡くなら

れた方々にはお悔やみを申し上げますとともに、被災された方々には心からお見舞いを申し

上げます。 

それでは、１点目の宇土市の教育行政について質問をいたします。今年の夏、猛暑が続き

ましたけれども、私も児童生徒のいろんな活動を見て、暑い夏を過ごさせていただきました。

今年の夏休みは、児童生徒を対象といたしまして、一つが、こども未来シンポジウムが開催

されました。これは各小学校、中学校から、代表者が宇土市の将来像などを提案するもので、

この中には１０年後の宇土市の魅力、どこどこ地区の未来、大人になったときの宇土市など、

前向きで建設的な意見を発表しておりました。子どもたちの宇土市、また本人たちの地元へ

の思いを改めて認識をいたしました。この子どもたちのすばらしさを認識いたしました。ま

た、この発表を聞きながら、頼もしくまたうれしくもなった次第でした。二つ目が、８月１

０日、１１日に開催されましたくまもと子ども芸術祭２０２４ｉｎうとのことです。小中学

生の絵画、書道、写真の展示がありました。また、市民会館大ホールでは、小中学生の音楽

の演奏やダンスの披露等々、また各地区からは宇土御獅子舞、松山地区の松山花棒踊り、松

原地区からも太鼓、踊り、笛で構成するなどのことが披露されました。その一部を写真で御

紹介をいたします。これは、会議室の２階で絵画、書道の展示があっている状況です。２階

いっぱいにそれぞれの小中学校の子どもさん方の書道、絵画が展示してありました。次は、

鶴城中学校のバトン部です。県内でバトン部があるのは、鶴城中学校だけということでした。
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次は、スタジオデイズ宇土校の踊りです。これは、パリオリンピックで金メダルに輝いた湯

浅亜実さんのブレイキンのようなダンスの披露もありました。次は、ラ・フルールのバレエ

です。すばらしかったです。次は、鶴城中学校音楽部の演奏です。子どもさん方がいろんな

活動をしていることを改めて実感をいたしました。この最後のフィナーレにおきましては、

地元の行長しゃんとくまモンのコラボがありました。楽しい中での閉会となりました。この

こども未来シンポジウム、子ども芸術祭を見に行きましたけれども、子どもたちは生き生き

と一生懸命取り組んでおり、改めて子どもたちからいろんなことを学びました。また、それ

ぞれ先生方をはじめ、関係者の皆さん方の御指導、活動を改めて認識しますとともに、新た

な教えをいただきました。本日は、これらを含めて３点質問をいたします。 

一つが、指定文化財の現状と支援について質問をいたします。まず、子ども芸術祭に参加

された団体を写真により紹介いたします。最初は、熊本県指定重要無形文化財の宇土御獅子

舞保存会の舞です。子どもさんが一生懸命踊っておられました。次は、宇土市指定無形民俗

文化財保存会の松山花棒踊りです。子どもさんの楽しく本当に生き生きとした踊りがありま

した。次は、国指定重要有形民俗文化財、松原太鼓保存会の太鼓、笛、踊りです。子どもさ

んたちが一生懸命太鼓をたたいておりました。具体的な質問に入りますけれども、本市にお

きまして、これ以外に県指定及び宇土市が指定している文化財があるかと思います。指定の

現状とその支援対策につきまして、教育部長に質問をいたします。 

○議長（藤井慶峰君） 教育部長、野口泰正君 

○教育部長（野口泰正君） おはようございます。御質問にお答えします。 

本市には、県指定１件、市指定３件、計４件の無形民俗文化財があり、それぞれ保存会が

ございます。そのほか、国指定重要有形民俗文化財宇土の雨乞い大太鼓を所有する地区につ

いても、それぞれ保存会が組織されております。 

以前から伝統芸能の担い手不足が全国的な課題となっており、市内の無形民俗文化財を保

存・継承する保存会も同様に、後継者不足等により、かつて行ってきた活動ができなくなっ

た団体もございます。 

このような中、活動を休止していた松山花棒踊り保存会については、今から３年前に住民

の熱意により活動を再開され、毎年開催されている地域伝統芸能祭にも出演されるようにな

り、さらには、先日開催されたくまもと子ども芸術祭２０２４ｉｎうとにも、花園小学校児

童とともに出演されております。 

また、宇土御獅子舞保存会についても、以前から後継者不足が深刻な状況となっていまし

たが、１５年ほど前、本町一丁目の住人に限らず、他地域の住人も加入できるよう規約を改

正され、後継者不足に対応されています。 

無形民俗文化財に対する市の支援については、宇土市文化振興事業等補助金交付要綱に基
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づき補助を行っております。県指定の宇土御獅子舞保存会に上限３万２千円、市指定の佐野

山王祭礼保存会、松山花棒踊り保存会、椿原雨乞い太鼓保存会に、それぞれ１万４千円を上

限として運営補助金を支出しています。 

そのほか、宇土雨乞い大太鼓保存会に対して１７万５千円を上限とする運営補助金を支出

しており、保存会から活動を行った各地区に対して５千円の活動助成金が支出されています。

令和５年度については、松原太鼓保存会等、七つの地区保存会にこの助成金が支出されてお

ります。 

以上でございます。 

○議長（藤井慶峰君） 中口俊宏君 

○１４番（中口俊宏君） 部長から答弁がありました。この宇土御獅子舞保存会につきまして

は、年間上限で３万２千円、二つ目の松山花棒踊りにつきましては、年間上限で１万４千円、

松原太鼓保存会については５千円というようなことでした。私としては、不足しているとい

うふうに感じております。地域の方々はこの地区の文化財を継承して、維持発展に努力され

ております。必要なのは、市が地域の皆さん方に寄り添った行政です。今後も活動を続けて

いかれるかと思いますが、必要なものは後継者、備品関係、それを動かすお金、いわゆるヒ

ト・モノ・カネです。是非、助成金の増額を検討すべきと思います。助成金の増額を含めた

今後の支援対策につきまして、教育長にお尋ねをいたします。 

○議長（藤井慶峰君） 教育長、太田耕幸君 

○教育長（太田耕幸君） 御質問にお答えいたします。 

無形民俗文化財については、少子高齢化等の社会状況の変化による後継者不足が大きな課

題となっておりますが、それに加えて活動を行う上で、用具の購入や修繕等に要する経費が

大きな負担になっていると認識しております。 

市としましては、今後とも無形民俗文化財の保存会と連携し、催事等において積極的に出

演の機会確保に努め、保存会の運営を引き続き支援するとともに、補助金額につきましても

活動の状況に応じて検討してまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（藤井慶峰君） 中口俊宏君 

○１４番（中口俊宏君） 教育長のほうから前向きな答弁があったと認識しております。担当

部署におかれましては、ただいま教育長の答弁を受けて、各団体の活動の実態を的確に把握

して、取組を始めてもらいたいと思っております。時期が来ましたら、その進捗状況につき

ましてもお尋ねをいたしますので、よろしくお願いいたします。 

質問の二つ目が、特別支援学級の更なる支援対策についてであります。先ほどのくまもと

子ども芸術祭の中で、鶴城中学校の特別支援学級の生徒さんが和太鼓で「響け、鶴城魂２０
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２４」を演奏されました。この写真です。生徒の皆さんが太鼓をたたく様子は、本当に一生

懸命さが伝わりました。また、太鼓演奏はすばらしく、これまでの練習の過程、また先生の

これまでの指導等々、いろんなことを思いながら演奏を聞いておりました。演奏終了後には、

会場が大きな盛大な拍手で包まれました。また、閉会の挨拶の中で、県の会長さんは、この

鶴城中学校特別支援学級の生徒の演奏につきまして、「すばらしかった、感動しました。」

などの挨拶がありました。私をはじめ、会場にいらっしゃった方々全員が、この演奏を聞い

て感動をされたと思います。この支援学級の先生の指導体制をはじめ、今後、更なる支援が

必要かと思います。教育委員会における今後の対策につきまして、教育長にお尋ねをいたし

ます。 

○議長（藤井慶峰君） 教育長、太田耕幸君 

○教育長（太田耕幸君） 御質問にお答えいたします。 

まず、特別支援学級の学級数及び在籍数について、学校基本調査の基準日であります本年

５月１日現在で申し上げますと、小学校は２８学級、１６０人、中学校は１３学級、５６人

となっており、年々増加しております。 

このような状況の中、特別支援学級の更なる充実に向け、子どもたち一人一人の教育的ニ

ーズを把握し、その持てる力を高め、日常生活や学習上の困難さを改善し、克服するため、

適切な指導や支援を行うための体制づくりが求められているところでございます。 

そのような中、本市における特別支援学級の充実に向けた具体的な取組を申し上げますと、

特別な支援が必要な児童生徒に対しては、担任とは別に、市独自の財源で学校内での生活や

学習活動の支援を行う学級支援員を、本年度は小学校に３１人、中学校に１０人を配置する

ことにより、個性や学力に応じたきめ細かな支援が可能となっております。 

また、本年度から特別支援教育に関する専門的知識を有する特別支援教育アドバイザーを

市教育委員会内に雇用し、特別支援教育に関する教職員向け研修会の開催や各小中学校を訪

問し、教職員への助言・指導を行うなど、校内の支援体制の充実を図っております。 

さらに、保護者の不安を解消し、寄り添うことも重要となりますので、特別支援教育アド

バイザーを学校に派遣し、子どもたちの就学に関する悩みや不安を抱える保護者に対して、

適切な情報提供や建設的な対話を行い、障がいや教育的ニーズに応じたサポートを行ってお

ります。 

教育委員会としましては、今後もこのような取組を継続しつつ、子どもたち一人一人の実

態や教育的ニーズをより的確に把握することはもちろん、医療や福祉分野の関係機関との連

携を強化し、教職員の特別支援教育に関する専門性を高めながら、特別支援学級の更なる充

実に向け、取り組んでまいります。 

以上でございます。 
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○議長（藤井慶峰君） 中口俊宏君 

○１４番（中口俊宏君） 教育長のほうから具体的な答弁がありました。また、よろしくお願

いしておきます。 

３点目が、学校教育の課題及び今後の教育行政の展望につきまして質問いたします。太田

教育長は３期９年間、宇土市の教育行政のトップとして、その手腕をいかんなく発揮され、

大きな功績を残されております。９月３０日をもって勇退されるということですけども、宇

土市の教育行政につきまして、一番詳しいことは御案内のとおりであります。そこで、これ

までの経験から、学校教育の課題について、次に今後の教育行政の在り方、展望につきまし

て、私どもに御指導をお願いしたいという思いから、このことにつきまして教育長にお尋ね

をいたします。 

○議長（藤井慶峰君） 教育長、太田耕幸君 

○教育長（太田耕幸君） 御質問にお答えいたします。 

まず、学力向上につきましては、全国学力・学習状況調査の結果を基に報告させていただ

きます。全国学力・学習状況調査は、毎年４月に小学校６年生及び中学校３年生を対象とし

て学力や学習の状況を調査しております。本年度は、小学校で国語と算数、中学校で国語と

数学が実施されました。 

調査結果を正答率で比較してみますと、小学校では、国語、算数が共に全国・県の平均よ

り「やや低い」状況にありました。中学校では、国語が全国・県の平均を共に上回り、数学

が全国・県の平均より「やや低い」状況となっております。 

なお、中学校の数学の過去３年間の結果を見てみますと、全国・県の平均正答率との差が

年々小さくなってきております。 

また、調査結果を分析してみますと、小学校において、国語では思考力・判断力・表現力、

算数ではデータの活用などに課題が見られ、中学校においては、国語では情報の扱い方に関

する事項、数学では図形、データの活用の理解がやや低い状況でした。 

このような課題を踏まえ、今後、教育委員会と学校が一体となり、分析結果を生かすため、

分析に当たっては正答率のみならず、正答数が低い問題の内容や誤答例について、子ども一

人一人の理解状況や課題把握などを総合的かつ多面的に検証し、学力向上や授業改善に向け

た取組を行う必要があると考えております。 

その取組の一例を挙げますと、本年度の全国学力・学習状況調査の結果から、小中学校共

通の課題としてデータの活用がありますが、これを受け、各学校におけるＩＣＴの効果的な

活用が図られるよう、先月２２日に教育委員会主催による教職員向けの研修会を開催したと

ころであります。 

教職員によるＩＣＴの効果的な活用は、授業の多様性と質の向上が期待され、結果として
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子どもたちの学力向上にもつながりますので、教育委員会としましては、今後、更なる教職

員のＩＣＴスキルの向上を図り、子どもたちが主体的かつ深い学びを実現できる環境整備に

向けて、取り組んでいく必要があると考えております。 

次に、中学校部活動の地域移行についてお答えをいたします。 

中学校部活動の地域移行については、国は、令和７年度までを改革推進期間として位置づ

け、休日の部活動を地域のスポーツ団体やクラブでの活動に移行することとしております。 

しかしながら、休日のみ地域移行した場合、幾つかの課題がございます。 

具体的には、平日と休日で部活動と地域クラブの運営体制が異なるため、入部・入会の手

続が別々となるほか、平日から休日まで一貫した指導を担保することが困難となること、中

体連等の試合出場では、部活動のチームとして出場するか、地域クラブのチームとして出場

するかなどの問題が生じることになります。 

そこで、本市においては、これらの課題を解消するため、平日を含めた部活動を見直し、

令和８年夏を目標に、鶴城中、住吉中及び網田中の部活動を統合し、新たに公営クラブチー

ムとして、仮称になりますが宇土市立中学校クラブを設立する予定としております。 

この公営クラブの設立により、平日から休日まで同じ運営体制で一貫した指導を行うこと

ができ、子どもたちや保護者にとっても現状の部活動と大きく変わらない体制になるものと

考えております。 

この公営クラブ移行までには、指導者の確保や会費の設定など様々な課題がございます。

今後、これらの課題を解決し、子どもたちのことを第一に考え、どの中学校の子どもたちで

あっても自分がやりたいスポーツや文化活動に参加できる体制づくりを目指し、取り組んで

いく必要があると考えております。 

このように、児童生徒の学力向上と中学校部活動の地域移行につきましては、様々な課題

がございますが、これからの学校教育には、全ての子どもたちがそれぞれの個性や才能を最

大限に発揮し、それぞれの分野で力を伸ばせるような教育の場を提供することが何よりも必

要であると考えております。 

これらの取組を通じて、子どもたちが自信とやる気、ひいては宇土市に愛着と誇りを持ち、

将来、自ら未来を切り拓き、社会で活躍できる人材として大きく成長してくれることを切に

願うところでございます。 

以上でございます。 

○議長（藤井慶峰君） 中口俊宏君 

○１４番（中口俊宏君） 教育長のほうから、丁寧に分かりやすい答弁で御指導をいただきま

した。感謝申し上げます。 

次に、大きな２点目の宇土駅前駐輪場の対策につきまして質問をいたします。 
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宇土市として、また宇土地区においては、ＪＲ宇土駅、これはいろんな意味から重要な役

割を持っていると思っております。先般の地蔵まつり、その際、若い人を中心に熊本から宇

土駅まで相当数の方がＪＲの列車を利用しておりました。また、仮定の話ですけども、宇土

駅周辺にスポーツ施設ができれば、その輸送機関としての効果は相当なものがあるかと思っ

ております。本日は、通勤・通学に関して質問をいたしますけれども、通勤・通学として、

それぞれの自宅から宇土駅まで車や自転車で来られて、そして宇土駅周辺の駐輪場、駐車場

に自転車、車を置いて、電車に乗って熊本市あるいは八代市方面へ通勤・通学をしておられ

ます。宇土駅から熊本方面への列車、鹿児島本線、三角線を含めて、６時台に５本の列車が

あります。７時台には７本の列車があります。８時台には５本の列車が走っております。ま

た、宇土駅から熊本駅まで約１５分で着きます。通勤・通学に利便性は高く、２０１８年の

調査では、一日平均約３,８００人ぐらいの方が利用されております。本市としては、この

宇土駅の利便性を活用して、熊本市のベッドタウンとしての在り方についても検討すること

も必要かと思っております。本日は、そういった意味から、宇土駅周辺の車両の駐車場、自

転車の駐輪場の在り方等々について質問をいたします。第６次総合計画後期基本計画の中に

明記されておりますけれども、「生活環境・都市基盤“輝く”まち～安全のふるさとづくり

～」の中に、安全・快適な市街地の環境整備に、このパークアンドライドが明示されており

ます。ちょっと読んでみます。「宇土駅周辺施設の適切な維持管理を図りつつ、周辺施設を

利用したパークアンドライドを推進します。」というようなことです。このパークアンドラ

イドについて質問しますが、現在、市の駐車場には何台駐車できるのか。また、過去５年間

のこの駐車場の稼働率と今後の推進状況につきまして、建設部長にお尋ねをいたします。 

○議長（藤井慶峰君） 建設部長、草野一人君 

○建設部長（草野一人君） 御質問にお答えします。 

パークアンドライドは、自動車を駅周辺の駐車場に駐車し、そこから公共交通機関に乗り

換えて目的地まで移動する方法で、都市部や観光地などの交通渋滞の緩和、事故防止、交通

公害の抑制、違法駐車の削減などといった効果が期待されていることから、他の自治体にお

いても取り組まれています。 

本市では、平成２４年に宇土駅東口から松橋駅方面へ約２００メートル下った新幹線高架

下に、３０台分の月極駐車場を整備しており、駐車料金は、鉄道等を利用する方で本市に住

所を有する方、又は、本市に勤務などをする方は月額４千円、その他の方においては、月額

６千円となっております。 

また、定住・移住の促進を図るため、本市へ転入後１年以内の方においては、２年間の使

用料の免除を設けています。 

次に、過去５年間の稼働率につきましては、令和２年３月末で契約台数が１０台、稼働率
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が３３％、令和３年３月末で契約台数が８台、稼働率が２７％、令和４年３月末で契約台数

が９台、稼働率が３０％、令和５年３月末で契約台数が１７台、稼働率が５７％、令和６年

３月末で契約台数が２１台、稼働率が７０％となっており、近年、増加傾向にあります。 

ちなみに、令和６年７月末時点で、契約台数が２３台、稼働率が７７％となっております。 

今後の推進につきましては、まだ空き台数がありますので、引き続き、広報うとやホーム

ページ、ＳＮＳ等で周知し、パークアンドライドを推進していきたいと思います。 

なお、熊本県のホームページにおいても、熊本都市圏内にあるパークアンドライド駐車場

の情報が提供されており、本市の駐車場も含め、毎月、契約状況等が更新されるなど、パー

クアンドライドの推進に向けた取組が行われております。 

以上でございます。 

○議長（藤井慶峰君） 中口俊宏君 

○１４番（中口俊宏君） 部長から答弁がありましたように、順調に推移しているようです。

今後とも、移住・定住対策の一つとして、周知・対策につきましてよろしくお願いをしてお

きます。 

次に、自転車の盗難予防対策、防犯対策について質問をいたします。宇土駅前駐輪場付近

での自転車の盗難届、先日、宇土交番でお聞きしましたところ、昨年は２１件、今年は１月

から６月まで７件の被害の届があっているということです。これはあくまでも届があった件

数で、実際はこれより多くの自転車の盗難が発生しているかと思っております。いうならば、

これだけ市民の大事な財産が盗まれているということです。６月議会におきまして、佐美三

議員が犯罪のない安心・安全なまちづくりについて、質問をされております。答弁の中で、

この件に関わることがありましたので、参考までにちょっと申し上げます。「自転車盗難予

防対策として、６月７日に、宇城警察署と合同で鍵かけ啓発活動を実施した。今後も啓発活

動に取り組んでまいります。」との答弁があっております。これらを踏まえて質問いたしま

す。 

一つが、本市の防犯体制、防犯活動について質問をいたします。第６次宇土市総合計画前

期基本計画の中で、宇土市の将来像についてアンケートがあっております。そのアンケート

の結果ですけれども、一般の方といいますか、大人の方のアンケートの調査結果では、一番

多いのは「医療・福祉が充実し、健やかに暮らせるまち」、２番目が「災害に強く、安全に

暮らせるまち」、３番目が「犯罪が少なく、安心して暮らせるまち」というようなベスト３

です。高校生のアンケート調査もあっております。宇土市の将来像について高校生の方のア

ンケート結果では、１番が「医療・福祉が充実し、健やかに暮らせるまち」、２番目が「活

気に満ち、にぎわいのあるまち」、３番目が「犯罪が少なく、安心して暮らせるまち」。こ

のアンケート結果から見てみますと、このいわゆる、犯罪が少なく、安心して暮らせる防犯
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体制、防犯の強化につきましては、大人の方、高校生の方もそれぞれ重大な関心を持って、

この３番目に挙げてあります。このアンケート結果を踏まえて、計画が策定されていると思

いますけれども、防犯に関する計画及び目に見える活動が、私から見ると少ない。交通に関

しては、いろんな活動があります。春・秋の出発式、あるいは街頭でのキャンペーン等があ

るかと思っております。防犯活動につきましては、大人の方、また高校生のアンケートでも、

ベスト３に入っております。しかしながら、交通関係と比較してみますと、手薄かなと。見

える活動が少ないというふうに感じております。また、これは別の話ですけども、サテライ

ト宇土環境整備協力金の使途状況を見てみますと、令和３年総額約１,３９０万円ぐらいの

収入があっておりますが、防犯関係に使われたのは８万１千円です。令和５年は、約９２０

万円の収入があっておりますが、防犯関係は２０万円です。この防犯に関する問題は、宇土

市に限らずこれは全国的なものだと思いますけれども、宇土市の防犯関係につきましては、

事務局の体制及び年間の予算額、交通関係等の予算の比較並びに防犯活動の現状につきまし

て質問をいたします。 

２点目が、本年６月に鍵かけ啓発活動を実施したとのことですけども、昨年１年間、自転

車盗難予防対策の活動状況についてお尋ねをいたします。 

３点目に、今後の自転車盗難防止活動の予定あるいは計画について、市民環境部長にこの

３点を質問いたします。 

○議長（藤井慶峰君） 市民環境部長、小山郁郎君 

○市民環境部長（小山郁郎君） 御質問にお答えします。 

まず、防犯活動に関する事務局体制についてお答えいたします。所管は、環境交通課環境

交通係で課長１名、係長１名、職員３名及び交通防犯アドバイザー１名の体制となっており

ます。 

次に、環境交通課が所管する年間の予算額についてですが、防犯関係予算が２８１万８千

円、交通関係予算が１,７７６万７千円となっております。交通と防犯共に関わりのある交

通防犯アドバイザーに関する経費が、交通関係予算に計上されていることを差し引いても、

交通関係予算と比較すると防犯関係の予算のほうが少なくなっているのが現状となっており

ます。 

また、防犯活動の現状といたしましては、現在メインの活動としまして、各地区の生活安

全パトロール隊の皆様に、朝の登校時間や夕方から夜にかけての下校時間を中心とした時間

帯に、地区内を巡回パトロールしていただいております。また、議員御指摘のとおり、自転

車の盗難件数が増加している状況への対策として、本年６月に宇土駅西口及び東口の駐輪場

において、宇城警察署と共同で自転車の鍵かけ啓発活動を行ったところでございます。 

続きまして、昨年１年間の自転車盗難予防対策の活動といたしましては、例年１０月に行
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われる全国地域安全運動期間中の１０月１７日に、宇土駅西口及び東口の駐輪場において、

宇城警察署と共同で自転車の鍵かけ等について啓発を行いました。そのほか、宇土駅におけ

る自転車に関する活動といたしまして、全国交通安全運動期間中である５月２０日及び９月

２５日に、宇土駅西口駐輪場において、宇城警察署と共同で自転車マナーアップキャンペー

ンを行いました。内容といたしましては、自転車の利用者にヘルメットの着用や交通ルール

の遵守、鍵かけの徹底等を啓発しております。なお、５月２０日の啓発活動については、宇

土高校生も参加いただいております。 

最後に、今後の自転車の盗難防止活動予定及び計画につきましてお答えいたします。まず、

今年も例年どおり、１０月の全国地域安全運動期間中に、宇城警察署と共同でキャンペーン

を実施することとしております。さらに今後は、昨今の自転車盗難件数の増加を踏まえて、

宇城警察署の御協力を仰ぎながら、宇土駅駐輪場周辺において、自転車の利用者に対して定

期的に鍵かけの呼び掛けや防犯関係チラシの配布等を行うことで、防犯意識の向上を図って

まいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（藤井慶峰君） 中口俊宏君 

○１４番（中口俊宏君） 部長から答弁がありましたけども、私、今回は自転車の盗難防止対

策について質問いたしましたけれども、私の質問の趣旨・目的は、先ほどのアンケートの結

果では、防犯対策の強化の要望が多い中で、宇土市として市民の皆さんの防犯意識の向上対

策あるいは犯罪の抑止対策をどう進めているのか、また、どうやって進めていくのか。これ

が私の今回の趣旨・目的であります。単発的な活動でなく、具体的に継続的な活動を期待を

いたします。青少年育成の見地から、毎月定期的に早朝の挨拶運動がなされております。私

は、本当にこういうのは大切なことだと思っております。防犯活動においても、単発的な活

動よりも関係機関と連携し、定期的に見せる活動、見える活動、こういった活動を推進すべ

きです。その継続的な活動が市民の皆さんに対して、防犯意識の向上や犯罪の抑止にもつな

がるかと思っておりますので、担当部署におきましては、今後、この辺の検討をよろしくお

願いを申し上げておきます。 

次に、駐輪自転車の現状と対策について質問いたします。写真を見てもらいたいと思いま

すけれども、写真を見ながら質問を聞いていただきたいと思います。質問に入りますけれど

も、ちょうど左側に駐輪場がありますけれども、この駐輪場には何台ぐらいの自転車を置け

るのか。また、この駐輪場フェンスの外に駐輪してある自転車も、先日、２０から３０台ぐ

らいだったと思いますが、この自転車が通路をふさいでおりました。この状態を改善するた

めには、宇土市駐輪場条例等に基づき、放置自転車の移動・保管これも一つの対策ですけど

も、要は、的確な駐輪対策、いわゆる指導と、実際、駐輪場が不足していれば増設も検討す
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べきと思っております。この現状と管理について、また今後の対策につきまして、市民環境

部長に質問いたします。 

○議長（藤井慶峰君） 市民環境部長、小山郁郎君 

○市民環境部長（小山郁郎君） 御質問にお答えします。 

まず、宇土駅西口の駐輪台数についてお答えいたします。西口駐輪場に駐輪できる台数は、

自転車が３６０台、バイクが３０台となっております。 

次に、駐輪場の管理につきましては、シルバー人材センターに委託し、平日の午前６時か

ら８時までの２時間、駐輪場利用者に対し、決められた場所へ自転車を停めるように促した

り、自転車を所定の場所に移動し整理する業務を行っていただいております。 

なお、長期間駐輪場に放置されている自転車につきましては、宇土市駐輪場条例に基づき、

指導・移動・保管と適正な処分を行い、駐輪場内の駐輪台数の確保に努めているところでご

ざいます。 

次に、宇土駅西口の駐輪場の増設を含めての今後の対応についてお答えいたします。 

議員御指摘のとおり、宇土駅西口駐輪場外の駅前広場に、自転車等が駐輪してある状況が

多く見受けられます。 

先日午後３時頃に確認したところ、自転車が２２台、バイクが２台駐輪場の外に停めてあ

りました。ただこれは、確認に行った日につきましては、高校や大学等がまだ夏休み中の期

間ということになっておりますので、まずは９月に入り２学期が始まってから、駐輪場の状

況を改めて確認したいというふうに考えております。 

その上で、調査の結果、駐輪場内には空きがあるが駐輪場の外に自転車等が駐輪されてい

る場合は、まず、シルバー人材センターに依頼し、駐輪場外の駅前広場等に駐輪してある自

転車を駐輪場内へ移動することや、現在、午前６時から実施している駐輪場整理の業務時間

を３０分程度遅らせ、午前６時３０分から８時３０分とした上で、通勤や通学のために駐輪

場を利用する利用者に対し行う指導・啓発を強化すること等を検討いたします。 

その上で、なお駐輪場が不足する場合は、駐輪場所の増設について検討してまいりたいと

考えております。 

以上でございます。 

○議長（藤井慶峰君） 中口俊宏君 

○１４番（中口俊宏君） 部長の答弁がありましたが、フェンス外に置いてある自転車があり

ますけれども、その後に来た人はまた中に入れませんので、また外に置いていくというよう

な悪循環があっているようですので、実態を把握されて適切な対策をよろしくお願いいたし

ます。 

最後になりましたけれども、まだちょっと早いかと思いますけども、私にとって太田教育
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長と議場での質問・答弁は最後になりました。教育長として３期９年間、いろんな面でお世

話になり、また御指導をいただきました。感謝申し上げます。教育長との思い出は幾つもあ

りますけども、その中の一つは、令和２年８月でした。有志議員で市内の各中学校へ教育施

設の整備状況等につきまして視察に行き、校長先生と意見交換を行いました。これをまとめ

て、教育長へ要望書を提出いたしました。この回答の一部を簡単に御紹介いたします。網田

中学校におきましては、網田中学校への登校する坂、あそこに樹木が道に覆い被さっており

ましたので、このせん定についての要望を行いました。教育長からは、予算を付けてせん定

をするようにやっていきますというようなことでありました。住吉中学校におきましては、

図書館の照明が暗い状況でした。要望後には照明器具の増設がありました。また、プールの

管理・使用についても、具体的な対応をしていただきました。鶴城中学校におきましては、

要望事項の中で、野球場の防球ネットの整備、吹奏楽部の楽器購入が進んでおります。これ

らは全て、太田教育長のおかげだというふうに感謝しております。太田教育長は、皆様御案

内のとおり、真面目、誠実で温かい人柄で、思いやりがあります。また、芯が通っており、

宇土市教育長として最適任者です。今回、９月３０日をもって勇退されますけれども、今後

とも御指導をお願いしたいと思っております。最後になりますけれども、お疲れ様でしたと

申し上げますとともに、今後とも健康で後輩の御指導をお願いいたしまして、御礼と感謝の

言葉といたしまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（藤井慶峰君） 議事の都合により、暫時休憩いたします。１１時から再開いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

午前１０時５２分休憩 

午前１０時５９分再開 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（藤井慶峰君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

質疑及び一般質問を続行いたします。 

１３番、野口修一君 

○１３番（野口修一君） 皆さん、おはようございます。宇土市政研「志」の野口です。今回

の一般質問は、障がい児・者の学校と防災、夏休みの子どもと地域、縄文遺跡・文化などに

ついて質問をさせていただきます。執行部におかれましては、簡潔明瞭な回答をお願いして、

これから後は質問席より質問させていただきます。 

○議長（藤井慶峰君） 野口修一君 

○１３番（野口修一君） 私は、議会質問の第１回目以来、障がい者の課題と支援について質

問をしてきました。障がい児・者の支援は、行政が関わる最も重要と考える事業の一つと考

えます。障がい児のいる御家族が最初に向き合う社会制度が学校で、様々な個性を持つ子ど



 

－ 33 － 

もを通して公的学校で、個人と行政が向き合い、できないとできるを示す場所でもあると思

っています。議員になって最初の質問は、「身体に障がいを持つ児童を健常児の学校に通わ

せたい。」と取り上げました。当時からすると、身体的障がい、知的障がいだけではなく、

発達障がい、性同一性障がい、ジェンダーの問題と、様々な心身の障がいに対して理解が広

がってきました。また、サッカーの指導に関わったことやＰＴＡ役員をした経験から、小学

校の子どもで、まだ発達障がい等の診断を受けていないグレーゾーンの子どもたちの対応、

加えて、保護者もその状況を受け入れる準備途中も含めたグレーゾーンの話です。実は、似

たような内容の質問を２年前の９月議会でしていますが、その目的が違うので、再度質問い

たします。前話が長くなりますが、グレーゾーンという言葉を聞いたのは、２００６年の秋、

知的障がい者のスポーツイベント、スペシャルオリンピックス全国大会夏季大会が開催され

るので、その事前告知と寄附集めの活動、トーチラン、聖火リレーを宇土市街地でやりまし

た。そのときの様子が資料１です。このイベントの告知活動では、ラジオに出たり、チラシ

の配布をしました。さらにやったのは宇土市内の小学校、中学校の支援クラス、なかよしク

ラス、なかよし学級と言っていましたが、全部を回り、そのときに支援クラスの先生が話さ

れたのが、一般のクラスにいるグレーな子どもたちが心配という内容のことを何度も聞きま

した。私は「グレーってどんな子どもですか。」と尋ねました。もう１８年前の話です。あ

の頃からすると、発達障がいや性同一性障がいという個性の理解が広がり、さらに国の支援

制度もできて、ここ数年で障がい児の放課後等デイサービスの事業が広がってきました。し

かし、いまだにグレーゾーンの子どもが存在すると聞きます。 

そこで質問なのですが、発達障がい児の診断がなされていない、これから家族が専門医に

相談しようとする児童生徒の学校での対応について報告ください。加えて、グレーゾーンの

子どもたちへの新たな支援の取組があれば御報告ください。教育部長お願いします。 

○議長（藤井慶峰君） 教育部長、野口泰正君 

○教育部長（野口泰正君） 御質問にお答えします。 

文部科学省が令和４年度に公表した、通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とす

る児童生徒に関する調査によると、通常学級において、学習面又は行動面で著しい困難を示

すとされた児童生徒の割合は、小中学校で８.８％となっております。 

この結果から、発達障がいの傾向が見られるものの、医療機関で発達障がいと診断されな

い、いわゆるグレーゾーンと言われる児童生徒が、本市においても一定数在籍している状況

であると考えられます。 

そのような中、本市における教育的支援については、障がいのある児童生徒が他の子ども

たちと平等に十分な学習や生活を行えるように支援するもので、例えば、授業の理解度に応

じた個別指導を行ったり、口頭での指示が伝わることが難しい場合には、イラストカード等
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の視覚的な教材を併せて活用するなど、障がいの状況に応じた様々な支援を行っております。 

その教育的支援について、保護者から担任に対し相談があった場合は、担任や学年主任、

特別支援教育コーディネーターに指名された教員が連携し、保護者と定期的な面談や当該児

童生徒の学級内の状況や学校内での生活を観察し、通常学級においてその特性に応じた教育

的支援を行うこととしております。 

その教育的支援を行うに当たっては、担任とは別に、学校内での生活や学習活動の支援を

行う学級支援員を市独自の財源で雇用し、本年度は小学校に３１人、中学校に１０人を配置

しておりますので、その支援員を最大限活用し、個性や学力に応じたきめ細かな支援を行っ

ております。 

また、通常学級で授業を受けながら、障がいに応じた特別の指導を受けることができる通

級指導教室を宇土小、花園小、走潟小、宇土東小、鶴城中に設置しており、本年度は９０人

が利用しております。 

その通級指導教室での活動状況の一例を申し上げますと、自閉スペクトラム症の傾向があ

る児童生徒に対し、コミュニケーションが苦手な場合には、テーマを選んでグループでの会

話を促したり、漢字の学習が苦手な場合には、漢字パズルを通じて、漢字の習得をサポート

するなどの支援を行っております。 

さらに、本年度からは、特別支援教育に関し、専門知識を有する特別支援教育アドバイザ

ーを市教育委員会内に雇用し、教職員の専門性向上を図るため、研修会の実施や学校での助

言・指導等を行うほか、学校や専門機関と連携した保護者面談等も実施しております。 

教育委員会としましては、引き続き、各小中学校と連携を図り、教職員が発達障がいに関

する理解をさらに深め、適切な対応ができるよう支援するとともに、発達障がいの傾向が見

られる児童生徒が、その特性に応じて最適な教育を受けられるよう教育相談・支援体制の充

実に向け、取り組んでまいります。 

以上でございます。 

○議長（藤井慶峰君） 野口修一君 

○１３番（野口修一君） 詳しく報告ありがとうございます。大分変わってきたなあという感

じを受けました。スペシャルオリンピックスの全国夏季大会トーチランの準備で回った１８

年前からすると、一人一人の子どもたちの支援というか、個別指導が充実してきたなと感じ

ます。また、１８年前、次女が中学３年の夏休み中に、私がＰＴＡ会長だったこともあり、

校長先生から連絡が来て、２学期から３年生のクラスを三つに分けて指導したい。理由は理

解度に合わせた学習をすること、もし教師が足りない場合は、理解している生徒が理解でき

ていない生徒に教えるとの提案でした。当時の住吉中３年生が、１学期末で宇城１２校中で

理解度が最下位だったそうでしたが、個別指導に近い学習環境で、３学期の初めには１２校
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中、上から２番目まで理解度が上がったと、卒業式前に校長から報告を受けました。これこ

そが学び合う、教え、学ぶの「教学」のやり方だと思いました。教育は一方的な指導から、

一人一人の子どもの個性と理解度に合わせる時代になってきたと感じた出来事でした。最後

に報告から、グレーゾーンの子どもは今も存在するというか、悩む御家庭があると思います。

その子どもたちを早く支援できるように、様々な障がいの知識と障がいに合わせた教育支援

に詳しい専門職の特別支援教育アドバイザーが各学校を定期的に回り、グレーゾーンの子ど

もの支援を積極的に取り組んでいただくことをお願いして、次の質問に移ります。 

私のいとこの１人が発達障がいだったことは、以前の質問で紹介しましたが、そんなこと

から障がい児・者の教育環境について関心を持っていきました。友人の誘いから、２０１７

年８月２６、２７日に、熊本学園大学で開催された第１８回障害児を普通学校へ・全国連絡

会全国交流集会ｉｎくまもとに参加しました。そのときの様子が資料２です。このときの熊

本の主要なスタッフに、銀河カレッジの梅田さんもおられました。以来、医療的ケアが必要

な幼児・児童のショートステイや野外活動をする団体も見学させていただきました。以前に

一度質問したと思いますが、再度確認のため、宇土市の医療的対応を必要とする重度障がい

を持つ児童生徒も含めた放課後等デイサービスと夏休み期間における生活について、現在の

対応はどうか報告ください。健康福祉部長お願いします。 

○議長（藤井慶峰君） 健康福祉部長、岡田郁子さん 

○健康福祉部長（岡田郁子さん） 御質問にお答えします。 

まず、本市の放課後等デイサービスの利用決定者数は、令和３年度２１９人、令和４年度

２５６人、令和５年度２８３人と年々増加しております。このうち、喀痰吸引等を受けてい

る医療的ケアが必要な児童は２人ですが、現在、その対応が可能な事業所は宇城圏域にはご

ざいませんので、熊本市などの事業所を利用されています。 

夏休み期間中の放課後デイサービスは、おおむね朝１０時から開所されており、生活能力

の向上のための訓練、社会との交流の促進などの支援をされています。夏休み中は、学期中

の放課後よりも開所時間が長いため、多くの事業所で、様々な屋外活動などを取り入れ、普

段とは異なる体験ができる機会が増えていると思われます。また、利用日数はそれぞれの児

童で異なり、週１回、２回程度の利用や、小学生であれば放課後児童クラブ、いわゆる学童

クラブ等と併用するなど様々です。 

次に、令和５年度末現在、本市には１８か所の放課後等デイサービス事業所がありますが、

今後の利用者の増加を見込み、令和６年度から令和８年度が計画期間となる宇土市第３期障

がい児福祉計画で、３事業所の開設を見込んでいます。一方で、主に医療的ケア児を含めた

重症心身障がい児を支援する事業所は、冒頭申し上げましたとおり、宇城圏域にはございま

せん。国の基本方針としては、令和８年度末までに、主に重症心身障がい児を支援する放課
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後等デイサービスを、各市町村又は圏域に少なくとも１か所以上確保することとしておりま

す。本市としましては、宇城圏域で１か所整備することを目標としており、確保に向けて宇

城圏内の各市町で連携していきたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（藤井慶峰君） 野口修一君 

○１３番（野口修一君） 報告ありがとうございます。市内にある放課後等デイサービス事業

所は１８か所に増えていることと、まだまだニーズはあるという認識は同じなのかなという

ふうに思います。もうかれこれ７年になりますが、発達障がい児・者の個性や暮らしをテー

マに研究集会を宇土市青少年センターで開催をしました。私のサッカー仲間の御家族から電

話がありました。「来年、小学校１年なのですが、発達障がいと診断を受けました。どうし

たらよいでしょうか。」と悲痛の声で、私は「心配することはありません。とにかく当事者

の話す研究集会に参加して、発達障がいとは何か聞きに来てください。子どもさんのことに

ついては、その後話をしましょう。」と、お誘いをしました。研究集会が終わったら、明る

い顔になり、「発達障がいとは何か、理解が深まりました。これから、子どもと向き合って

良い方向を探します。」と帰られました。宇土市で医療的ケアが必要な児童生徒は２人とい

うことですが、熊本市南部の施設へデイサービスに行かれているのだろうと思います。宇土

市からも通えるところなので、よかったと思っています。多分、私が若い頃から応援してい

るお医者さんの施設ではないかなと思いました。 

後話が長くなりますが、８月２４日熊本市民会館で開催された重度の障がいを持つ人のケ

アについて研修会がありました。熊日の告知に熊本市手をつなぐ育成会定期大会で、知的障

がいと発達障がいを持つ当事者が語るとあったので、参加をしてみました。その大会の様子

が資料３です。知的障がいを伴う自閉スペクトラム症で、加えててんかんナルコレプシー、

機能性高体温症等の特性がありました。現代は、このような複雑な個性を持つ障がい者をも

支援できる体制があることを改めて学びました。これこそが行政というか、政治が取り組む

仕事と思います。まだパラリンピックパリ大会が開催中ですが、身体的障がいのスポーツは

確実に広まっていますが、知的障がいを持つ人でもできるスポーツの活動であるスペシャル

オリンピックスにも、今後は取り組む必要があると思っています。 

発達障がい児・者についての三つ目の質問です。７月２１日、人吉のカルチャーパレスで

上映された映画「星に語りて～Ｓｔａｒｒｙ Ｓｋｙ～」の質問資料です。これを見に行き

ました。東日本大震災後に知的障がい者、発達障がい者が取り残された問題を取り上げた内

容で、そんなことがあったのかと映画で知りました。東日本大震災と原発事故で起こった避

難所に行けなかった人たちの話ですが、そこから熊本での障がい者施設や家庭内にいる障が

い児・者の長期避難についての対策に興味を持ちました。以前にも、熊本地震後の障がい
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児・者の避難について聞きましたが、南海トラフ巨大地震の話から、また考えるようになり、

宇土市在住の防災士たちとの議論から、再度、大規模災害時の知的障がい者、身体障がい者、

発達障がい児・者の避難行動における安否確認、避難誘導、避難所対応について考えをお聞

きします。健康福祉部長お願いします。 

○議長（藤井慶峰君） 健康福祉部長、岡田郁子さん 

○健康福祉部長（岡田郁子さん） 御質問にお答えします。  

大規模な災害の発生に備え、平時から、高齢者や障がい者など、自ら避難することが困難

な方の避難行動要支援者名簿を作成しております。この名簿は、災害からの避難や安否の確

認などの支援等を実施するための基礎となり、年に１度、民生委員・児童委員や行政区長の

協力を得て、記載情報などの更新をしております。その際、同時に個別避難計画を作成して

おり、緊急時の連絡先、避難誘導のための声かけ等を実施していただく協力員・支援者、避

難場所の確認を行っております。 

宇土市全体の避難行動要支援者名簿は、防災関係機関である宇城警察署及び宇城広域消防

本部に提供し、また行政区長及び民生委員・児童委員には、それぞれの担当地区の避難行動

要支援者名簿を配布し、避難行動要支援者の把握をお願いしているところです。 

また、市主催で毎年実施します宇土市総合防災訓練の際、同時に、この避難行動要支援者

名簿を活用した安否確認訓練を行っております。この訓練には、行政区長や自主防災組織、

民生委員・児童委員、消防団に御参加いただき、災害時を想定した支援、連絡方法などのシ

ミュレーションとなっております。 

障がい者等の避難所対応としましては、各地区の避難所での対応が難しい場合は、福祉避

難所での対応を想定しております。福祉避難所は現在、協力協定を締結している高齢者の福

祉施設５か所と市保健センター１か所の６か所を設定しております。 

以上でございます。 

○議長（藤井慶峰君） 野口修一君 

○１３番（野口修一君） 説明ありがとうございます。これまで何度も聞いた内容でしたが、

映画を見た後で、障がい者の立場に立って聞くと、違った視点の検証が必要だと感じました。

映画は、長期避難で１年どころか２年は家に帰れない状況になり、知的障がい者や発達障が

い者は、住み慣れた環境から離れ、日々の生活と違うと落ち着かないのは想像できると思い

ます。そのことで取り残されたというよりは、置き去りにされた状況が映画で報告されまし

た。私は東日本大震災後の４月５日に、災害ボランティアで福島県相馬市の避難所となった

向陽中学校を尋ねたとき、体育館に２００人を超える人たちが雑魚寝状態でおられ、寒さも

ある時期、そこに知的障がい者、発達障がい者等が長期でいれるかと考えたとき、私でも難

しいと思いました。やはり、障がいを持つ人は避難所は厳しかったから、被災した自宅で避
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難生活をしたのではと思います。防災対策の一番は、まず安否確認。避難が難しい弱者の移

動支援はもちろんです。しかし、一旦は避難所に行ったが、その場所にいれない人たちがた

くさんいることを、支援する人たちが理解しておくことを映画で教えられました。災害はま

ず危険回避が大事ですが、熊本地震後の避難のように長期になったとき、障がい児・者が自

宅に孤立していないか、支援をする人たちが忘れないことだと思います。 

次のテーマ、夏休みと子どもに移ります。かつての子どもたちの夏は、虫捕り、プール、

海遊びでしたが、最近は、山にはイノシシ、シカ、学校のプール開放はなくなり、海は南海

トラフ地震等で子どもだけでは行けずに、各地にあった子ども会の解散も増え、さらに近年

の猛暑で活動範囲はますます狭くなっています。保護者の仕事は最低賃金は上がったが、実

質賃金は下がった状況、ますます厳しくなる地域経済活動の中で、教育委員会が考える子ど

もたちの夏休みの生活はどんなイメージか。昨今の変化を含め、報告ください。教育部長お

願いします。 

○議長（藤井慶峰君） 教育部長、野口泰正君 

○教育部長（野口泰正君） 御質問にお答えします。 

子どもたちの夏休みの過ごし方は、以前と比べ、大きく変化しております。 

例えば、昭和の時代では、子どもたちは、昆虫採集に出かけたり、学校のプールで泳いだ

りするなど、屋外で多くの時間を過ごしておりました。また、家庭で家事などを手伝ったり、

地域や子ども会の行事に参加したりするなど、家庭や友だち、地域の方々と触れ合う活動が

多くありました。 

しかしながら、現在では、地球温暖化による猛暑に加え、小学校のプール開放がなくなっ

たことやインターネット、ゲーム、スマートフォン等の普及などの影響もあり、一般的には

室内で過ごす時間が増え、屋外で遊んだり、運動や体験活動に取り組んだりする時間が減少

していると思われます。 

また、少子化や核家族化、共働き家庭の増加など、家庭環境や地域環境の変化により、夏

休みの多くを塾や学童保育などで過ごす子どもたちも増加しております。 

以上でございます。 

○議長（藤井慶峰君） 野口修一君 

○１３番（野口修一君） 詳しく報告いただきありがとうございます。時代は変わったなあと

いうふうに感じます。その原因の一つが、少子化ではないかと考えています。さらに、今年

の猛暑は、子どもたちへ外に行って遊んできなさいと言えないぐらい暑くなりました。後で

質問する縄文時代のところの話ですが、現在の地球は間氷期、温かい期間の約１万年の最後

に当たると本にあるのですが、地球の氷期、寒くなる時期が約１０万年だそうですが、それ

がいつ始まるかは人類次第とも書いてありました。地球温暖化はどこまで続くのかは分かり
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ませんが、かつてあった夏の行事や夏祭りについて、次に質問します。 

私の集落で長く続いていた地元の神社の子ども奉納相撲、資料４ですけれども、こういう

感じの活動がどこでもあっていました。コロナ禍と子ども会の解散で、いろんなものがなく

なりました。子ども会がなくなったことで、みんなで行く夏休みのキャンプやスポーツ大会

もなくなりました。原因は、少子高齢化になったことですが、今後の限界集落の問題を含め、

宇土市内で消えていった夏休みの地域行事についてどれだけ把握しているか、代表的な例が

あれば御紹介ください。教育部長お願いします。 

○議長（藤井慶峰君） 教育部長、野口泰正君 

○教育部長（野口泰正君） 御質問にお答えします。 

地区公民館や地域において以前行っていた、夏休み期間中の行事の代表的なものについて

御報告します。 

網田公民館にて、「じんだらじん」という行事を行っていました。これは、たいまつを灯

し、地区内のあぜ道等を歩きながら田んぼの害虫を追い払う、虫よけの行事として実施され、

多くの子どもたちも参加していました。もともとは、網田地区内の各地域で行われてきまし

たが、３０年ほど前に、当時の地区公民館長の発案により公民館行事として復活、以降２０

年近くにわたり行われてまいりました。近年では、コロナ禍や少子化の影響で実施されてお

りません。 

また、各地域における夏休み期間の地域行事の代表例としまして、親子ソフトボール大会

があります。これは地区内の子ども会対抗戦として、小学校のグラウンドなどで子ども会の

保護者も一緒になってプレーする大会です。この行事も、近年では子ども会の減少などによ

り行われなくなりました。 

以上でございます。 

○議長（藤井慶峰君） 野口修一君 

○１３番（野口修一君） 地域の子どもの活動の報告、ありがとうございます。本当にさびし

くなったなあという感じを受けます。これは２０年ほど前になりますが、我が家の子どもた

ちや地域の子どもたちが地区の家を回り、１００円、２００円集めて十五夜の綱引きをして

いました。その綱自体を年配者が編んでくれたことを思い出します。紹介にあった網田公民

館館長の発案での地域行事「じんだらじん」の活動は、昔の生活に思いをはせる、とても中

身のある行事と思います。コロナ禍で中断しているのは、とても残念です。郷土史、地域学

からすると是非復活させてほしい行事と思います。 

次の質問に移ります。私は、生活安全パトロール隊網津支部に誘われて１８年になります

が、地域巡回パトロール活動は地区公民館活動に関連するボランティア活動なので、地区公

民館が主催する小学生の３泊４日の通学合宿に最初から私も関わるようになりました。通学
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合宿は公民館を宿泊所にして、子どもが自主的にスケジュールを組み、日曜日からスタート

し、４日間の通学合宿はすばらしい生活体験と思い出づくりになっていました。子どもたち

が食事の準備、片づけ、夜は地域講話を含め、地域のことを記憶する大切な行事と思います。

しかし、この行事はコロナ禍で中止になりました。この行事は夏休み明けの２学期初めに行

われていたので、夏になかなか子どもと一緒に活動できない御家庭の思い出づくりにもなっ

ていました。夏休み前の新聞に、生活の厳しい共働き家庭の子どもたちは、夏休みの思い出

づくりや様々な体験の機会を提供することができない親たちの苦悩が紹介されていました。

以前の質問で、鹿児島市の校区公民館は、年間１００近い行事を行い、その３分の１に小中

学生が関わる行事を組み込んでいると紹介しました。これを参考にして、子どもを中心に考

えた公民館活動が夏休みに必要と考えます。 

前話が長くなりましたが、コロナ禍から２年目の夏と検証してもらい、以前にあった地区

の子どもを含む行事や通学合宿、スポーツイベント、文化行事について、地区公民館で今後

実施する考えはあるかについてお尋ねをします。教育部長お願いします。 

○議長（藤井慶峰君） 教育部長、野口泰正君 

○教育部長（野口泰正君） 御質問にお答えします。 

令和５年度と６年度における公民館での通学合宿やスポーツイベントについてお答えしま

す。 

新型コロナウイルス感染症が５類感染症に移行した昨年度においての通学合宿は、コロナ

禍以前に実施しておりました走潟、緑川、網津、網田の４地区公民館において中止となりま

した。なお、スポーツイベントにつきましては、走潟地区において、地区公民館長が事務局

となっている地区青少年健全育成協議会主催で、中高生ミニバレー大会が実施されておりま

す。 

今年度におきましては、通学合宿を、走潟地区にて再開する方向で当初計画をしておりま

したが、参加者が計画数を下回ったことで、異なる学年間の児童が共同で生活し、体験活動

を行うことや、地域の大人による児童の取組への支援といった通学合宿の目的を少人数では

達成することができないと判断し、結果的に開催を見送っております。そのほか、緑川、網

津、網田の三つの地区においては、地区公民館運営委員会で前年度同様開催を見送ることと

しました。来年度以降においては、従来行っていた４地区での通学合宿の実施ができるか、

今後検討してまいります。なお、走潟地区での中高生ミニバレー大会は、今年度も開催され

ております。 

通学合宿やスポーツイベント、文化行事につきましては、地域の方々の協力が必要ですの

で、イベントの実施に向け、地域住民の方々の理解が得られるよう努めてまいります。 

以上でございます。 



 

－ 41 － 

○議長（藤井慶峰君） 野口修一君 

○１３番（野口修一君） 何度も同じような質問なのですけど、現状報告ありがとうございま

す。地域も子どもたちもコロナ禍で多くの活動が中止・廃止になりました。しかし、それで

よいのかと考えます。前の質問で紹介いただいた網田公民館がやっていた「じんだらじん」

の活動は、子どもが関わるすばらしい地域の伝統行事と思います。地域の特性が出る夏の思

い出に残るイベントだと考えます。これは我が家の子どもたちの話です。現在、東京に住む

３６歳の娘は、小学校時代、宇土の大太鼓フェスティバル子ども太鼓で夏休み前半はいつも

太鼓の練習があったことが思い出に残っていると、お盆に帰郷すると話をします。太鼓もで

すが、各地区にあった盆踊りや神社の子ども奉納相撲は少子化で維持できず、なくなりまし

た。少子高齢化の進む網田、網津、緑川だけではなく、地域コミュニティの維持と子どもと

のふれあいづくりに地区公民館に役割が求められているのではと、最近思うようになりまし

た。是非、地区公民館活動でかつて地域で行われていた多様な行事や文化活動の維持復活に、

積極的に取り組んでいただくことをお願いいたします。 

次のテーマは、ボランティア活動に移ります。私がボランティア活動という言葉を知った

のは、阪神淡路大震災のときだったと記憶しています。当時は、私は熊本で生活し、子ども

たちは無認可の保育所に通っていました。そんな時期に阪神淡路大震災が発生し、保護者の

１人に神戸市の長田町商店街出身者がおられ、実家が火災で全焼し、再建支援にと保護者で

寄附活動をしたことを思い出します。１３年前、東日本大震災が発生し、その被災地支援活

動は宇土市社会福祉協議会と宇土市役所の御協力をいただき始まりました。そのとき、阪神

淡路大震災後に災害ボランティアに行かれた先輩から、ボランティアは行ったところで世話

になって活動することはいけない。現地活動の間は、食料も寝泊りも自前で賄うことが必要

と厳しく指導を受けました。現地に向かうボランティアたちには、食料も宿泊用具も持って

活動してもらいました。私が現地活動に加わった４日間でしたが、５日分の食料と寝袋を含

め準備して出向きました。以来、熊本地震の支援活動でのボランティア活動から九州各地で

発生した豪雨災害での活動、そして人吉・球磨、芦北を襲った熊本豪雨。今年の能登半島地

震のボランティア活動を経験する中で、災害ボランティア活動が少しずつ変化していること

を感じています。阪神淡路大震災では、全ての活動用具や費用は自前でした。しかし、被災

自治体が中心となり、災害ボランティアの受け入れが始まり、さらに全国の民間からの支援

と民間の災害ボランティア団体の活動が活発になり、支援物資だけでなく、活動資金の寄附

が定着し、クラウドファンディングで寄附集めをするのが広がってきました。熊本地震後に、

宇土市も被害を受けた６月２０日の豪雨被害、さらに４年前の球磨川流域の豪雨災害のボラ

ンティア活動は、真夏の災害地で体力を使うことに加え、最近の猛暑対策をしつつ、被災家

屋での泥出し、家財の運び出しになります。社会福祉協議会での活動では、今は常に休憩を
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取りつつ、現地での実際の活動は四、五時間程度に変わりました。なので、最近は民間の災

害ボランティア活動が活発になり、長く働くスタッフにはお金を払う有償ボランティアが広

がっています。 

前話が長くなりましたが、阪神淡路大震災から２８年、毎年起こる各地の災害の対応で、

特に災害ボランティアについて、これまで市の災害ボランティア対応の状況について、熊本

地震とその後の豪雨を検証して御報告いただければと思います。健康福祉部長お願いします。 

○議長（藤井慶峰君） 健康福祉部長、岡田郁子さん 

○健康福祉部長（岡田郁子さん） 御質問にお答えします。 

まず、市が関与した災害ボランティア活動は、平成２３年に発生しました東日本大震災が

最初でございました。当時、宇土市内の民間のグループで結成されました東日本大震災熊本

支援チームが、被災地へ支援物資を送るため、支援物資の保管場所として市車庫の提供を行

っております。 

次に、平成２８年４月１６日の熊本地震の本震の日に、宇土市社会福祉協議会において宇

土市災害ボランティアセンターを設置し、その後６月に発生した豪雨災害も含め、７月３１

日まで災害ボランティアを受け入れました。この間、災害ボランティアをお願いしたいとい

うニーズ総数は４５５件、災害ボランティア延べ総数は３,２２６人、１日最大３１３人を

受け入れています。災害ボランティアの活動の流れとしましては、被災者からの災害ボラン

ティアをお願いしたいという依頼の受付後、宇土市社協の職員が被災者宅を訪問し、活動内

容の調整や実際に災害ボランティア活動ができるかどうかを確認し、被災者宅へ派遣を行い

ました。特に、被害が大きかった地域では巡回もしまして、チラシのポスティングや被災者

からのニーズ聞き取りを行い、なるべく被災者のニーズに応じた活動を行いました。 

続きまして、令和２年人吉・球磨豪雨災害では、宇土市社会福祉協議会が主体となり、７

月２９日から９月２５日の間に、本市から被災地まで災害ボランティアを送迎するボランテ

ィアバスの運行を計９回行いました。参加者数は延べ１２９名で、一般の市民、学生、市職

員、それから市議会からも多くの議員の皆様にも参加していただいております。このほか、

このバスを利用することなく、直接自家用車などで現地へ行き、ボランティア活動をされて

いる方も数多くおられたと思われます。 

以上でございます。 

○議長（藤井慶峰君） 野口修一君 

○１３番（野口修一君） 質問内容が長い時間のものに対して、整理して答弁いただきありが

とうございます。宇土市の災害ボランティア受入れの状況について、詳しく報告いただきあ

りがとうございました。今回の質問テーマのボランティアに対する市民意識の変化を取り上

げたい思いは、皆さんに記憶のある大きな災害に焦点を絞り、少し後話をさせていただきま
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す。答弁にありました東日本大震災の支援活動は、宇土市民、特に宇土市役所の皆さんには、

施設利用で御迷惑をかけながらも、活動に対して多大な御支援をいただき活動ができました。

改めて御礼を申し上げます。ありがとうございました。あの活動が、私の災害ボランティア

活動の最初になりました。また、答弁にありました熊本地震とその後の大雨被害で、熊本地

震は熊本県下全域の被害が広がりましたが、その２か月後の線状降水帯での大雨では、被害

が宇土市や宇城市の県央に集中しました。宇土市が初めて災害ボランティアを受け入れる経

験をした二つの災害と思います。４年前の球磨川豪雨での大雨被害では、新型コロナウイル

ス感染拡大で県外からのボランティアの受入れができず、被災地の状況から人数が足りない

と県民全体で危機感があったと思います。宇土市でも送迎バスを出して、ボランティアの移

動支援をしましたし、同様に多くの県内自治体も職員派遣だけではなく、民間ボランティア

の現地への移動手段を支援しました。熊本豪雨では、私が事務局長を務める災害ボランティ

ア団体、先ほど御紹介いただきました一般社団法人熊本支援チームでは、コロナ禍でアルバ

イトがなくなった大学生を、１日５千円と食事代１千円を払う有償ボランティア活動をした

いという若い人の意見と、活動資金はクラウドファンディングで集める目標２,０００万円

をやろうというときに危惧したのは、災害ボランティアは無償の活動というそれまでの常識

でした。活動資金は豪雨被害がニュースに出た翌日から支援チームの口座に寄附金の入金が

始まっていたので、コロナ禍でアルバイトがなくなった学生支援が目的でしたので、すぐに

長期学生は人吉の拠点に１５人ほど泊まってもらい、１日だけの活動をするボランティアは

桜町のバスセンターから無料のシャトルバスを用意して、９月半ばまで共に活動しました。

後話が長くなりますが、今年の能登半島地震では、１月２日に現地に入り、３日から活動を

始めています。長期になると予想されましたので、常駐スタッフ６人は最初から１日５千円

の有償ボランティアとして活動してもらい、初めは支援物資の仕分け、配布活動、３学期が

始まると炊き出し活動をはじめ、小学校の給食支援を毎日、食材は東日本大震災の被災活動

で御縁のできた宮城県の災害ボランティアが中心になり、東北各県から支援をいただいた食

材を仙台で加工し冷凍して、能登町の拠点に送り、各学校の炊き出しに使いました。延べ２

万７千食を提供してきました。私も３月１１日から１５日に、能登の被災地の災害ボランテ

ィア活動をしてきました。それもこれも若い人が中心の災害ボランティア団体、熊本支援チ

ームの活動の原点は、宇土市民、宇土市役所にも応援いただいた東日本大震災の災害支援活

動です。あの活動があるから、今の活動ができています。本当にありがとうございます。阪

神淡路大震災から２８年、東日本大震災から１３年、熊本地震から８年、災害ボランティア

活動は被災自治体のボランティア受入態勢、民間ボランティア団体も増え、その活動を支援

する企業も増えています。有償ボランティアの理解が広がっていると感じています。 

そこで、次の質問です。前の質問の災害ボランティアだけではなく、身近な日々の生活の
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中で行われている地域のボランティア活動、奉仕作業、さらに長期のボランティア活動につ

いて、無償ボランティア、有償ボランティアの状況を確認することが必要と思っています。

そこで、宇土市ではどんなボランティア活動、奉仕作業があるのか、幾つか例を挙げて御報

告ください。健康福祉部長お願いします。 

○議長（藤井慶峰君） 健康福祉部長、岡田郁子さん 

○健康福祉部長（岡田郁子さん） 御質問にお答えします。 

本市で行われております、無償ボランティア活動の主なものとしましては、災害ボランテ

ィア、自主的な地域の清掃活動、中央公園の花植え作業、船場川清掃作業、うと地蔵まつり

開催後のごみ拾い、民生委員・児童委員の活動、宇土市社会福祉協議会における買い物付き

添いボランティアや歳末助け合い市民の集いにおけるボランティア活動などが該当し、これ

らに報酬は発生しておりません。 

また、有償ボランティア活動の主なものとしましては、宇土市社会福祉協議会で実施して

いる生活応援ボランティアがあります。これは例えば、高齢になって家庭のごみ出しが困難

になった依頼者宅のごみを集積所に出す、高齢者が内服薬をきちんと服用したか、遠方の家

族からの依頼で確認をするなど生活に密着した活動で、１回５００円の報酬が発生し、有償

のボランティア活動となります。 

このほか、本市土木課で実施している市道等清掃ボランティア支援事業があります。これ

は、市が管理する道路や水路等を地域の方々で除草、土砂撤去をされる作業に対し、その活

動資金の一部として、作業人数と作業時間に応じて５千円から３万円の謝金を交付するもの

です。 

以上でございます。 

○議長（藤井慶峰君） 野口修一君 

○１３番（野口修一君） 報告ありがとうございます。いろんな活動が日々行われているんだ

なあというふうに思います。報告を聞き、いろんなボランティア活動、奉仕活動、それに対

して賃金とまでは言えないが、少ない謝礼金という程度の有償ボランティア事業があること

が分かりました。特に、長期の役割や短期ですが重労働を伴う作業、命に関わる支援活動に

は、謝金を支払うことを容認されるように市民意識が変わってきたと思います。前の質問の

能登半島地震の災害ボランティア活動で、電気も上下水道もまだ復旧していない厳しい状況

で、懸命に支援活動を続ける常駐ボランティア、大体若い人ですが、日当５千円を払うこと

にも熊本豪雨後の学生の有償ボランティアも、国民に理解されつつあると思っています。こ

の影響は、日常の市民のボランティアに、ほんの少しの謝礼の薄謝を支払ってもよいという

意識が広がっていると感じています。地方は若い人材が減り続け、人材不足と言われる時代。

ならば、現在いる人たちが協力して地域を支えるボランティア活動は、これから大きな役割
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を果たすと思います。私は無償ボランティア活動や奉仕活動はこれからも残ると思いますが、

継続的活動や重労働が伴う作業、命を支援する活動には薄謝の御礼が必要と思っています。 

次の質問に移ります。私が最初に関わった地域ボランティア活動は、やはり小中学校のＰ

ＴＡ活動と地域の子ども会活動でした。中でもＰＴＡ活動は、子どもたちの学校生活や学校

行事、さらに放課後や夏休み、冬休みの安心・安全な環境づくりが主な目的です。私は小学

校ＰＴＡ役員を４年、中学校が３年、高校も３年関わりました。当時のＰＴＡ活動は、基本

無償ボランティア活動の意識でやっていました。しかし、ＰＴＡ会長になったとき、宇土市

ＰＴＡ連合会という組織というか、活動があり、宇土市全体の小中学校が連携し、市教育委

員会との意見交換や地区相互の理解のため、年に数回の会合とスポーツ交流などを通して、

宇土市全域の子どもの健全育成を目的とするボランティア活動があることを知りました。宇

土市ＰＴＡ連合会の活動は、すごいことをしているという印象を当時から持っていました。

それと質問の前にですが、全国でもまれな活動と思うのが、宇土市ＰＴＡ連合会のＯＢの活

動があります。私は、住吉中のＰＴＡ会長をやめてもう１７年経つのですが、今も宇土市Ｐ

ＴＡ連合会ＯＢ有志の会に参加しています。この活動の中心におられたのが、今年２月に亡

くなられた走潟の田代重臣さんです。コロナ禍でお休みはありましたが、今年２月にも宇土

市の子ども応援ハートリレーの宇土市内を１周するたすきリレーを開催されました。 

前置きが長くなりましたが、宇土市ＰＴＡ連合会が地域に貢献していると思うので、皆さ

んに知っていただきたいという思いも含めて、ＰＴＡ連合会のボランティア活動としての質

問ですが、市教育委員会は宇土市ＰＴＡ連合会の活動をどんなふうに把握し、どう関わって

いるのか。各学校のＰＴＡ役員の連携について、事務局を担当する活動の内容、活動資金も

含め、現状の報告と事務局が担う役割について報告ください。教育部長お願いします。 

○議長（藤井慶峰君） 教育部長、野口泰正君 

○教育部長（野口泰正君） 御質問にお答えします。 

本市のＰＴＡ連合会は、各学校の代表２名の計２０名の役員で構成され、市の補助金や、

青少年問題を広く協議する青少年育成市民会議からの助成金のほか、各学校単位で構成され

ている単位ＰＴＡ会費や各学校からの負担金などを財源として活動しています。 

具体的な活動としては、定例の役員会の開催や各学校の校長先生等と意見交換を行い、情

報共有や課題解決を図っています。また、ＰＴＡ活動を活性化させるための各種研修会の開

催や研究大会への参加、広報紙の発行なども行っています。 

近年は、子どもたちを取り巻くＳＮＳ等に係る問題のように、学校単体の課題としてでは

なく、地域や学校、保護者が一緒になって、横断的に考えていくべき課題が多くなっていま

す。そういった教育問題や子育ての課題に対して、学校や保護者に提言・情報発信できるよ

う、単位ＰＴＡや関係機関との連携を深めていくことがＰＴＡ連合会の役割だと考えます。 
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以上でございます。 

○議長（藤井慶峰君） 野口修一君 

○１３番（野口修一君） 詳しく報告いただきありがとうございます。改めて確認したところ

でございます。質問前の執行部の意見交換で確認したのが、市教育委員会が事務局を担当し

ていることと、年間行事の準備・実施で重要なのは事務会計と思いますが、大変とは思いま

すが今後とも宇土市の各小中学校のＰＴＡ活動の意義と市ＰＴＡ連合会がこれからずっと続

くことを願って、御支援をいただければと思います。それと県の宇城地域振興局管内で、宇

土市、宇城市、美里町の地域から宇城地域の小中学校ＰＴＡの代表で構成する宇城ＰＴＡ連

合会の活動があります。この事務局は、各市町の教育委員会ではなく、ＰＴＡ活動を経験し

た人が担当しています。事務局長は個人に委託されていて、会議や交流会・イベント等は市

ＰＴＡ連合会と同様に行われています。宇城ＰＴＡ連合会の事務局の年間を通しての活動に

対して、無償ボランティアにすべきという意見があるそうです。私はその意見に対して、宇

城ＰＴＡ連合会の役員を経験したことと、災害ボランティア団体の事務局長の経験から、市

のＰＴＡ連合会の事務局は教育委員会が担当していますが、宇城ＰＴＡ連合会の事務局は個

人が委託されていることを知らない人たちの意見ではないかというふうに思っています。宇

土市ＰＴＡ連合会も宇城ＰＴＡ連合会も１年を通じて金銭管理に各会議、イベントの準備、

資料づくりを担当するのは事務局です。自分の仕事とは別に地域活動であるＰＴＡ連合会を

１年間支える事務局長の仕事は、ボランティア活動に対する市民意識の変化からも有償ボラ

ンティアであるべきと私は思います。地域のボランティア活動に対していろんな意見はある

と思います。しかし、少なくなる地方の人材の能力をいかに生かすか。どの分野にもある課

題と思います。宇城ＰＴＡ連合会は宇城地域にとってとても重要なＰＴＡ活動なので、役員

経験のない方々に知ってもらうために、ここであえて活動を紹介しました。 

次のテーマは縄文時代という古代についての質問です。私は歴史が大好きで、若い頃は熊

本の偉人や幕末の維新の志士たちの歴史顕彰会等に参加することが多かったのですが、ある

時期から日本人はどこから来たのかから、縄文時代に関心を持つようになりました。先月末

にＮＨＫラジオ第一のラジオ深夜便朝４時台のインタビュー番組で、東京の国立科学博物館

篠田謙一館長が登場され、縄文時代の人の骨から見える縄文人の生活について語られました。

朝のウォーキング中に聞いたのですが、本当に話に聞き入ってあっという間に４０分が過ぎ

ていました。早速その日の午前中に、議会事務局に行き、駄目元でよいので篠田謙一館長に

訪問が可能か問い合わせてほしいとお願いしました。すると、返事が来て「どんなことにつ

いて聞きたいのですか。」と問合せがあったので、内容をお伝えして、暫くすると「８月末、

３０分ほどなら大丈夫です。」と返事が来ました。本当は質問すり合わせ前に会えればよか

ったのですが、日程は８月２９日１４時と決まり、準備は整ったのですが、台風１０号で交
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通機関がストップして、上京はかないませんでした。次の機会に行くことになりました。な

ので、篠田館長の縄文時代の質問項目にもありますが、その前に聞きたいことは、以前にも

聞いたと思うのですが、後の質問の導入として、今度国から支援の大きな予算が来ましたが、

どんな発掘作業とか資料収集とか、後の計画はあると思いますが、それは大分先になるでし

ょうけれども、今後どんな計画を進めていくのか確認したいので、現状を報告お願いいたし

ます。教育部長お願いします。 

○議長（藤井慶峰君） 教育部長、野口泰正君 

○教育部長（野口泰正君） 御質問にお答えします。 

宮庄町にある轟貝塚は、古くから全国的に知られた縄文時代の貝塚であり、縄文時代早期

末から前期の指標となる轟式土器の標式遺跡となっております。大正・昭和時代にかけて京

都帝国大学や慶應義塾大学等の著名な考古学者や人類学者が発掘調査を行っております。 

市では、本貝塚の保存を目的として、平成１６年度から１３年間にわたって断続的に発掘

調査を実施しました。その結果、轟式土器を中心とする多量の縄文土器や石器、人骨等が出

土し、当時の人々の暮らしぶりの一端が明らかになりました。このようなことから、令和４

年１１月、文化財としての高い価値が認められ、国の史跡に指定されました。 

現在、本貝塚における発掘調査の計画はございませんが、貝塚の恒久的な保護を目的とし

て、令和５年度から国庫補助金を活用し、史跡指定地の公有地化に伴う土地の買上げ事業に

着手するとともに、文化庁や県教育委員会、有識者の指導・助言を受けて保存活用計画の策

定に取り組んでおります。 

将来的には、歴史公園として地域学習や憩いの場として整備を進めるとともに、近隣に所

在する国指定史跡の宇土城跡や市指定史跡の轟泉水道、国指定重要有形民俗文化財宇土の雨

乞い大太鼓を収蔵・展示する大太鼓収蔵館等の文化財や施設を一体として捉え、市を代表す

る歴史観光スポットとしての活用を推進してまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（藤井慶峰君） 野口修一君 

○１３番（野口修一君） お話を聞いてこれからの計画の説明だと思いますが、国指定重要有

形民俗文化財宇土の雨乞い大太鼓と一体とした計画とのこと。まだ事業は大分先ですが、縄

文時代に考え出された技術が、実はその後の弥生時代や古代の生活に大きく影響しているこ

とを篠田謙一館長の話や「縄文時代を解き明かす」という資料の一番最後にある、非常にこ

れも読み始めたら一日で読み上げたんですけど、非常に面白い本で、こういうことを知らせ

ることで、宇土にたくさんの人が来てくれるといいなというふうに思っています。さらに８

月２５日午後、ＮＨＫＢＳ４Ｋで国立科学博物館の特集番組があり、最近の研究から展示方

法が大きく変わっていることが紹介されました。歴史好き、特に考古学ファンには見たい、
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聞きたいというとても内容のある番組だったと思います。答弁から、まだ用地取得や土地整

備のほうが先と思いますが、遺跡発掘も必要で、石斧や矢じり・道具も大事ですが、どう将

来展示するか、現代の展示手法を知る有識者を早い段階から加え、将来の歴史資料館の展示

準備をしていくほうがより魅力的になると思いますので、是非、早期に有識者の協力体制づ

くりをお願いして、次の質問に移ります。 

篠田謙一館長が紹介された本、「縄文時代を解き明かす」の最新の縄文時代研究によると、

旧石器時代の後期に氷期がだんだん温暖化して、日本列島と大陸との間に日本海ができてき

て、日本独自の縄文時代が始まるところから、弥生時代の始まるところについて篠田館長に

質問を出していました。実は、そこで８月２８日に再度、熊本都市圏での縄文遺跡を確認す

るために、熊本市立博物館に行きまして、宇土市周辺の集積状況を確認してきました。一応、

市立博物館に許可を取って写真を撮っております。確認して、やはり宇土から城南にかけて

すごく集積していることが分かります。そこで、古代文明の解析から宇土市で以前から続け

られている市の縄文文化から検証について、確認の意味で報告をしたいことが、将来どんな

ことに取り組もうとしているのか。最初の質問はこれから大きな計画なんですけど、細やか

なイベント等を含めてやることを考えておられるのであれば、それも含めて報告というか、

考えをお聞かせください。教育部長お願いします。 

○議長（藤井慶峰君） 教育部長、野口泰正君 

○教育部長（野口泰正君） 御質問にお答えします。 

本市では、縄文時代の遺跡が６か所確認されていますが、発掘調査で遺跡の内容が比較的

明らかになっているのは、先ほど申し上げた轟貝塚のほか、岩古曽町にある市指定史跡曽畑

貝塚が挙げられます。 

曽畑貝塚は、縄文時代前期後半の曽畑式土器の標式遺跡として全国的にも知られており、

既に明治・大正時代には学会で注目を集めた貝塚になります。轟貝塚と同様に、著名な考古

学者や人類学者が発掘調査を行っております。 

市は、慶應義塾大学を中心とする調査団が、昭和３４年に発掘調査し収集した出土品や写

真等について、平成１３年度に移管を受けました。これらの出土品や写真等につきましては

報告書が作成されていなかったため、整理作業を進め、平成２２年度に調査報告書を刊行し

ております。また、平成２４年度から２５年度にかけて、貝塚の範囲等を確認するための発

掘調査を行っております。 

轟貝塚や曽畑貝塚をはじめとする市内に所在する縄文時代の遺跡から出土した資料の公

開・活用については、平成１３年度に「曽畑・轟貝塚出土遺物里帰り展」、平成２３年度に

特別展「有明海が育んだ縄文文化」、令和４年度に企画展「轟貝塚発掘調査１００年の歴史」

を、いずれも宇土市立図書館郷土資料室で開催し、多くの市民や考古学ファンが来場されて
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います。また、平成２６年度には、轟貝塚の発掘調査に伴い、市内の小学生を中心とする８

０人を超える参加者による体験発掘を実施したところです。 

以上でございます。 

○議長（藤井慶峰君） 野口修一君 

○１３番（野口修一君） これまでの取組、特に平成１３年、平成２３年、令和４年の展示は

見学しました。中身のある展示に興味が湧きました。約１０年に１度の間隔で企画展を続け

られているのは、これからも継続をお願いいたします。小西行長の顕彰活動ではないですが、

やはり研究継続はもちろんですが、定期的にイベントの開催はとても大事と考えています。

市外の考古学ファン向けではありますが、市民に理解していただき、市外への広報役を担っ

ていただくような企画は必要と思います。古い歴史は郷土への興味から郷土愛につながると

考えています。 

そこで最後の質問ですが、前二つの答弁を踏まえ、熊本都市圏の中で縄文時代に活発とな

った宇土地域の縄文人たちの歴史を九州の考古学ファンに向けたアピールについて、これは

市民に向けたアピールにもつながると思っています。今後、縄文時代の歴史顕彰について、

教育長の考えをお聞かせください。教育長お願いします。 

○議長（藤井慶峰君） 教育長、太田耕幸君 

○教育長（太田耕幸君） 御質問にお答えいたします。 

先ほど教育部長が答弁しましたように、轟貝塚と曽畑貝塚は古くから考古学界の注目を集

め、それぞれ轟式土器、曽畑式土器の標式遺跡として全国的に有名です。特に、曽畑式土器

については、朝鮮半島で出土する櫛目文土器との類似性が古くから指摘されており、韓国の

研究者にもよく知られております。明治時代以来、１００年以上の調査・研究の蓄積があり、

関連する調査報告書や論文等の出版物は膨大な数に上ります。 

市では、これらの調査・研究の歴史や成果を新宇土市史で詳しく解説するとともに、宇土

の今昔百ものがたりや宇土市デジタルミュージアムで分かりやすく紹介しています。また、

轟貝塚や曽畑貝塚等の縄文遺跡に関する発掘調査報告書を計８冊刊行しています。これらは、

デジタルデータ化して宇土市デジタルミュージアムで公開するとともに、国立文化財機構奈

良文化財研究所が運用するインターネットサイト全国遺跡報告総覧で閲覧することも可能で

す。 

また、出土品については、宇土市立図書館郷土資料室で轟貝塚や曽畑貝塚の主な出土品を

展示・公開しております。さらに、令和４年に国の史跡に指定された轟貝塚については、一

般向けのパンフレットを作成し、広く配布しております。 

有明海周辺地域には、轟貝塚や曽畑貝塚のほか、熊本市南区城南町に所在する国指定史跡

の御領貝塚や阿高・黒橋貝塚をはじめ、著名な縄文時代の遺跡が数多く分布しております。 
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今後は、県教育委員会や近隣自治体と更なる情報共有を図り、調査・研究や活用に関する

取組を連携して進め、「九州のどまんなか」にある宇土市の縄文遺跡の価値を広く情報発信

してまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（藤井慶峰君） 野口修一君 

○１３番（野口修一君） 未来に夢のある活動のお話に関心を持ちます。早くそんな事業が進

み、多くの人たちがこの宇土市に、縄文時代の文化・歴史を聞きに来ていただくといいかな

というふうに思います。紹介いただいた宇土市デジタルミュージアムや国立文化財機構奈良

文化財研究所のインターネットサイト全国遺跡報告総覧のことをもっと知らせて、市民にも

理解をしてほしいと思います。今回私が台風１０号で会えなかった東京上野の国立科学博物

館の篠田謙一館長は、長く佐賀大学に勤務し、古代の人骨を分析してこられました。アメリ

カに留学していた大学時代の同級生が熊本大学に勤務するようになり、最新のＤＮＡ分析器

を導入したことのお誘いから、佐賀大学の勤務が終わった後、熊本大学まで車で来て、深夜

までＤＮＡ分析器で古い人骨のＤＮＡを分析するため週に何度も通ったその何年かがあるか

ら今があると、放送で話されていました。私は九州、特に佐賀県と熊本県に縁のある著名な

縄文文化に詳しい研究者と連携して、宇土市の縄文時代の歴史を国内外へ発信してほしいと

篠田謙一館長を訪問して申し入れたいと思っています。太田教育長が語られた「九州のどま

んなか」にある宇土市の縄文遺跡の価値が、市内外の研究者が協力して、将来、全国から古

代の歴史に興味を持つ人が集まるような場所になってほしいと願っています。 

最後に、まだ太田教育長の任期は９月３０日までありますが、これまで議会質問で、教育

文化、スポーツ振興、最近は特にこだわった多様な個性を持つ生徒の教育体制や方法論、そ

れと文化の拠点として図書館づくりに厳しいことも言いましたが、それもこれも教育とスポ

ーツ、歴史と文化のまち宇土市を目指しているのは一緒と思います。市民が誇りを持てるこ

とを願って、発言してきました。時には嫌味や愚痴に取れる発言もあったかと思いますが、

そのことは最後にまとめて謝りたいと思います。言い過ぎたことは申し訳ありませんでした。

それと網津地区の先輩である太田教育長は、長きにわたり教育者として小中学生だけでなく、

生涯学習やスポーツ振興にも御尽力いただきました。本当にありがとうございました。これ

からも、宇土市の子どもたちの成長を応援いただきますようお願いいたします。 

最後のテーマに移ります。昨年、網津地域が認定を受けた辺地という人口減少地域を支援

する制度について、この指定を受けるとどんな利点があるのかと、以前から、辺地の指定を

受けている網田地区では、これまでどんな活用や事業が行われてきたか、幾つか事例を挙げ

て御説明ください。企画財政部長お願いします。 

○議長（藤井慶峰君） 企画財政部長、光井正吾君 
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○企画財政部長（光井正吾君） 御質問にお答えいたします。 

辺地につきましては、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関

する法律、いわゆる辺地法第２条において、「交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件

に恵まれず、他の地域に比較して住民の生活文化水準が著しく低い山間地、離島その他のへ

んぴな地域で、住民の数その他について政令で定める要件に該当しているものをいう。」と

定義されております。 

また、政令では、住民の数の要件として、「地域の中心を含む５平方キロメートル以内の

面積に、５０人以上が住民基本台帳に登録されていること。」などが規定されております。 

このような辺地地域とその他の地域との間における住民の生活文化水準の著しい格差是正

を図ることを目的として、辺地法に基づき、自治体で辺地総合整備計画を定めることで、公

共的施設整備における財政上の支援を受けることができます。 

具体的には、辺地総合整備計画に基づいて、道路整備や消防施設の整備など、公共的施設

整備を実施する場合、財源的に大変有利な辺地対策事業債を活用することができます。 

この辺地債は、事業費に対して充当率が１００％で、かつ、元利償還金の８０％が普通交

付税の基準財政需要額に算入されますので、大変有利な財源になっております。ただし、こ

の辺地債は、国から県への配分、県から市町村への配分というふうな流れになっておりまし

て、予算総額に限りがありますので、高額な事業費には活用が難しい場合もあるのが現状に

なっております。 

本市では、５年ごとに辺地総合整備計画を策定しており、昨年１２月議会では、網田辺地、

網津辺地、花園辺地の３地域における、令和６年度から令和１０年度までの５年間を期間と

する計画について議決をいただきまして、国に計画書を提出しております。 

これまでの整備事例といたしまして、令和元年度から令和５年度までに、網田辺地で取り

組んでまいりました事業を幾つか申し上げますと、まず、集会施設の整備としまして、今年

度供用開始を予定しております網田コミュニティセンター建設事業がございます。 

また、観光又はレクリエーションに関する施設の整備としまして、干潟景勝地における展

望広場整備事業や網田レトロ館の耐震改修事業に伴う実施設計のほか、宇土マリーナ建屋の

防水改修工事などがございます。 

消防施設の整備では、小型動力ポンプ付積載車の購入や防火水槽の設置を行っております。 

電気通信に関する施設の整備では、光通信網の整備事業を行っております。 

そのほか、水道施設の整備では、戸口地区の老朽化した導配水管の整備を行い、道路整備

では、既存道路の改良舗装や道路の新設なども行っております。 

このように多岐にわたる公共的施設整備を行ってきたことで、網田地域における住民生活

の利便性向上や観光振興による地域活性化にもつながっているというふうに考えております。 
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以上でございます。 

○議長（藤井慶峰君） 野口修一君 

○１３番（野口修一君） 詳しく例を挙げて御報告いただき、ありがとうございます。いろん

な基準、規制と予算の上限等ありますが、辺地債の事業の１００％とか、あるいは元利償還

金８０％の普通交付税など、とても良い財源と思います。これから網津で何ができるか、中

山間地の耕作放棄地、鳥獣対策、人口減少は進んでいますが、現在住んでいる人たちの居住

性を改善する、例えば細い道路に離合箇所を確保するとか、目の前の問題である鳥獣対策で

もあるイノシシのぬた場の原因となっている用水路の水漏れの補修とか、細かい目の前の問

題も含めて、地域の皆さんの知恵を絞り、幾つかメニューを組み合わせた事業計画を考えて

いくことが必要と思っています。 

そこで、最後の質問になります。今後、網津地区で辺地を利用して、土地開発や道路・農

地整備等どんな使い道があるか、事業メニュー等を知りたいので分野ごとに御説明ください。

企画財政部長お願いします。 

○議長（藤井慶峰君） 企画財政部長、光井正吾君 

○企画財政部長（光井正吾君） 御質問にお答えいたします。 

今年度から令和１０年度までの５年間を計画期間とする辺地総合整備計画において、網津

辺地では、道路整備を計画に挙げているところです。 

また、網津辺地の整備計画には登載しておりませんが、辺地計画に基づいて実施する辺地

債を活用した一般的な事業メニューとして考えられるのは、先ほど申し上げました、網田辺

地で実施してまいりました事業メニューのほかにも、交通や通信施設の整備として、農道及

び林道の整備、また、教育文化施設の整備としまして、公立の小中学校などに係る学校給食

の実施に必要な施設及び設備の整備、また、厚生施設の整備では、診療施設や保育所及び児

童館、高齢者の保健又は福祉の向上、増進を図るための施設整備、母子健康包括支援センタ

ーの整備、下水処理施設の整備、農林漁者の生活改善に資するための総合的な施設整備など

がございます。 

産業振興の施設整備に関しましては、農業、林業又は漁業の経営の近代化のため、共同利

用する施設整備や地場産業の振興に資する施設整備がございます。 

このほか、電灯の用に供するために設置される発電施設及び送電配電施設の整備などが挙

げられます。 

このように、辺地指定を行うことで、地域の課題やニーズに合わせた様々な支援を実施す

ることが可能となり、地域住民の生活文化水準の向上に加え、地域の魅力向上や経済の活性

化を図ることにつながります。先ほど申し上げましたとおり、予算総額には限りがあります

ので、高額な事業費には活用が難しい場合もありますけれども、今後も、網津辺地対象地域
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における地域住民の生活の利便性向上や新たな産業振興、観光振興のために、効果的な施策

を実施してまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（藤井慶峰君） 野口修一君 

○１３番（野口修一君） 詳しく解説いただきありがとうございます。交通教育、農業・林業、

福祉系、さらに観光面にも使えそうなので、考えるのが何か楽しくなります。網津の人口減

少は、網田同様に減り続けている現状を危機と捉え、今必要な事業は何か、網津選出の議員、

区長さんと議論し、ニーズを集め整理し、事業を研究してまいりたいと思います。検討時期

が来ましたら、関連する部署へ相談に行きますので、よろしくお願いいたします。 

これで、私の質問を終わります。今回の一般質問は、障がい児・者の学校と防災、夏休み

の子どもと地域、縄文遺跡・文化などについて質問いたしました。執行部におかれましては、

簡潔明瞭な回答をいただき感謝いたします。御清聴ありがとうございました。 

○議長（藤井慶峰君） それでは、ただいまから昼食のため、暫時休憩いたします。１時２５

分から再開いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

午後０時２２分休憩 

午後１時２５分再開 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（藤井慶峰君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

質疑及び一般質問を続行いたします。 

１２番、樫﨑政治君 

○１２番（樫﨑政治君） 皆さんこんにちは。樫﨑でございます。ただいまから通告に従いま

して、一般質問をさせていただきます。今回は、宇土市環境対策、セキュリティ対策、そし

て感染予防対策、この３項目を質問させていただきます。よろしくお願いします。それでは、

質問席に移りまして、質問させていただきます。 

○議長（藤井慶峰君） 樫﨑政治君 

○１２番（樫﨑政治君） それではまず初めに、環境対策について伺います。近年、週刊誌、

テレビ等で環境汚染などの問題視されている有機フッ素化合物ＰＦＡＳ（ピーファス）につ

いて、どのような物質なのか、その概要についてと国の基準値など現状の説明を伺いたいと

思います。市民環境部長お願いします。 

○議長（藤井慶峰君） 市民環境部長、小山郁郎君 

○市民環境部長（小山郁郎君） 御質問にお答えいたします。 

まず、有機フッ素化合物ＰＦＡＳについて御説明いたします。 
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ＰＦＡＳとは、有機フッ素化合物のうち約１万種類以上あるとされているペルフルオロア

ルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物の総称で、環境中では分解されにくく、蓄積

性が高い物質となります。そのＰＦＡＳの中で、近年特に環境残留性や蓄積性、長期毒性の

疑いなどから問題視されているのが、ペルフルオロオクタンスルホン酸、ＰＦＯＳ（ピーフ

ォス）とペルフルオロオクタン酸、ＰＦＯＡ（ピーフォア）です。ＰＦＯＳとＰＦＯＡは、

撥水性と撥油性を持ち合わせていることから、主に撥水・撥油剤、消火剤、コーティング剤

等に用いられていました。 

国の対策といたしまして、当該物質は、水道法第４条に基づく水質基準項目外であり、厚

生労働省が令和２年３月３０日、水質管理目標設定項目として、暫定目標値を１リットル当

たり５０ナノグラムに設定しています。１ナノグラムは、１グラムの１０億分の１に相当い

たします。また、環境省では令和２年５月２８日、人の健康の保護に関する要監視項目に位

置づけ、公共用水域及び地下水における暫定目標値を、水道水同様１リットル当たり５０ナ

ノグラムに定めました。 

この暫定目標値は、体重５０キログラムの人が、水を一生涯にわたって毎日２リットル飲

用したとしても、この濃度以下であれば人の健康に悪影響が生じないと考えられる水準を基

に設定されています。暫定目標値については、現在も国際的に様々な知見に基づく検討が進

められております。 

なお、人体への影響として、コレステロール値の上昇や発がん、免疫系等との関連が報告

されていますが、どの程度の量が身体に入ると影響が出るのかについては、国際的にみても

いまだ確定的な知見はありません。 

以上でございます。 

○議長（藤井慶峰君） 樫﨑政治君 

○１２番（樫﨑政治君） ありがとうございます。テレビや週刊誌などで環境汚染問題が問題

視されている中、有害性が指摘されているわけですけど、その中で、６月１２日、ＮＨＫの

クローズアップ現代「追跡“ＰＦＡＳ汚染”」有機フッ素化合物による水道水や水源の汚染

が各地で見つかり、住民の不安が高まっております。本市においてもこの番組を見て不安に

思った方から、電話での問い合わせが幾つか入っているかと思います。このＰＦＡＳは、撥

水性や耐熱性が高いため、多くの工業製品に使用されておりましたが、自然科学環境で分解

されにくく、人体や動物に蓄積することが問題視されているわけでございます。２０２１年

に日本で公開された映画「ダーク・ウォーターズ」という事実を基にして作り上げた映画が

あるわけですけど、ちょっと内容を御説明します。アメリカの大手薬品メーカーによる水質

汚染の疑いを描いた映画でございます。牧場の牛が次々と１５０頭ほど死んでおり、調査し

た結果、大手化学薬品メーカーの工場で作られている有機フッ素化合物ＰＦＯＡによる水質
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汚染であることを突き止め、それは、テフロンの名で知られている焦げつきを防止するフラ

イパンに使われていたと。人体の影響もあり、裁判では六つの病気に関連する可能性を認め

る判決が出ております。肝臓がん、精巣がん、潰瘍性大腸炎、甲状腺疾患、高コレステロー

ル、妊娠性高血圧症が起きる可能性を認めているわけでございます。自然界でほとんど分解

されず、永遠の化学物質と呼ばれる有機フッ素化合物。岡山県吉備中央町で昨年１０月、町

内の一部で水道水から極めて高い濃度のＰＦＡＳが検出されていることが発覚しました。１

リットル当たり１,４００ナノグラム、国の暫定的に定めた目標値５０ナノグラムの２８倍

でございます。血液検査を受けたところ、ＰＦＡＳの血中濃度は１ミリリットル当たり３６

２ナノグラム。アメリカの学術機関が健康リスクが高まるとする指針値２０ナノグラム、大

体１８倍の方もおり、検査を受けた住民の血中濃度の平均は、健康のリスクが高まるとされ

る値の９倍以上の結果が出ております。本市にもこの番組を見て不安に思った方が多くいら

っしゃると思いますが、ここで、週刊新潮の記事の最後のほうを見ていただければと思いま

す。ここで、全国の２０９か所のＰＦＡＳの汚染ハザードマップ一覧のマップの最後のペー

ジに、熊本県の資料があります。これを見てみますと、熊本市だけが記載してあるわけです

けど鐙田川、井芹川だけですね出ている、結構５０を越えていて熊本市ですごく多いわけで

すけど。では、本市の水道水・工場排水・河川水・地下水の有機フッ素化合物の検査は行っ

ているのか。行っているのであれば、検査結果はどうなっているのか、市民環境部長お願い

いたします。 

○議長（藤井慶峰君） 市民環境部長、小山郁郎君 

○市民環境部長（小山郁郎君） 御質問にお答えいたします。 

まず、水道水の検査状況としましては、先ほど答弁しましたとおり、当該物質は水道法第

４条に基づく水質基準項目外となる水質管理目標設定項目であるため、法令上の義務づけが

ないことから定期的な水質検査を行っていませんでした。 

しかし、近年全国各地の水道水において、暫定目標値を超過する事案が多発したことから、

令和５年３月に熊本県より検査依頼があり、令和５年度に検査を実施したところです。 

検査対象を市内２０か所中６か所の水源地とし、塩素消毒前の原水について検査を実施し

ましたが、全てにおいて暫定目標値を下回る結果となりました。また、残りの１４か所につ

いても本年度中に検査を実施するため、本市議会定例会にその予算を上程しているところで

あります。 

次に、工場排水の検査については、水質汚濁防止法により県が管轄する業務となっており

ます。検査は毎年各事業所において、法令に基づき実施することとなっており、検査結果は

３年間保管することとなっております。ただ、有機フッ素化合物ＰＦＡＳについては、検査

項目に現在含まれておりませんので、昨今の情勢を鑑み、まずは検査項目に有機フッ素化合
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物を追加していただくよう、今後、県に働きかけてまいります。 

次に、河川水の調査については、毎年度市内定点７か所において検査を実施しております。

ただ、工場排水の調査と同様に有機フッ素化合物については、検査項目に現在含まれており

ませんので、今後検査項目に有機フッ素化合物を追加することを早急に検討いたします。 

最後に、地下水の検査については、毎年度市内定点１４か所において検査を実施しており

ますが、水道水同様、地下水についても全国で暫定目標値を超過する事案が発生しているた

め、令和５年度において初めて有機フッ素化合物の検査を追加して行いました。 

検査の結果、有機フッ素化合物については、全ての地点で国の暫定目標値を下回り、暫定

目標値を超えるところはありませんでした。ただ、１４か所中１か所において、０.０００

００６ミリグラムパーリットル、ナノグラムに直すと６ナノグラムというごく微量の数値が

計測されました。これは国の暫定目標値の約１０分の１程度の数値となります。先ほどの答

弁の中で申し上げましたとおり、国の暫定目標値が、体重５０キログラムの人が水を一生涯

にわたって毎日２リットル飲用したとしても、この濃度以下であれば人の健康に悪影響が生

じないという数値だと考えれば、今回の検出数値は、人体に及ぼす影響はないものと推測さ

れます。ただし万全を期すために、結果判明後、直ちに井戸の持ち主には検査結果をお伝え

し、飲用を控えていただくようにお願いをしております。 

なお、地下水についても、昨年度有機フッ素化合物が検出された井戸を継続検査するため

に、水道水と同様に本定例会に地下水調査に関する補正予算を上程させていただいておりま

す。 

以上でございます。 

○議長（藤井慶峰君） 樫﨑政治君 

○１２番（樫﨑政治君） ありがとうございます。水道水は令和５年度に検査を実施し、検査

対象を市内２０か所中６か所の水源地として、全てにおいて暫定目標値を下回っているとい

うことですね。また、残りの１４か所についても、本年度中に検査を実施すると。残りの１

４か所の結果が分かりましたら、是非、結果を教えていただければと思います。よければ、

内容的なことも市民の方でやはり心配している方もいらっしゃいます。こういう結果がいろ

いろ分かれば、このＰＦＡＳに対しての結果を広報うとに載せていただければと思っており

ます。また、工場排水の検査については、水質汚濁防止法により、県が管轄をしていると。

是非ですね、県に確認をしていただいてこの検査をしていただき、工場排水からＰＦＡＳが

出ているか出ていないか、そして、もし出ていたら、どのくらい出ているのか。そういうの

をできれば早急にやっていただければと思います。次に、河川水の調査につきまして、毎年

度市内７か所において検査を実施していると。ただ、工場排水の調査と同じようにＰＦＡＳ

の検査を行っていないと、追加することを早急に検討するということで、是非検査するよう
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になったら、こちらのほうも公表していただければと思います。地下水に関しては、１４か

所の中の１か所において、僅かばかりの０.０００００６ミリグラムパーリットル、ごく微

量の数値が計測されております。ただしやはり万全を期すために、結果判明後、直ちに井戸

の持ち主に検査結果をお伝えし、飲用を控えていただくようにお願いしていると。これは適

切ではないかと思います。市民の方で、井戸水のＰＦＡＳの検査をしたいという方が結構お

いでなんですよ。６万円ほどかかるみたいと聞いております。検査時に市に何かの援助、助

成、できればそういうことも検討していただければと思います。また今回、農業用水、ため

池の調査は今回質問に挙げておりませんでしたので、調査をしているのであれば報告を、調

査をしていなければ、是非早急にこちらの農業用水、ため池、こちらはお米とかにも使う非

常に大切な水でございます。是非ですね、検査をしていただきたい。また分かれば報告をし

ていただきたいと思うわけでございます。 

岡山県の吉備中央町で発生したこのＰＦＡＳ汚染は、地域住民や環境への影響が懸念され

る重大な問題でございます。汚染源の調査が始まり、山の中に野積みされていた使用済みの

活性炭、汚染物質の除去に使われた活性炭がリサイクルのために場所を移動し、移動先で新

たな水汚染を生み出しております。活性炭は優れた吸着性能により、水処理や空気清浄など

に現状で幅広く利用されているものでございます。水処理においては、活性炭がＰＦＡＳな

ど有害物質を効果的に吸収し、水から取り除くため、重要な役割を果たしています。下水道、

上水道、一般的に使用する活性炭の処理方法についてはどうなっているのか。特に、一般家

庭での使用済みの浄水器のフィルターは、本市ではたしか埋立ごみとなっていますが、可燃

ごみに区別できないのか、市民環境部長にお伺いいたします。 

○議長（藤井慶峰君） 市民環境部長、小山郁郎君 

○市民環境部長（小山郁郎君） 御質問にお答えいたします。 

まず、上水道におきましては、原水の水質が良く安定していることから、活性炭を使用し

た水処理は行っておりません。 

次に下水道におきましては、終末処理場において、臭い対策として活性炭を使用しており

ます。これは、汚水処理過程において発生する下水道汚泥のアンモニアや硫化水素系のガス

を活性炭に吸着させ、脱臭処理するものとなります。使用する活性炭は、時間経過とともに

吸着力が低下しますので交換を行いますが、終末処理場では５年に１回程度交換を実施して

おります。 

使用済み活性炭は、納入業者が持ち帰り、再生するための施設において、付着した有機物

を９００度の高温で処理し、再生活性炭としてリサイクルされています。 

最後に、一般家庭で使用する代表的な活性炭として、浄水器のフィルターがありますが、

その処理方法としては、埋立ごみとして排出することとしております。埋立ごみについては、
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宇城クリーンセンターに集められ、まとめて最終処分場で埋めて処分を行っている状況です。 

一般家庭から排出されるごみについては、宇城地域で統一した処分を行っており、また焼

却施設である宇城クリーンセンターの処理能力にも関わってくることですが、先ほど議員か

らも御紹介がありましたとおり、全国的にみると、再利用するために保管されていた活性炭

が原因とみられる暫定目標値を超過した地域もあることから、議員から御提案のありました

可燃ごみとしての加熱処理による処分方法につきましては、今後、宇城広域連合や宇城市、

美里町と協議を行い、宇城地域全体で検討を進めてまいります。 

以上でございます。 

○議長（藤井慶峰君） 樫﨑政治君 

○１２番（樫﨑政治君） ありがとうございます。環境省は今年８月に、ＰＦＡＳに関する今

後の対応の方向性を踏まえた主な取組を打ち出しております。その中で、活性炭に関する技

術的知見の充実、水処理に広く活用されている活性炭について、適切な取扱い等に関する知

見を整理するようにということで、通達があっているわけでございます。家庭用の浄水器の

フィルターだけ埋めているということで、是非ですね、広域連合と話し合って可燃ごみの加

熱処理の処分方法に変えていただきたい。熊本市では、実は家庭の浄水器のフィルターは加

熱処理での処分方法でやっているわけでございます。早急な検討をよろしくお願いします。 

次に、セキュリティ対策について伺います。まず初めに、セキュリティ対策及び個人情報

漏えい対策について伺います。最近では、マイナンバー制度の施行や情報セキュリティに対

する社会的要請が高まり、情報通信技術の広がり等を考慮し、最新の時代、状況に対応する

ため、本市でも情報セキュリティポリシー、セキュリティの対応、対策、要綱及び本市の情

報のセキュリティ対策基準の改正が行われたことだと思います。今年５月、神奈川県相模原

市で、１０日、特定非営利活動法人の情報が閲覧できる内閣府運営サイトに、公表対象では

ない６法人、８０人分の住所の掲載ミスがあったと発表があっております。熊本市でも昨日、

同姓同名の別人に書類を誤送付。職員が照合作業を怠っております。住民基本台帳をはじめ

とする各種証明書発行等、窓口関係での事務処理のヒューマンエラー対策、市で利用するシ

ステム関連のセキュリティ対策、先日発生したホームページの障害への対応について伺いた

いと思います。市民環境部長お願いいたします。 

○議長（藤井慶峰君） 市民環境部長、小山郁郎君 

○市民環境部長（小山郁郎君） 御質問にお答えいたします。 

住民票の写しなどの証明書交付におけるヒューマンエラー対策といたしましては、申請者

からの請求に基づき、職員が住民基本台帳システム等に必要な事項を入力し、間違いがない

か確認後、証明書を発行します。その後、別の職員が再度証明書の発行内容について間違い

がないか確認を行います。その上で、申請者と請求した証明書の種類、記載事項、交付枚数
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等を一緒に確認し、間違いがなければ交付することとしております。このように、証明書等

の誤交付による個人情報漏えい等が発生しないよう、複数回の職員によるチェックを経て交

付しております。今後も引き続き、間違いがないよう努めてまいります。 

次に、システム関連のセキュリティ対策としましては、市で利用するシステムは、専用回

線やクラウドの利用等により、現状で可能な限りの対策を講じております。 

また、先日発生しましたホームページの障害につきまして、一時的ではありましたがホー

ムページが閲覧できない状況となり御心配をお掛けいたしました。この件につきましては、

海外からの日本企業等へのＤＤｏＳ（ディードス）攻撃によるもので、その対象の一つとし

て、本市ホームページへ主に海外からのアクセスが集中したことによるサーバーへの負荷増

大が原因となっており、現在は事象が改善されています。現在は、アクセスの状況を監視す

るためのツールを導入しており、早期対策を講じられるよう対応を行っております。 

以上でございます。 

○議長（藤井慶峰君） 樫﨑政治君 

○１２番（樫﨑政治君） ありがとうございます。この個人情報の漏えいの一番の原因はヒュ

ーマンエラー、人間の脳の情報の処理過程で発生するために、完全になくすことはできない

と思います。そのために職員の教育や機械の整備、作業環境の改善などを組み合わせた複層

的な対策を行う必要があるかと思います。エラーが多い業務の見直しや効率化を行うヒヤリ

ハットの報告や、共有を徹底するコミュニケーションを活発化するエラーが起きにくい仕組

みづくりを行っていただければと思います。また、システム関連のセキュリティ対策につい

ては、今後も可能な限り対策を講じていただきたいと、よろしくお願い申し上げます。 

次に、ＬＩＮＥのセキュリティ対策について伺います。日本人の約８割、約９,６００万

人が利用している無料メッセージアプリＬＩＮＥ。新しいコミュニケーションツールとして

２０１２年頃から一気に市民権を獲得。写真やフィルムを簡単に送れる機能やキャラクター

のスタンプなど、人気を博しております。日本人の生活に不可欠なアプリとなっております。

今では、中央省庁、地方自治体もこのＬＩＮＥアカウントを開設しているわけでございます。

とにかくＬＩＮＥは、政府も公式サービスを提供する日本人の通信インフラになっているわ

けです。私自身も家族と少人数の方とのやり取りは利用させていただいておりますが、仕事

では、セキュリティが高いクラウド型ビジネスチャットツールＬＩＮＥＷＯＲＫＳを利用し

ているわけでございます。不思議とＬＩＮＥについては余り騒がれないんですけど、昨年１

１月に韓国でネイバーがサイバー攻撃を受け、そこから日本人のＬＩＮＥユーザー５１万人

分の個人情報が漏えいしたと発表しております。果たして大丈夫なんでしょうかねという気

持ちも持っているわけでございます。本市におきまして、今年度８００万円ほどの予算を投

じて公式ＬＩＮＥの拡張を行っているわけでございます。本当にセキュリティの対策は万全
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なのか。また、職員の中で、個人のＬＩＮＥを利用して仕事に使ってはいないのか。会社、

企業などが、個人ＬＩＮＥを仕事で使うことは禁止している企業がほとんどであります。デ

ータ管理の制限と危険性は、この個人のＬＩＮＥの場合、利用契約プライバシーポリシーは

主に個人利用者向けに設計されており、そもそもＬＩＮＥのデータがこの端末に保存されて

おり、使用はビジネスチャットにはあり得ない特徴であり、私は危険性が伴うような感じが

いたします。個人ＬＩＮＥの業務での使用について、また、公式ＬＩＮＥのセキュリティ対

策について伺います。総務部長お願いいたします。 

○議長（藤井慶峰君） 総務部長、山口裕一君 

○総務部長（山口裕一君） 御質問にお答えします。 

本市が８月にリニューアルしました公式ＬＩＮＥは、官公庁専用のアプリケーションとし

て開発・提供されているものです。このアプリケーション上に入力されたデータは、政府の

セキュリティ要求を満たすクラウドサービスを評価する制度ＩＳＭＡＰ（イスマップ）に登

録されたクラウドサービスに保存され、国内のデータセンターで管理されております。個人

が使用する一般的なＬＩＮＥシステムにデータが保存されることはなく、ＬＩＮＥシステム

への不正アクセスによるデータ漏えいのリスクがないことから、自治体のニーズに応じた安

全で信頼性の高いアプリケーションとして、８月時点で２７０を超える自治体で利用されて

おります。 

また、市側における不正アクセス防止策として、グローバルＩＰアドレスを用いたアクセ

ス制限を行っています。さらに、管理画面へのログインＩＤを部署や業務ごとに設定し、ロ

グインＩＤごとに実装できる機能や閲覧可能なデータを制御することで、市役所内における

セキュリティ対策の強化を行っております。 

なお、多くの職員がプライベートで一般的なＬＩＮＥシステムを利用し、業務においても

職員間の連絡、日程調整等で活用しています。そのような中、情報漏えい対策として、令和

３年５月には、職員個人アカウントで個人情報、機密情報を取り扱わないよう利用方針を定

め、通知しているところです。 

ＬＩＮＥに限らず、ＳＮＳのツールは、いまや広く浸透し、社会経済活動や日常生活に欠

かせませんが、人的ミスによる情報漏えいの危険性が高いものでもあります。職員としての

守秘義務については、日頃から意識を高く持っているところですが、先日改めて、全職員に

対し、個人情報の取扱いについてＬＩＮＥの利用も含めて注意喚起を行ったところでござい

ます。今後も時期を見ながら職員への周知を行ってまいります。 

以上でございます。 

○議長（藤井慶峰君） 樫﨑政治君 

○１２番（樫﨑政治君） ありがとうございます。この個人情報の取扱いについては、ＬＩＮ
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Ｅの利用も含めて注意喚起を行っていただきたい。また、個人のＬＩＮＥに関しましては、

規約等をつくることを御検討ください。個人のＬＩＮＥの設定で気になる箇所がありますの

で、ちょっとお知らせします。御存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、ちょっと時間

をつくって話をしたいと思います。このホーム画面の設定からプライバシー管理に入ったと

ころに、このレターシーリングというのが入っているわけですけど、大体ここを最初に開き

ますと、オンになっているわけですね。ここは必ず確認していただきたいと思います。メッ

セージが暗号化された状態でＬＩＮＥサーバーに保存されますので、ＬＩＮＥの個人情報の

流出事件及び再び起こった際にも、メッセージが暗号化されているわけで安全であります。

ただし、注意点としましては、自分だけがオンの状態では意味がなく、やり取りしている相

手もオンになっていないと必要がないということです。ちなみに設定自体は以前はなかった

のですが、ＬＩＮＥ自体が韓国の管理したアプリであることや、中国の度重なる情報漏えい

を繰り返したときの対策として、この機能が追加されたという情報を聞いたことがあります。

そもそもなぜオフにできる機能が付いているのか。全員強制的に暗号化させてしまえば、セ

キュリティを無理矢理上げたほうがいいと思うのですけど、ここは不思議でなりません。是

非、チェックをしておいてください。また、初期状態での位置情報の取得の許可、ここも必

ずオンになっています。チェックが入っているかと思うんですけど、皆さんに情報を吸い上

げていいですよという質問に対して、強制的に最初から同意させられている状況になってい

ます。位置情報の取得を許可する、詳細を開いてみますと、本設定をオンにした場合、ＬＩ

ＮＥ画面が表示されている際に、当社は利用の端末位置情報と移動速度を取得することがあ

りますと。例えば、私が家から携帯を持って出ます、というぐらい移動しているところが分

かるわけですね。そして熊本市内の辛島町のビルに入ります。３時間したら隣のビルで昼食、

すき家に入ります。そこでＬＩＮＥのアプリの５０円割引の牛丼を買います。そしたらもう

ＬＩＮＥに情報が入るわけですね。牛丼を食べたと、どの牛丼を食べたと。その後、ＬＩＮ

Ｅの無料電話をします。そしたら誰にかけたかということもすぐ分かります。そしてＬＩＮ

Ｅのいろんな記事が出ます。タップします。例えば、大相撲大関正代初優勝とか。すると、

その情報が全部入っていくわけですね。いつの間にか知らずして抜かれている場合があるん

です。そういうことを知っていてやるのはいいんですけど、知らずしてやっている方も多い

んじゃないかなと思います。先ほどもちょっと女子大学生にお話をしたら、「こういうこと

がありますよ、知っていますか。」と言ったら、「いや、全然知りません。」というような

話で、若い方は当然知っているかなと思ったけど、若い方ですら気づいていない方もいらっ

しゃる。ですから、こういう部分は何かしらのあれで高齢者の方も知らないと思いますので、

是非、何か宇土市でそういう勉強会とかやられたらいいのかなと思っております。 

それでは、最後の質問でございます。新型コロナウイルス感染症とワクチンについて伺い
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ます。秋冬に行われる予定の定期接種は、これまでのワクチンと異なり、少量で有効性が高

く、副反応が少ないという次世代型ｍＲＮＡワクチンというものがあると聞いたわけですけ

ど、具体的にどのようなものなのか。これまでのワクチンとの違いや臨床試験期間などをお

尋ねいたします。健康福祉部長お願いいたします。 

○議長（藤井慶峰君） 健康福祉部長、岡田郁子さん 

○健康福祉部長（岡田郁子さん） 御質問にお答えします。 

令和６年秋冬接種に使用するワクチンに関して、国は今秋冬は、令和５年秋冬に流行した

オミクロン株ＪＮ.１型の変異が継続すると想定して、ＷＨＯが推奨するＪＮ.１型系統１価

ワクチンを使用することと示されています。これに該当するワクチンとして承認されている

ワクチンはファイザー社、モデルナ社から販売されるｍＲＮＡワクチンの２種類です。つい

先日、９月２日に開催されました第３５回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会研究開

発及び生産・流通部会によりますと、このほか、現在３種類が薬事承認中となっております。 

樫﨑議員が御質問されました次世代型ｍＲＮＡワクチンとは、ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファ

ルマ株式会社が、現在、薬事手続中であります自己増幅型のレプリコンワクチンのことで、

同社が発行しました報道関係向けのニュースリリースによりますと、２０２３年１１月に、

ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２による感染症予防、ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２というのが今回の新型コロ

ナウイルスのことでございますが、それを目的としました成人の初回免疫及び追加免疫にお

ける国内製造販売承認を取得しております。このワクチンの特徴として、新しい技術により

細胞内にｍＲＮＡが送達されると、自己増幅されるように設計されたもので、既存のワクチ

ンよりも少ない接種量で長期間、６か月ですが、効果が持続するとされております。また、

令和６年秋冬定期接種に向けた約１年間の臨床試験期間を経た結果、ワクチン接種後に免疫

反応が強まるまでの期間である増幅期間は短期であり、安全性に問題は認められないとメー

カーは発表しております。 

今後、新たな情報が入り次第、接種を検討される市民の判断材料となるよう、情報提供に

努めてまいります。なお、今年の秋冬の接種につきましては、季節性インフルエンザワクチ

ンと同様に、接種医療機関が選択して購入、使用されることになります。 

以上でございます。 

○議長（藤井慶峰君） 樫﨑政治君 

○１２番（樫﨑政治君） ありがとうございます。今回のワクチン接種の答弁に関しましては、

実は二転三転したわけでございます。なぜかといいますと次世代型ｍＲＮＡワクチン、通称

レプリコンワクチンと言っているんですけど、次世代型ｍＲＮＡワクチンの頃、Ｍｅｉｊｉ

Ｓｅｉｋａファルマ株式会社が現在、薬事手続中であるということ。また、自己増幅型のレ

プリコンワクチン、これは前回今中議員が、この件については詳しく話をしていたかと思い
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ます。私自身は、今年の秋には絶対に間に合わないと思っているわけです。なぜなら、この

レプリコンワクチンは昨年秋に認証されておりましたが、起源株このデルタ株が対象で、オ

ミクロン株には使用できないということが分かっていたので、秋の接種は無理だと思ってい

たんですけど、実は厚生労働省は今月２日ということは、３日前に会議があり、その資料も

昨日見たんですけど、現在承認中ということで、こちらのほうを見たらいいと思いますけど、

予定では使用提供が１０月１日からということで、製造別販売企業申請等がそんなに長くか

からない、今までもここの部分はすんなり通っているということで、ちょっと驚いておりま

す。既存のワクチンよりも少ない接種量で、長期６か月間効果が持続するとされています。

令和６年秋冬定期接種に向けた約１年間の臨床試験期間を経た結果と。ただ、この臨床の人

数は何名か皆さん御存じでしょうか。実は４２５名なんです。４２５名の日本の方に臨床し

ているだけ。ベトナムのほうで１万６千人行ったという話も聞きますけど、日本人でやって

いるのはこの４２５名でございます。これは少ないと思いませんか。この増幅期間が短期で

あり、本当に短期なんでしょうかというようなこともちょっと疑わしくなるわけでございま

す。あまりにもこの臨床人数が少ない。安全性には問題は認められないとメーカーは発表し

ているわけですね。果たしてこの４２５名の臨床で大丈夫なのか。世界で初めてのワクチン

である新たに第一三共、武田薬品工業、この武田薬品工業は組換えタンパクということで、

これは不活化ワクチンだと私は思っています。以前から製造会社はファイザー、モデルナ、

今回合わせて承認が得られれば５社提供であります。その一つがレプリコンワクチンであり

ます。このワクチンの種類を決めることができず、病院側で決めると、接種する方向になる

かと思います。私自身はこのレプリコンワクチンは控えたほうがいいのではないかと、本市

でも検討することを考えていただければと思うわけです。ただ、結構ちまたでも、このレプ

リコンワクチンはちょっと気を付けたほうがいいというような噂とか反対派がたくさん出て

きているわけで、もしかしたら、これだけちょっと時期がずれるのではないかなというよう

な気持ちを持っています。そのときには、私自身はどうせ打たれるのであれば、このファイ

ザーとモデルナを最初に打っていただければなと。ここではレプリコンワクチンは４２７万

回、ファイザーとモデルナは２,５２７万回ということでございますので、そういうことも

考える必要性があるのかなと。これは、今中議員は全部打たないほうがいいと多分言われる

と思いますけど、私自身としては、是非ここは検討すること。またいろんな方がいろんなこ

とを検討されていらっしゃると思いますので、そういう方向にいけばなと私自身は思ってい

るわけでございます。是非、考えていただきたいと思います。 

それでは、この資料４を見ていただきますと、一番最初ですかね、コロナになっています

けど、これはインフルエンザとの区別というか書いてあるとおり、これも今中議員が前回、

前々回出された資料と同じかもしれません。オミクロンになって弱毒化し、重症化しなくな
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ったわけですが、ただここに出てます６０歳未満はインフルエンザと変わらないわけですけ

ど、６０歳以上の方の致死率は、重症化しないのに亡くなっている方が高いということが出

ております。これはどういうことでしょうか。私が知っている介護施設では、昨年秋に入居

者がコロナクラスターにかかって、８名の方が感染したわけですけど、そのうち半年でだん

だん体調が崩れて、６名の方が亡くなっております。直接コロナには原因はないわけですが、

持病が悪化したり、体力がだんだん落ちてきたりとか、あと何か急に私からしてみれば、半

年間の中で、中には３か月間、１か月間の方もいらっしゃるかもしれませんが、非常に不思

議だなという私は実感をしたわけでございます。２０２２年のこの超過死亡、これは年間過

去最高で１２万人でございます。２０２３年は超過死亡は実は上がっているようには見えま

せんけど、予想を上げているので増えているように見えませんが、２０２２年よりも亡くな

っている方が多いわけでございます。今、私たちに何が起きているのか、これは実は私も言

いますけど、すなわち免疫力の低下ではないでしょうか。コロナ禍に緊急事態宣言で外に出

なくなり、体調不良や糖尿病や高血圧、いろんな疾患が増えております。私は、免疫力の低

下が一番の原因という気持ちを持っております。その原因が、もしかしたらコロナ感染かも

しれませんし、ワクチンかもしれません。また、食品添加物あるいは遺伝子組換えの食品、

農業の農薬、この３種類の使用量は、実は日本が世界一でございます。また、先ほど話まし

たＰＦＡＳが原因かもしれません。がんの発生率、死亡率はアメリカは減少しておりますが、

日本は増えております。検査の結果が多くなったから、がんが増えたんですよとよく執行部

とか保険会社の方は言われますが、だけど死亡率は増えているんですね。亡くなっている方

は、アメリカよりもはるかに多いわけでございます。間違いなく、日本の免疫力は下がって

おります。免疫力アップ、そして病気にかからない体づくり、体の中の不要なものを自分に

とって外に出すことをデトックスと言いますよね。腸内デトックス、本市で免疫アップの病

気にならない体づくり、健康づくりを是非立ち上げていただいて、市長自らアクションを起

こしていただきたいと思うわけですが、市長の意見を聞かせていただければと思います。 

○議長（藤井慶峰君） 市長、元松茂樹君 

○市長（元松茂樹君） 御質問にお答えいたします。 

新型コロナウイルス感染症の世界的流行は、感染症が社会のあらゆる面に大きな影響を与

える脅威であることを明確に示す出来事となりました。感染症の予防の重要性が非常に高く

認識されるようになったことでもございます。 

現在の世界的な感染症の発生状況を見ますと、ＳＡＲＳ、インフルエンザ、エボラ出血熱

などの新興感染症がまん延をして、これらの感染症は、気候変動やグローバル経済の進展、

人々の移動などの要因と相まって、世界中で広がるリスクがあり、遠い世界のことではなく、

いつ起きてもおかしくないという気持ちで対応を検討しておく必要があると思います。コロ
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ナのときもそうでしたが、何か感染症が広がって、特効薬があるかといったら、ない状況で

迎えてしまう。特に新しいウイルスにとっては、そういった部分が非常に危惧されるところ

でございます。 

今後も基本的な感染症対策の徹底、このあたりはコロナのときも言われて、効果がないと

言われる方もいらっしゃいますけども、手洗い、うがい、マスクだとか換気だとか、こうい

う自分でできる感染症予防対策がございますので、こういうものを徹底していただくという

ことと、予防策として、有効なワクチンがある感染症に関しては、ワクチン接種の機会の提

供や推奨などに努めていかなければならないと考えております。そしてまた、今、樫﨑議員

からもお話がありましたが、即効性はないかもしれませんけれども、予防の観点から考えま

すと、ウイルスに打ち勝つ身体づくりはとても重要だと思います。ワクチンを打っておけば

病気にかからないなんていうことは絶対にないし、ワクチンにも当然副作用等も考えられま

すので、時間はかかっても元気な体をつくる、多少のウイルス等には負けないような体をつ

くることを心がけるというのは、もう基本的な予防の最終策なのかなと思っているところで

す。 

そんな中で、特に感染症というのは、加齢や疾病によって免疫力が低下するとかかりやす

くなりますので、歳を取ったらかかりやすくなるのかもしれませんけれども、自分で自分自

身の体の状況をまず知ること、これは健康診断と検診等も役に立つと思うのですが、現状を

しっかりと認識してもらう、しっかりと検診を受けてもらう。その上で、健康づくりに取り

組む。自分自身の状況を知った上で、自身の免疫力を高めるためには何ができるのか。そう

いった取組を行っていかなければならないのかなと思っています。じゃあ、具体的に何なん

だということになるのですが、実際に免疫力を高める取組ということで、私もいろいろ調べ

るといろいろあって、食もありますし、運動もあります、意識の面等いろいろなことがあり

ます。だから、いろいろあるからこれを全部やりなさいなんか言っても、なかなか住民の皆

さんには分かってもらえないと思うので、やはりインパクトを持つようなものに重点を絞っ

て、取り組んでいくというのが非常に重要になるのかなと思っています。ただ、具体的に何

に絞ってというところまでいっておりませんが、これからやはり免疫力が重要なんだという

ことを、住民の皆さんに理解してもらう。そのためにこういうことが有効なんですよ、こう

いうことをやってみませんかということを、行政として強くアピールできるような施策につ

なげていきたいなと思っております。 

そんな取組をこれまで少しはやってきたのですが、広報に載せたぐらいだったので、もう

少しそういったところに力を入れて、市民一人一人が健康で安心して暮らせる環境を目指し

ながら、今後も市民の皆様と協力し合って、感染症対策についても強化してまいりたいと思

っております。 
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以上です。 

○議長（藤井慶峰君） 樫﨑政治君 

○１２番（樫﨑政治君） ありがとうございます。自分の経験を基にちょっとお話をさせてく

ださい。実は、私の母はちょうど今度１００歳になるんですけど、コロナワクチン接種をど

うしても施設に行かなくちゃいけないから、３回打ちましたけど、あとは３回しか打ってい

ないんですけど、一度もコロナにはかかっておりません。私が１４年間介護施設で夜勤の仕

事をやって、いろんな方を見てまいりました。特に、ここでちょっと話しづらいんですけど、

便ですね、うんち。１００歳とか９０歳とか元気な方はもう本当にびっくりします。バナナ

みたいな便をされる、本当ですよ。この人がしたんだろうかと。もう小っちゃい人がですね。

ということはやはり腸はすごく健康なんでしょうね。もう五、六百人の便を見たかもしれま

せんね。あともう一つが、朝方、寝たきりの方はもう大パッドで、もう夜中起こさずに尿を

パッド全部付けて外すんですけど、やはり健康な人はですね、おしっこの量が多い。びっく

りします。夜中１リットル以上は出ています。それぐらいやはりおしっこと排便というのは、

非常に健康のために、また免疫力を上げるために非常に大事なんじゃないかなと思うわけで

ございます。ここはですね、皆さんも知っておいていただければと思います。これからの取

組、いろんな計画を練って、市民が一人一人健康で安心して暮らせる環境を目指して、いろ

んな形で整備していただいて、市民の皆さんが協力し合う感染症対策、また疾病対策を講じ

ていただければと思います。 

これで、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（藤井慶峰君） 議事の都合により、暫時休憩いたします。２時３０分から再開いたし

ます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

午後２時１８分休憩 

午後２時２８分再開 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（藤井慶峰君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

質疑及び一般質問を続行いたします。 

７番、今中真之助君 

○７番（今中真之助君） こんにちは。宇土市政研「志」の今中です。通告に従い、質問させ

ていただきます。今回は４項目、一つが、もはや定番となりました新型コロナウイルスとワ

クチンについて、そして二つ目に、災害を想定した水確保について、三つ目に、地方自治法

の改正について、四つ目に、ＪＲ三角線の利活用について質問させていただきます。 

○議長（藤井慶峰君） 今中真之助君 
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○７番（今中真之助君） それでは、午後の大変眠たいひとときだと思いますけれども、極力

滑舌よく、スムーズにやっていきたいと思いますので、御理解をよろしくお願いいたします。 

それでは、早速質問させていただきます。まず、新型コロナウイルス感染症とワクチンに

ついてです。６月議会で質問した際、秋冬定期接種について、有効性やエビデンスが示され

ていないということでしたので、その後、国からどう示されたのかをお尋ねいたします。健

康福祉部長お願いいたします。 

○議長（藤井慶峰君） 健康福祉部長、岡田郁子さん 

○健康福祉部長（岡田郁子さん） 御質問にお答えします。 

先ほど、樫﨑議員の御質問にお答えしましたとおり、新たな情報としましては、国は令和

６年秋冬接種に使用するワクチンは、抗原株はＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２オミクロン株ＪＮ.１

系統を使用することと示しております。これにより、先月３０日時点で薬事承認が済んだ２

種類と、現在承認中の３種類があることが分かっております。 

なお、今秋冬に使用するワクチンの有効性や安全性等のエビデンスについては、治験や国

内外の研究報告を踏まえ、厚生労働省専門部会において十分な審議を経て、薬事承認されて

おります。これから薬事承認されるワクチンも含めて、ワクチンの有効性やエビデンスにつ

いて新たな情報が入り次第、市ホームページや広報等で情報提供を行うことで、接種を検討

される市民の判断材料となるように周知啓発に努めてまいります。 

以上でございます。 

○議長（藤井慶峰君） 今中真之助君 

○７番（今中真之助君） 御答弁ありがとうございます。なるほど、はっきりまだ示されてい

ないということです。皆さんも本当によく考えてほしいと思います。まだどんなワクチンを

打たされるか分かっていないんです。そして、ワクチンの有効性や安全性等のエビデンスに

ついては、治験や国内外の研究報告を踏まえ、厚生労働省専門部会において十分な審議を経

て、薬事承認されていますというふうに答弁がございましたけれども、治験は通常１０年か

１５年かかるんです。前回のワクチンも特例承認という言葉で皆さん騙されたというか、そ

ういう言葉でそそのかされてワクチンを接種したんですよ。そもそも危ういものだというふ

うに思っています。２０２１年に皆さんが打ったワクチンは、僅か１年でできました。そし

て今回のワクチンの人体での治験結果は、先ほど樫﨑議員の質問でも少し触れられましたけ

れども、公式では余り出回っておりませんので、公に言うことはやめておきますけれども、

あり得ない結果が出ているらしいんです。実際近くの病院でも治験されて、何人かが亡くな

っているということでございます。そしてなぜか不思議なんですけど、日本人だけなんです

よ、日本だけなんですよ、今回の次のワクチンを打たされるのは。そして６５歳以上。打つ

のは自由です。でもですね、そこに税金が投入されているんです。もちろん治験や研究費に
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も投入されておりますが、１回当たり１万５,３００円の費用のうち、８,３００円が国、そ

して前回、私と西田議員以外の議員がみんな認めた市からの補助金が４千円。まだ１か月前

ですよね、早くて。どんなワクチンか分からないのに反対した側としては、やはり腹立たし

いんです。よく分かっていないワクチンを打つということに関して。もちろん、市は国から

指示が来て準備はしないといけませんから、市の見解は尊重いたします。それから、樫﨑議

員もお示ししたレプリコンワクチンの危険性、まさにそのとおりだと思います。 

２番目の質問は、樫﨑議員の御答弁で理解をしましたのでカットさせていただきますが、

補足はさせていただきます。資料を見てほしいと思います。この「ＳＴＯＰ！自己増殖型レ

プリコンワクチン」とあります。前のワクチンも私は危険性を訴えておりまして、このよう

な感じのものはよく出しておりましたけれども、ここにいるこの専門家たちは、以前から嫌

われながら、いろんなデマだデマだって言われながらも、自分たちの研究結果に基づいて警

鐘を鳴らしてきた専門家です。結果、この方たちが言っていることが事実だったわけです。

それまでの政府やメディアが推薦したといいますか、よくテレビに登場した専門家の言って

いることは嘘だったじゃないですか。感染は２回打てば大丈夫とか、それでもう感染しない

とか。今度は感染し始めたから、重症化しないとか。でも重症化して亡くなっている人はた

くさんいるわけです。まだまだ寝たきりの人もたくさんいらっしゃると。そのような感じで、

その方たちも引き続き、このレプリコンワクチンはこのような危険があるんだよということ

で訴えているわけでございます。そしてこちらの皆さんの、この方分かると思いますけれど

も、立憲民主党の原口一博さん、佐賀県の国会議員でございます。この方は、ワクチンを信

じて打って、がんになられたんです。はっきり自分で、「ワクチン接種後、おかしくなっ

た。」と言っておられます。ただ、同僚の超党派の議員の仲間から、こうしたほうがいいで

すよというふうにいろいろ医者とか施し方等を示されて、それで復活を遂げられました。議

会とかでも頭の髪の毛が無くなられたので、わざと示せるように、そういう状態でも質問さ

れている動画も残っております。このように、ちょっと激しめの本も書かれています。私の

ような人を増やしたくないからということで、このようにされております。そして次に紹介

したいこの文章、長いですけど、少なくともこの赤字のアンダーラインのところだけは読ん

でほしいなと思うのが、こちらは日本看護倫理学会の理事長が緊急声明という形で、次のワ

クチンは、これだけ危険なんだということを示されているわけでございます。これだけ立場

がある方も警鐘を鳴らしているのが、次のワクチンでございます。市長が取り組んでおられ

た健康寿命を延ばすための取組、こういうのがすごい施策だったのに、これがこういうふう

にワクチンを接種して、病気になられたりとかして、医療費が上がっていく、このように崩

れていく姿を見て本当に悔しいです。恐らく医療費のことに関しては、今回言及していませ

んけれども、恐らく上がってきているのではないかというふうに推察いたします。先ほど樫
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﨑議員もおっしゃっていましたが、もちろん市長もおっしゃっていましたけど、やはりコロ

ナ対策は、免疫力向上に尽きるというふうに私は思っています。ステイホームや人と会わな

いことだったり、マスクをはじめ、過剰な対策が、真面目な方たちの免疫力を下げたのでは

ないかというふうに思っています。私は我が身をもって体現しています。毎年、年に三、四

回風邪を引いていたんです。体温もいつも３６度以下でした。コロナ禍になって、絶対感染

しないぞという意気込みで、政府やメディアが主導した過剰な感染対策に頼りきることなく、

政府やメディアが推しに推した専門家や政治家が進めた過剰な対策を信じきることなく、批

判されながらも真実を言われていた専門家の進めた対策を施すことによって、いまだに私は

コロナはおろか、インフルエンザにも感染していなく、４６歳ですけども、今に至ります。

ワクチンも接種することなく、マスクも必要以上にすることなく、ただただ私は免疫力を上

げようと湯船に長くつかって、発酵食品をいつもより多く食することで体温は上がって、今

は平熱３６度３分とか４分です。この４年間体調不良は二、三度あるかないかです。ポン酢

を舐めて陽性反応が５倍以上に上がるような、以前も言いましたがパーチクリン検査薬、Ｐ

ＣＲ検査ですね。これをやったことがないから感染していないと豪語できるかもしれません

が、基本はやはり免疫力向上だというふうに思っています。今後、健康施策をする際は、変

なワクチンで防御することありきではなくて、予算がかかるような施策ではなく、この基本

中の基本に立ち返ったことを基軸として施していただくことをお願いして、次のテーマの質

問に移ります。 

２番目、災害時を想定した水確保についてです。防災井戸の計画についてですけれども、

現在、設置済みの箇所と今後の計画を示してほしいと思います。また、設置済みの井戸の執

行予算も御報告ください。総務部長お願いいたします。 

○議長（藤井慶峰君） 総務部長、山口裕一君 

○総務部長（山口裕一君） 御質問にお答えします。 

防災井戸は、災害時における水の供給源として非常に重要な役割を果たします。 

特に地震や洪水などの自然災害が発生した際は、上下水道施設が破損し、上水道から水の

供給が途絶える可能性や下水道に排水ができない可能性がございます。 

このような状況において、防災井戸は地域住民にとって貴重な水源となり、生活の維持や

救助活動において不可欠なものであると承知しております。 

８年前の熊本地震では、水道施設が被災し、断水が発生したため、トイレの水が流せない

など、生活用水が不足する事態が発生しております。 

このため、発災後の避難所等における生活用水を確保して、避難生活が長期化した場合で

も生活が送れるようにするため、平成３０年３月に策定した宇土市復興まちづくり事業計画

を基に、主要指定避難所に手押し式防災井戸の整備を現在進めているところでございます。 
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その後の進捗状況としまして、令和３年度に工事費約１,１５０万円で網津防災センター

施設内に１基、令和４年度は、工事費約２,４３０万円でｅｃｏｗｉｎ宇土アリーナ施設内

に１基、花園小学校施設内に１基整備をしております。令和５年度は、工事費約３,５３０

万円で市役所庁舎駐車場施設内に１基、走潟小学校施設内に１基整備をしております。 

また、本年度１０月竣工予定の緑川小学校施設内の整備をもって、市の主要指定避難所へ

の防災井戸の整備計画は完了し、計６か所に手押し式防災井戸を整備したことになります。 

今後につきましては、宇土市地域防災計画に基づき、地下水採取者の協力を得て、断水時

に地域住民の生活用水を確保し、有効活用できる体制の構築に努めてまいります。 

以上でございます。 

○議長（藤井慶峰君） 今中真之助君 

○７番（今中真之助君） 御答弁ありがとうございます。災害時は様々な不測の事態を想定し

て、平時に施策を施すことがこれまでの災害を通じて我々は学んでいます。もちろん、この

防災井戸も必要だからこそ設置されて、議会でも認めたわけでございます。しかしながら、

様々な不測の事態を想定するには、それで事足りるとは思いません。上水道が至るところで

使えない事態となった場合、公の防災井戸に市民が群がることは想定され、おそらく不要な

争いや水道の制限も設けられることでしょう。市民の命の水を担保するためには、至る地域

で分散して水の確保が可能になることを望みます。そこで、まず私は大自然や先人たちが施

してくれた湧水地の活用ができないかと考えます。市内にある湧水地や企業並びに地域など

で連携できる井戸はどれくらいあるか。またそれらを防災マップに示したほうがよいのでは

ないかと考えますが、見解を尋ねます。総務部長お願いいたします。 

○議長（藤井慶峰君） 総務部長、山口裕一君 

○総務部長（山口裕一君） 御質問にお答えします。 

災害時における湧き水の活用は、地域の水資源を有効に利用するための手段の一つであり、

特に断水が発生した際には、住民の生活を支えるために重要なものと承知をしております。 

一方、自然の水源から得られる湧き水であるため、水質検査や殺菌、また消毒されていな

い場所では、水の使用方法に注意する必要があると認識しております。 

令和２年度版、熊本県保健環境科学研究所の調査で確認できている本市の湧水地の数は、

環境省認定昭和の名水百選に選定されている轟水源をはじめ、合計３５か所が把握されてお

ります。 

地区別の箇所数は、轟地区に６か所、緑川地区に３か所、網津地区に３か所、網田地区に

２３か所となっておりますが、地元の方でも知られていない湧水地があると推測しておりま

す。 

次に、地域及び企業で設置している防災井戸につきましては、平成２９年度に防災井戸に
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関する協定を締結している株式会社肥後銀行宇土支店と、本年度協定の締結に向けて現在準

備を進めております民間企業の２か所を把握している状況でございます。 

今後さらに、地域及び企業の皆様と協定を締結させていただき、災害時における生活用水

を提供する給水手段の一つとして、ホームページ等ＳＮＳを通じて周知してまいります。 

一方、湧水地の場所につきましては、個人宅の敷地内にあったり、地域の一部の人しか知

らせていない場所であったりと、地域や個人の事情等がある場合も推測されるところでござ

います。また、市が広く市民に周知するに当たっては、所有者又は管理者の承諾を得た上で、

一定の水質等の検査も必要になってくると考えられます。 

このため、まずは、地元や所有者等の理解を得た上で、自主防災組織や地区で実施される

防災訓練等の場を通じて、地元の湧水地の場所や取水時に注意していただく点などを紹介さ

せていただきたいというふうに考えております。 

以上でございます。 

○議長（藤井慶峰君） 今中真之助君 

○７番（今中真之助君） 御答弁ありがとうございます。熊本地震のときに給水されている場

所はないかとか、湧水地はないかとか、市民の人からもたくさん尋ねられました。地元の湧

水地を案内しましたけれども、知らない人はやはり多いんですよね。そのときは、防災井戸

は全くなかったわけですけれども、近くで取水することがやはり一番だというふうに思いま

す。個人の敷地内にある湧水地の活用まで私は全く考えていませんけれども、地域で管理さ

れている湧水地の協力をいただいて、それを公開することは今後の防災の観点から必要だと

考えますので、御検討をお願いいたします。 

次の質問に移りますが、湧水地を確保したとて、まだまだ不十分だと考えます。その湧水

地も枯渇する可能性もあるからです。また、その湧水地が水道の供給ができなくなった地域

の近くにないかもしれない。そこで、自主防災の観点からも、防災の基本である自助・共助

の観点からも地域、できれば行政区単位で防災井戸の設置が必要ではないかというふうに考

えます。これまで、５基で７,０００万円ですか、それと緑川小学校に設置予定の計画地を

含めると、恐らく８,０００万円か９,０００万円ぐらいになるかと思いますけれども、井戸

を掘る場合、その土地によって掘る高さ、適正があるのでしょうけれども、およそ１００万

円か３００万円でできるはずです。先ほどの防災井戸の予算があれば、もう必要だと求める

行政区全てに私は施すことが可能であるというふうに考えます。他市でも高知県香美市や和

歌山県印南町の資料を出しますけど、他市でも災害時協力井戸整備補助金とか災害時協力井

戸支援事業補助金と称して、地域へ防災井戸整備を促されています。そういうことが本市で

可能かどうか見解をお尋ねいたします。総務部長お願いいたします。 

○議長（藤井慶峰君） 総務部長、山口裕一君 
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○総務部長（山口裕一君） 御質問にお答えします。 

地域で井戸を整備し、地域住民が自ら水を確保できる環境を整えておくことは、地震や豪

雨などの災害によって上下水道が機能しなくなった場合においても、水の供給が迅速に対応

することができます。 

また、地域住民が共同で防災井戸を整備及び管理することで、地域の絆が深まり、災害時

における協力体制が強化されるものと認識しております。 

現在、市では、家庭用の給水施設・排水施設等の適正を保持することを目的に、宇土市家

庭用給排水施設等整備事業を実施しています。 

この事業では、水道給水の区域外となっている地域、これは水道給水区域内のうち水道へ

の接続が困難と認める地域を含みますが、このような地域において、井戸の整備や湧き水な

どから給水するための整備を行う場合、５戸以上の共有施設で人の飲用に供する施設など、

一定の要件を満たすことにより、原則としまして５０万円を上限に、補助対象経費の２分の

１以内を補助しております。 

今回、今中議員から御提案をいただいております行政区単位で防災井戸を整備するための

市の支援策につきましては、県下１３市の状況や先ほど申し上げました宇土市家庭用給排水

施設等整備事業の活用などを調査・研究し、市の限られた予算の範囲内で最も効果的な施策

を検討してまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（藤井慶峰君） 今中真之助君 

○７番（今中真之助君） 御答弁ありがとうございます。家庭用給排水施設等整備補助金とは

少し目的が違うと私は捉えています。水道給水可能な地域に対しても、地域の防災井戸は必

要だというふうに思っておりますし、我がため、個人のためではないですから、市の施設に

施された防災井戸みたいに全て市で負担しろとは言いませんけれども、維持費は地域で行う

ことを前提に補助を半分とかではなくて、３分の２ないし４分の３は私は必要だというふう

に思っています。併せて、先ほど懸念された水質検査も施す必要はあるというふうに思いま

す。予算は限られているのは承知ですけども、既に設置済みの防災井戸と比べると出せない

はずはないというふうに私は捉えておりますので、御検討をよろしくお願いいたします。最

後に一つ御紹介させていただきます。宇土市民体育館でお馴染みのｅｃｏｗｉｎ宇土アリー

ナって言いますよね。そのｅｃｏｗｉｎを開発したエコファクトリーという会社が開発した

動力不要の雨水ろ過装置です。これは西原村のみ設置されています。これは雨水を純水に変

えるシステムで、１００万円かからない、６６万円からというふうにこの新聞記事には書い

てありますけど、１００万円ぐらいで導入ができるという装置でございます。井戸も置けな

いようなところは、こういうものの活用がいいのではないかというふうに思います。プラス
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で資料も付けておりますので、興味がある方は見ていただきたいというふうに思います。 

次に移ります。地方自治法改正についてです。３月議会において、非平時にかかる地方自

治法の改正に当たっては地方自治の本旨が守られることを求める意見書を提出し、議員全会

一致で可決していただいたことは、記憶に新しいこととは思いますけれども、提出者の私と

しては、そのときは大変うれしくなったのですが、残念ながらその後の６月、国会において

参議院を通過したことにより、法案が成立してしまいました。内容は、国と地方自治の対等

な関係が地方自治法で認められていながら、非平時においては国の指示どおり従えというも

のでございます。理解ある宇土市議会議員の皆さんのおかげで、その後も新聞等に地方議会

から提出された意見書の中に、宇土市議会も全国１７自治体の一つとして紹介されておりま

したけれども、この法案に危惧することは地方自治に携わる議員として当然のことだという

ふうに思っています。こちらの新聞記事を三つほど掲載しております。見ていただきたいと

思います。今議会においても改めて今度は法案に反対する意志として、国の指示権を拡大す

る地方自治法改正に反対する決議を提出させていただいておりますが、地方自治法を揺るが

すものになり得る法案だというふうに捉えています。懸念例として、こういう事例もありま

す。２０１６年熊本地震が起こりました。観測史上初めての震度７を２回記録した益城町で

は、国の判断に従っていた場合に、更なる死傷者を出す事態に発展しかねない局面がござい

ました。４月１４日の夜、前震ですね、最大震度７の地震が発生しました。強い揺れが続き、

建物内で過ごすことを恐れて、外を選ぶ人や車中泊避難をする人が続出したあのときでござ

います。当時、安倍晋三首相は、河野太郎防災担当大臣に被災者への迅速な対応を命じまし

た。４月１５日の河野大臣の動きとして、「首相から、屋外に避難している人を、確実に今

日中に屋内に収容せよという指示があった。」とブログに書き込み、震度７を観測した益城

町には、政府から屋内避難を求める連絡が何度も何度も来ていたそうです。当時、法的には

自治体への指示ではなく、要請の位置づけだったけども、そうであっても自治体にとっては

政府からの要請は重いですよね。町役場では、指定避難所の町総合体育館で、メインアリー

ナに避難者を入れるかどうか難しい判断を迫られたそうです。メインアリーナは、吊り天井

の一部が落下して一時閉鎖の状態だったそうです。入り口のロビーや屋外は避難者で溢れ、

地元住民や報道機関からも開放を求める声が強まっていた事態だったそうです。しかし、体

育館の被災状況を聞いた西村町長は、強い余震が頻発していたことで、町職員からの報告な

どを基に、屋内の設備の損壊など被害がさらに拡大する恐れがあると判断して、メインアリ

ーナを開放しないことを決めました。当時、防災係長だった方は、開放しなかったので、

「何て被災者に冷たい町だと、お叱りを受けることが多かった。」と語っておられます。そ

して、震度７の本震が再び町を襲います。メインアリーナの高さ約３０メートルの天井から

１枚５キロ超のパネルや１基７キロの照明がほぼ全て落下。パネルが床に突き刺さっていた。
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中を公開したら誰もクレームを言わなくなった。要請に従って屋内に避難させていたら、メ

インアリーナで多数の犠牲者が出ていた可能性がある。町の検証報告でも人体被害を未然に

防いだとまとめられているそうです。地方自治法の改正で、国が自治体に必要な事務処理を

指示できる指示権が広がれば、国は誤った判断に自治体が従わざるを得ない場面が生じる恐

れが高まります。当時、どういう要請が宇土市であったか分かりませんが、まず屋外で市役

所機能を持たせ、安全が確認されたのちにｅｃｏｗｉｎ宇土アリーナに移動させた市長の手

腕はお見事だったというふうに思いますし、避難所となる各学校の校舎や体育館を事前に耐

震調査を済ませていたこともすばらしかったと改めて思います。 

そこで、この国の指示権拡大の要素が盛り込まれた地方自治法の改正について、市長の考

えをお尋ねいたします。市長お願いいたします。 

○議長（藤井慶峰君） 市長、元松茂樹君 

○市長（元松茂樹君） 御質問にお答えをいたします。 

今般、改正されました地方自治法では、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国

と地方公共団体との関係等の特例が規定されたことにより、大規模な災害や感染症などの非

常時には、個別法の規定がなくても四つのことができるとなっております。まず一つ目、国

が地方公共団体に資料又は意見の提出を求めること。二つ目、国が地方公共団体に対して補

充的な指示を行うこと。補充的指示権と言われているところで一番問題になっているところ

だと思います。３点目、国の指示により、都道府県が保健所設置市区等との事務処理の調整

を行うこと。４点目、国が自治体相互間の応援の要求・指示、職員派遣のあっせんを行うこ

とが可能とされました。 

今回の特例が設けられた趣旨は、国と地方公共団体の責任と権限を明確化するための改正

とされておりますが、改正内容が、国と地方公共団体の対等の関係を変容させるもので、地

方分権に逆行する等の反対意見が出されているということも承知をしております。 

この特例における国からの補充的な指示とは、特に必要であると認められる場合に、必要

な限度において、最小限度の範囲で、地方公共団体の自主性及び自立性に配慮して行われる

必要があるとされております。よく分からないんですね、全く明確でない。捉えようによっ

ては、国の自治体への安易な介入はないと考えてもよいのかもしれませんけれども、現段階

では、この部分が非常に問題になっていて、実態が不透明なままではいけないぞというのが

現状の問題だと思います。先ほど今中議員が益城町の話をされましたが、ちょうどテレビで

もあのときありまして、安倍首相が蒲島知事に「外にいる人を中に入れてください。」と言

われたんですね。でも、当時のあの余震の状況で、屋内におれるわけがない。地元にいない

人だからそんな平気なことが言えるし、首相が言ったからそれを守るかと、そんなこと絶対

できないですね。さすがにそのとき蒲島知事も、「入れられる状況ではありません。」とは
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っきり言われました。それは、話での中のやつだったので指示という形ではもちろんなかっ

たのですが、蒲島さんさすがだなと思ったのですが、それがやはり現場の判断だと思うんで

す。外から見える状況と、間近で見ている状況とは大きく違いがあります。やはり現場の判

断がいかに重要であるかというのを、先ほどの益城町の例は示しているものだと思います。

有事の際、そういうのもありますけれども、実際に国からどのような指示があるのか分から

ないんですけれども、それに従うことが住民にとってプラスにならない、あるいはマイナス

になると首長として判断する場合には、当然そんな指示に従う必要はないし、首長の判断に

おいて、責任として市民を守る判断を優先することになるということ。これがやはり現場第

一主義の考え方ではないかなと思います。最も当然のことですが、納得できる指示であれば

従いますし、私は今回の改正が全て悪いなんていうことも思っておりません。コロナの当初

の大混乱のときを考えれば分かるんですけども、やはり国が介入しないと収拾がつかない有

事というのは本当にあると思いますし、例えば海外からの侵攻とかあった場合も、各自治体

の首長ぐらいではどうしようもならないような状況になると思いますので、それは重要だと

思っております。ですから、これを全てが悪いとは思っておりませんけれども、知事会等の

団体からも、今声が上がっておりますように、もっと具体的に、さっきの抽象的な、特に必

要であると認められる場合に必要な限度において、最小限度の範囲でというような訳の分か

らない内容ではなくて、具体的にこういう場合は国が介入しますよ、国が指示しますよ。こ

ういう場合については自治体でやってください、こういう場合は国の指示ではなく、国はア

ドバイスにとどめますとかいうそういったところを、是非、明確にしていただきたいという

思いでおります。今後、国からの説明会等も予定されておりますし、いろんな形で私たちも

意見を求められることがありますが、私は、今考えているようなことを、はっきりと申し上

げていきたいと思っております。 

以上です。 

○議長（藤井慶峰君） 今中真之助君 

○７番（今中真之助君） 市長、力強い御答弁ありがとうございます。議員としましても、市

民としましても、市長の判断を尊重しておりますので、今後も可能な限り、国と対等な関係

を維持していただくことをお願いいたします。 

それでは、次に移ります。ＪＲ三角線の利用促進についてです。たまたま質問通告をした、

その日か翌日だったと思いますけれども、ＪＲ九州が赤字路線の利用形態を公表したという

ことで、タイムリーな話題であるとは思います。資料を見てください。ＪＲ九州内の平均通

過人員が２千人以下の路線ということで出されております。三角線の利用者は３５年ぐらい

前から３分の１になっているということでございます。なぜ、一日平均乗客２千人以下と数

字を設定したのか分かりませんけれども、赤字は赤字でも２千人以下は、沿線自治体もいろ
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いろ考えてくださいよということだというふうに思います。利用客が少ない区間については、

昨年１０月から、沿線自治体か事業者が要請すれば、国土交通大臣の判断で存廃について話

し合う再構築協議会を設置することができるようになっております。自治体の反発で協議が

進まない現状を受け、政府が関与を強めるものとなっています。輸送密度１千人未満が目安

で、持続可能で効率よい交通網を構築するため、協議会設置後３年以内に存廃の結論を出す

ことを求めているとなっておりますけれども、まだこの再構築協議会を設置せざるを得ない

事態にはなっていないというふうに思いますが、その対象になっているのではないかという

ふうに推察いたします。その危機感を持つべきだというふうに思っています。では、どうし

たらいいのか。この利用者を増やすこと、これに尽きると思います。ではその利用者をどう

増やしたらいいかです。一例として、網田駅の指定管理者である網田倶楽部の取組を紹介さ

せていただきます。当該、議員が２人、佐美三議員と浦本議員がおりますけれども、恐らく

自分で取組をこの議場で言うことはできないと思いますので、ちょっと浦本議員のＦａｃｅ

ｂｏｏｋから写真をお借りして、この写真を載せておりますけれども、知っている人は知っ

ている活動だと思います。でも、知らない人は恐らく知らないのではないかと思いますけれ

ども、網田レトロ館というカフェを駅舎で営んでおられるというのは、御承知のとおりのこ

とだと思いますが、佐美三議員、浦本議員が中心となって数年前からなされているのが、こ

のミュージックステーションという名のおもてなしです。このように駅には、手作りのバン

ドというとちょっと失礼かもしれせんが、こうやってバンドでおもてなしをされているんで

すね。当初は、通過するＡ列車の乗客を楽しませることからスタートされたと記憶しており

ますけれども、その後、カフェ利用者はもちろん在来線利用者や地域の方も巻き込んで、さ

らにＡ列車も一部の運行ではありますが、網田駅に長く停車することにまで発展しておりま

す。乗客減少のさなか、この取組は利用者向上並びにＡ列車乗客の満足度向上にも寄与して

いることと推察いたします。しかしながら、それでも三角線利用者は年々トータルで減少し

ているわけでございます。これまでも散々検討されて企画されたと思いますけれども、結果、

今の状態ということを踏まえると、それでは恐らく抜本的な解決にならないんだという証だ

と思います。であるならば、多少の痛みも伴わないといけないというふうに思います。斬新

な発想も求められるものではないかというふうに考えます。あくまでも、そこに住まう住民

の足としての活用を、駅は考えるべきだというふうに思いますけれども、理由は様々あれど、

三角線開業以降、住民の住まう形態や社会的背景、観光地の変化など加味した駅に変えてい

かないといけないと、それも一つあるのではないかというふうに思います。 

そこで提案なのですが、駅の移設です。まず、赤瀬駅。今は利用者がほとんどいません。

近くには宇土マリーナがあります。普段は車で来られることを想定されていますけれども、

最寄りの駅は網田駅と赤瀬駅、ちょうど真ん中に位置しています。２.５キロ離れています。
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イベントをする際に必ず聞かれるのは、公共交通機関でどう行ったらいいのか、送迎はでき

ないか、アクセスが悪いなどを言われます。今後、交流人口を増やしていく際にも、やはり

せっかくあるこの三角線の活用は外せません。利用者がいない赤瀬駅を、何とか宇土マリー

ナ近くへ移設できないかと考えます。単線で片側のみ乗降できる駅であれば、すぐ目の前に

市道もございますし、可能ではないかと考えています。 

次に住吉駅。住吉の議員の方に相談もなくこういうことを言うのも、ちょっと申し訳ない

のですけども、住吉地区に住まう住民に親しまれ、利用されていることは十分に理解をしな

がらの提案です。住吉海岸公園に訪れる方が多くなっていることは承知のことと思います。

公園から１キロのところに自宅がある私は、よく駅のほうから歩いて来られたり、駅に向か

って歩いたり、バス停で天草快速バスを待っておられる観光客を目にします。その方々がも

っと利便性よく訪れることができないかと考え、住吉海岸公園前に駅を移設できないかと考

えます。今後、住吉海岸公園付近の海が埋め立てられることになります。そのときがチャン

スではないかと思うのです。国道もその埋め立てられる土地へぐっと敷くことができるかも

しれないし、簡易的な駅の設置が可能ではないかと素人ながらに考えます。また、駐車場も

その土地につくることも可能ではないかと思います。国道から一旦中に入って駐車する、現

住吉駅でも利便性は増すように思います。もちろん、現住吉駅のほうが利便性が良い、現利

用者にとってはよくない提案だと思いますが、抜本的ないろいろな選択肢をもってＪＲと協

議していかないと、いずれ再構築協議会が設置されかねないのではないかと思いますし、最

近ダイヤ改正が行われるたびに便数が減って、特に深夜が減っているように思いますが、不

採算の時間帯が減らされることになるのではないかと推察いたします。それは、イコール西

部地区はやはり住みにくいと、住民や移住者、移住検討者に判断されることにもつながるこ

とになるのではないかと思うのです。 

いろいろ申しましたけれども、明治時代に住民の足として敷かれた駅の利用形態が変わっ

てきた近年、観光やイベント利用者向けに再整備することが求められているのではないかと

思いますが、御見解をお尋ねいたします。企画財政部長お願いします。 

○議長（藤井慶峰君） 企画財政部長、光井正吾君 

○企画財政部長（光井正吾君） 御質問にお答えいたします。 

ＪＲ三角線は、宇土駅から三角駅に至ります全長約２６キロメートルの路線で、市内の駅

は、宇土、緑川、網津、肥後長浜、網田、赤瀬の６駅になります。 

昭和６２年に国有鉄道からＪＲ九州株式会社に継承され、現在も通勤・通学を主体とした

市民生活に欠かせない路線として、また、宇城市、天草地域など観光地への交通手段として

も利用されておりまして、宇土市に限らず沿線の自治体やその周辺自治体にとっても、生活、

観光、地域活性化の面で大変重要な社会基盤というふうになっております。 
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しかしながら、先ほど今中議員からも紹介がありましたけれども、先月、新聞でも報道さ

れておりましたとおり、乗客数の減少は深刻で、２０２３年度の一日１キロ当たりの平均乗

客数は、地方鉄道の存廃を議論する再構築協議会の対象にもなり得る１千人未満の８５９人

であり、前年度比４.１％と若干増加しましたが、３５年間で３分の１までに落ち込んでい

る状況になっております。 

このような中、本市では、現在、西部地域の人口減少に歯止めをかけるべく、この地域へ

の定住・移住施策に尽力させていただいているところであります。ＪＲ三角線は、施策を展

開する上でライフラインの一部と言っても過言ではなく、重要な役割を担っていることは今

中議員がおっしゃるとおりだと思います。 

また、コロナ禍以降、インバウンド客も増加傾向にありますので、西部地域の魅力的な観

光地を訪れてもらうためにも、ＪＲ三角線は重要な公共交通です。 

そこで、議員御提案の赤瀬駅を宇土マリーナ近くに移設することについてでありますけれ

ども、赤瀬駅は、山中の秘境駅とも言われ、２０１８年に調査した市内駅の一日当たりの乗

降客数は僅か７人と、議員御指摘のとおり大変少ない現状にあります。 

ただ、赤瀬駅を宇土マリーナ近くに移設するというふうになりますと、地勢的な問題があ

るため、利便性が高まるというところについては言い難い部分があるかなと感じます。 

また、住吉駅を長部田海床路近くに移設することに関しましては、私どもは、まず、生活

路線としてＪＲ三角線を利用する方々の利便性を優先しなければならないと思っております。

その点では、住吉駅を長部田海床路付近に移設するとなると、地理的に住宅エリアから離れ

た場所になるというふうに感じておりますので、地元住民の方にとっては利便性が損なわれ、

合意形成が得難いのではないかと思慮しております。 

いずれにしましても、ＪＲ三角線を存続させるための取組が必要であるとは強く認識して

おりますので、積極的に利用促進のＰＲを行うとともに、今現在、定期的に開催しておりま

す、宇城市、上天草市、天草広域本部、宇城地域振興局、そして本市の五者で構成しており

ます五者連絡会においても、連携して利用促進を考える体制を維持しながら、ＪＲ九州との

情報交換及び意見交換も引き続き実施するなど、力を注いでまいりますので、地元の皆様の

応援とお力添えをいただきたいというふうに考えております。 

以上でございます。 

○議長（藤井慶峰君） 今中真之助君 

○７番（今中真之助君） 御答弁ありがとうございます。答弁の中に、４.１％前年比若干増

加したとありましたけれども、恐らく網田駅の取組とか、長部田海床路のジンベエ像を見に

来られる住吉駅を利用される観光客が増えたことで、これだけ増えたんじゃないかと推察し

ます。ほかのところは恐らく減っているというふうに思いますので、そうやって頑張っても
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これだけなんです。これから何もせず、１千人、１,５００人、２千人となることは考えら

れないのかなと思います。答弁を尊重しますが、この質問をして、この答弁で納得はしませ

ん。三角線は利用しない人からは嫌われているんです。渋滞の原因にもなりますし、網田、

網津、緑川の踏切越えは車社会において、しかも車が大型化して、若い女性は特に嫌がって

おられます。国道のかさ上げとかできることはやってもらいたいですけど、これもすぐにと

はできません。今回、利用促進のための質問ですからここまでにしますけれども、できない

理由を並べたって、ＪＲが廃線だとか、補助金をＪＲから要求されることになった場合に、

悲しむのは結局現地民、そして市民です。住吉駅に関しては、ごもっともだと思います。で

も、今回その提案をしたのは、そういうようなことまで言っていかないと、抜本的な解決に

はならないのではないかというふうに思うんです。その定期開催されているということです

けども、定期開催してもこの状況じゃないですか。もっと定期開催されているこの協議の五

者連絡会においても、もっと抜本的な解決を模索していく必要があると私は考えます。以上、

進言しまして、次の質問に移ります。 

ＪＲは、民間企業として赤字を埋めたいとは思っています。しかし、基幹路線とかほかの

事業で利益は確保できているはずなので、公共交通機関としては、恐らく利用者を増やした

いのだというふうに思います。だから、赤字額で示さずに１千人以下ということで、乗降数

で示したのではないかというふうに考えます。先ほどの提案は、すぐにはできない提案でご

ざいますけれども、今すぐに利用者を増やすことも協議の場で提案してほしいというふうに

思います。例えば、高齢者の免許返納者、子どもの長期休暇時の利活用を促進するような取

組があればいいというふうに思っています。現状でも、夏休みのこどもぼうけんきっぷ一日

１００円など存在しますけれども、冬休みや春休みもあっていいのではないかと。一定期間

で例えば３００円、５００円とか、そういうのがあってもいいのではないかというふうに思

います。くどいようですが、このことに関しても宇土市単独でできるはずがありませんし、

ＪＲや沿線自治体との協議が必要だと思っておりますけれども、ＪＲにも頑張ってですね、

協力してもらって、本市では告知や宣伝を任せていただければよいのではないかというふう

に思います。いずれにしても宇城市や上天草市、天草市を含む関係自治体と協力して、こう

いった課題に挑んでいかねばならないと思いますけれども、御見解をお尋ねいたします。企

画財政部長お願いします。 

○議長（藤井慶峰君） 企画財政部長、光井正吾君 

○企画財政部長（光井正吾君） 御質問にお答えいたします。 

まず、ＪＲ九州における利用促進の取組について御紹介をさせていただきます。先月８月

１日から今年度末までの期間、福岡・北九州エリアで６５歳以上の免許返納者を対象に、１

か月６千円で、普通列車・快速列車に乗り放題の免許返納おでかけきっぷが販売されており
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ます。 

また、子ども向けの取組では、先ほどお話がありましたが、夏休み期間中のイベントでは

ありましたけれども、一日１００円で普通列車・快速列車に乗り放題のこどもぼうけんきっ

ぷが販売されました。 

このように、ＪＲ九州では、利用促進の取組が実施されておりますが、本市におきまして

は、高齢者の免許証返納者、子どもの長期休暇時を利活用したＪＲ九州利用促進のための宇

土市独自の施策は、現在行っておりません。 

しかしながら、本市では、現在、県内はもとより全国に向けて、「九州のどまんなか宇土

市」をキャッチフレーズに、「住むなら宇土市、行くなら宇土市、働くなら宇土市」のＰＲ

強化に取り組んでおります。１０年後、２０年後を見据えた、選ばれ続けるまちへの取組と

して、定住・移住のための施策を今年度から大幅に増やし、西部地域の活性化を図っている

ところです。 

議員御存じのとおり、ＰＲの一つとして、宇土市の西部地域にある干潟景勝地や長部田海

床路、宇土マリーナなどを含む、市内の観光名所の魅力に関する情報発信を行っているとこ

ろであり、観光パンフレットの「うとびより」やシティプロモーションの動画では、ＪＲ三

角線での旅を紹介しております。本市の魅力発信には、ＪＲ三角線の存在は欠かせないもの

であるとは強く認識しております。 

今後は、これまで実施してまいりました情報発信に加え、高齢者や免許証返納者、学生を

含む子どもたちへのＪＲ運賃助成や観光地へのアクセス改善、駅の環境整備を検討し、沿線

地域におけるイベントの開催やこれらの情報発信により、地域住民や本市を訪れる人が、Ｊ

Ｒ三角線を利用する機会が増えるよう、庁内の関係部署をはじめ、先ほど答弁いたしました

五者連絡会の関係自治体、そしてＪＲ九州と連携しながら、効果的な取組を研究して実行に

移してまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（藤井慶峰君） 今中真之助君 

○７番（今中真之助君） 御答弁ありがとうございます。最後の実行に移したいと考えており

ますと、すごくいいですね。なかなかこういった議会で言っても、検討しますが大体一番の

最高の答弁なんですけど、実行に移したいと、さらに踏み込んだ答弁だと思いますので、そ

れに期待して、この質問を終わりたいと思います。 

最後になりますが、私も太田教育長への思いを少し述べさせていただきます。３期９年間、

要職をお務めいただき、大変お疲れ様でした。そして、ありがとうございました。特に、こ

の四、五年、結構強めに私は教育のことを質問、意見させていただきました。いつもそのた

びに真摯に受け止めいただき、誠に感謝しております。ほとんどが私の意に沿わない答弁ば
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かりではありましたけれども、それは私の不徳の致すところだと考えております。しかしな

がら、個別で連絡をするといつも対応してくれ、懇親会の場も含めると教育談義を何度した

ことか数え切れません。年下の私が言うのも語弊がありますが、健康に留意され、今後も宇

土市の教育、子どもたちを見守っていただきたいと思います。お疲れ様でした。 

以上で、今議会での私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（藤井慶峰君） 以上で、本日の質疑及び一般質問を終わります。 

次の本会議は、明日６日金曜日に会議を開きます。 

本日はこれをもって散会いたします。お疲れ様でございました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

午後３時２４分散会 
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午前１０時００分開議 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（藤井慶峰君） これから本日の会議を開きます。 

本日、９番、園田茂君、１７番、村田宣雄君から欠席届が出ておりますので、御報告をい

たします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１ 質疑・一般質問 

○議長（藤井慶峰君） 日程第１、質疑・一般質問を行います。発言通告があっておりますの

で、順次これを許可します。 

３番、中野洋一君 

○３番（中野洋一君） 皆様、おはようございます。公明党の中野洋一でございます。本定例

会におきまして、一般質問の機会をいただきありがとうございます。今回は、観光客など交

流人口や関係人口増加のため、デザインマンホールの設置についてなど、五つの項目につい

て質問をさせていただきます。執行部におかれましては、明快かつ誠実な御答弁をよろしく

お願いいたします。それでは、質問席に移りまして質問させていただきます。 

○議長（藤井慶峰君） 中野洋一君 

○３番（中野洋一君） それでは、改めまして公明党の中野洋一です。よろしくお願いいたし

ます。 

まず一つ目の質問は、観光客など交流人口や関係人口増加のために、デザインマンホール

の設置についてです。現在、デザインマンホールは人気があり、下水道事業のイメージアッ

プにつながっており、デザインマンホールの写真と情報を掲載されているマンホールカード

は多くのコレクターがおり、その地域に行かないと手に入れることができないという希少性

から、その地域を訪問するコレクターが多いようです。最近は、特にアニメやゲームのキャ

ラクターなどが描かれているデザインマンホールが、多くの自治体で設置されております。

このようなデザインマンホールについては、キャラクターの権利を持っている企業が申込み

があった自治体に対し、キャラクターとその自治体の地域の特産品や観光名所などがカラフ

ルにデザインされているマンホール蓋を、無償で寄贈するという形式になっているようです。

全国にいらっしゃるアニメやゲームのキャラクターのファンの皆様が、その地域を訪れるこ

とによって、地域の活性化を図っていきたいとの企業の社会貢献の一環として、こういった

取組を行っていると認識をいたしております。特に、機動戦士ガンダムのモビルスーツをデ

ザインした「ガンダムマンホールプロジェクト」や、ポケットモンスターがデザインされた

ポケモンマンホール蓋「ポケふた」などが有名ですが、応募する自治体が殺到したため、現

在、両方とも募集を停止している状態です。そのような状態になっていることは当然と言え



 

－ 88 － 

ば当然です。ガンダムもポケモンも世界的に大人気で、国内外のファンの数もはかり知れま

せん。そうであれば、訪問者の数が増えるのは目に見えています。実際、滋賀県大津市では、

ガンダムマンホールを設置し、その後マンホールカードを発行したところ、用意していた６

千枚が約１か月半で無くなってしまったそうです。ガンダムマンホールも「ポケふた」も、

現在は募集停止状態ということで、応募することはできません。そこで、熊本県や宇土市に

関係する世界的に有名なキャラクターはいないだろうかと考えてみました。まず、最初に思

い浮かんだのはくまモンです。先日、くまモンポート八代へ行ってまいりました。大きなク

ルーズ船が停泊中で、多くの海外からの観光客の方がくまモンの周りに集まって、入れ代わ

り立ち代わり、写真や動画を撮っていらっしゃいました。くまモン人気のすごさを目の当た

りにした次第です。次に思い浮かべたのは、本市にジンベエ像があるＯＮＥ ＰＩＥＣＥで

す。ＯＮＥ ＰＩＥＣＥは、世界で５億１,０００万部を超える発行部数があり、ギネス世

界記録に認定されており、台湾やフランス、イタリアなどで特に大人気となっているようで

す。いずれにせよ、両方とも熊本県や企業など様々な検討が必要になるかとは思いますが、

世界的に人気のあるキャラクターたちと本市の観光地や名所、特産品あるいはうとん行長し

ゃんなどがデザインされたマンホールを設置することができたなら、本市の下水道事業のイ

メージアップにもつながり、観光客へのＰＲ効果も十分、大きな集客効果が見込めると考え

ますが、建設部長に御見解をお尋ねいたします。 

○議長（藤井慶峰君） 建設部長、草野一人君 

○建設部長（草野一人君） おはようございます。御質問にお答えします。 

デザインマンホールは、議員御提案のとおり、観光客の誘致や下水道事業のイメージアッ

プを目的として、多くの自治体で設置されているところです。 

デザインマンホールの出始めの頃においては、自治体の花や木等をモチーフにしたシンプ

ルなものが主流となっていましたが、近年では人気アニメのキャラクターや観光地等を、鮮

やかにデザインしたものが採用されており、それを見るために多くの観光客が訪れている自

治体もあるとのことです。 

以前のデザインマンホールは、製造コストが高く、また、降雨時など表面が濡れると滑り

やすく、歩行者の通行に影響があることなどから、これまで本市では導入は行ってきません

でした。 

そのような中、本年３月の市議会定例会、経済建設常任委員会において、デザインマンホ

ールの導入の提案をいただき、改めて、製造業者への聞き取りなど調査した結果、現在では、

滑りにくく、デザインの自由度も高い、安価なものが開発されていることが確認されました。 

ただし、デザインマンホールは、デザイン面の強度が低く、車両が通行しない歩道部分な

ど設置場所が限定されることから、まずは導入による効果を検証し、その上で、デザインマ
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ンホールの設置について検討したいと思います。 

以上でございます。 

○議長（藤井慶峰君） 中野洋一君 

○３番（中野洋一君） 御答弁ありがとうございます。御答弁の中で、デザインマンホールは

デザイン面での強度が低く、車両が通行しない歩道部分など設置場所が限定されるというこ

とでございますが、観光客へ向けてＰＲをし、集客しようとするようなカラフルなデザイン

マンホールは、見ていただくことを重視するものだと思います。車道部分に設置したら、観

光客の方は見ることが難しくなる上に、安全確保も厳しくなります。ですので、御答弁いた

だいたとおり、設置場所はおのずから限定されるものと認識をいたしております。デザイン

マンホールは設置できればそれでよいと考えているわけではなく、観光名所やイベントなど

と組み合わせてこそ、その真価を発揮する呼び水のようなものと考えております。今後、デ

ザインマンホール導入による効果を検証し、その上で設置について検討したいとの御答弁が

ございましたが、御検討いただく上では、多角的な視点に立ち、関係部署と横断的に御検討

いただければと切に願うものであります。よろしくお願いいたします。ちなみに、先に紹介

をしたガンダムマンホールも「ポケふた」も、熊本県内にはまだ一つも設置されてはおりま

せん。もし、宇土市が最初に設置できれば、ものすごいＰＲ効果があるのではないかなと、

個人的な思いをお伝えいたしまして、二つ目の質問に入ります。 

聴覚補助器等への積極的な活用への支援についてです。聴覚補助器には、一般的な補聴器

や本市の市民保険課の窓口に設置してある軟骨伝導イヤホンのように、様々な種類がござい

ます。これらの実物を見たり、触れたりする機会もなく、どれが自分に合う機器なのかが分

からないという場合が多いのではないかと思います。実際、軟骨伝導イヤホンは、本市の市

民保険課窓口に導入されているということをお聞きになった、難聴の御高齢の熊本市民の方

が、軟骨伝導イヤホンだとどういうふうに聞こえるか試させてほしいと、市民保険課の窓口

においでになったそうです。熊本市役所にはまだ導入されておらず、お店にも実物がなかっ

たということで、宇土市役所へおいでになったとのことでした。実際に、窓口で軟骨伝導イ

ヤホンをお試しになられたところ、その方は大変よく聞こえるということで喜んでお帰りに

なられ、帰宅してすぐに御購入の手続をなさったとのことでした。後日、その方から御連絡

をいただき、宇土市民でもない私に窓口のイヤホンを快く試させていただいた上に、とても

丁寧に御説明をしてくださった。宇土市職員の対応はとてもすばらしいと、本当にありがと

うございましたと感謝をなさっておられました。すばらしい本市職員の方がいらっしゃるこ

とを大変誇らしく感じましたので、御紹介をさせていただきました。他市からわざわざ宇土

市役所に来て、自分に合う機器なのかお試しになられた方がいるということは、本市におい

ても同じように、自分に合った聴覚補助器を実際に触って確かめたいというニーズがあるの
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ではないでしょうか。難聴でお悩みの方が気軽に実物を試すことができる環境づくりは、と

ても大事なのではないかと思います。御自分に合った聴覚補助器を見つけることができれば、

日常の会話においてコミュニケーションがきちんと取れるようになり、高齢者の加齢性難聴

による認知症の進行を予防することができるのではないかと考えておりますが、健康福祉部

長に見解をお伺いいたします。 

○議長（藤井慶峰君） 健康福祉部長、岡田郁子さん 

○健康福祉部長（岡田郁子さん） おはようございます。御質問にお答えします。 

高齢者の方が、加齢とともに聴覚が衰えていく、いわゆる加齢性難聴については、世界保

健機構（ＷＨＯ）の基準により、２６デシベル以上の方を難聴と定義した場合に、７５歳以

上の高齢者の約７割が該当しているとの調査結果があります。 

聴覚は、コミュニケーション機能の中枢として極めて重要な感覚とされています。加齢性

難聴になると、他者との会話によるコミュニケーションに支障を来し、交流や外出の機会が

減り、家に閉じこもりがちになる傾向があります。これにより、人間関係や外界からの刺激

が減少し、認知症の発生リスクが高くなると言われております。 

厚生労働省が認知症対策の強化を図るために策定し、２０２５年までを対象期間とする新

オレンジプラン（認知症施策推進総合戦略）の中でも、難聴は認知症の危険因子の一つに挙

げられています。また、難聴への医学的介入は、認知症予防にとっても有効であるという研

究結果もございます。 

難聴への対策としては、補聴器の使用が有効な手段とされております。補聴器の基本的機

能は音を大きくすることであり、聞き取りを改善することで生活の質の向上が期待できます。

また、議員が御紹介されましたとおり、市の市民保険課に設置しております、耳の軟骨を振

動させて音を伝える軟骨伝導イヤホンなど、新しい技術を用いた聴覚補助器が開発されてお

ります。 

様々な聴覚補助器の中から適切な機器を選択するには、まずは、耳に何らかの病気がない

かを確認するために専門の医師の診断を受け、その上で、専門家などのアドバイスを基に、

自分に合った適切な機器を選択することが大切です。 

ただし、聴覚補助器については実物を見る機会や触れる機会も少なく、真に必要な高齢者

に情報が行き渡っていない可能性もあります。そのため、専門事業者による展示会など、聴

覚補助器を体験する機会を高齢者へ周知するなど、聴覚補助器の普及啓発に努めていきたい

と考えております。 

以上でございます。 

○議長（藤井慶峰君） 中野洋一君 

○３番（中野洋一君） 御答弁ありがとうございます。御高齢の方の難聴は、認知症の危険因
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子の一つであり、認知症予防のため、難聴への対策として聴覚補助器の使用は有効な手段で

あるが、実物を見たり、触れたりする機会が少ないため、展示会などで様々な聴覚補助器を

体験してもらい、御自分に合った適切な機器を選択することができるよう、聴覚補助器の普

及啓発に努めていきたいとの御答弁であったかと思います。とても大切な取組になると思い

ます。できるだけ早い実現をお願いしたいと思います。 

そこで、御高齢の方の難聴による認知症の進行や社会的な孤立を防ぐために、御高齢の方

への聴覚補助器等購入費用の補助制度を創設できないでしょうか。御高齢の方は、様々な立

場でこれまで宇土市を支えてきてくださった大切な宝であると私は考えております。「住み

続けたいまち」を目指す宇土市であればこそ、御高齢の方の健康でお元気に生活し続けてい

くために、このような制度を取り入れるべき時期が来ているのではないでしょうか。健康福

祉部長に見解をお伺いいたします。 

○議長（藤井慶峰君） 健康福祉部長、岡田郁子さん 

○健康福祉部長（岡田郁子さん） 御質問にお答えします。 

市では、身体障害者手帳をお持ちの聴覚障がいのある方に対し、障がい者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具費として、両耳の平均聴力が７０デ

シベル以上の高度・重度難聴者の方を対象に、補聴器購入費用の助成を行っているところで

ございます。 

令和５年度末時点で聴覚障がいによる身体障害者手帳を所持している方は２５０人でした

が、そのうち、２２０人が６５歳以上の高齢者となっています。また、過去３年間の聴覚障

がいによる身体障害者手帳を取得した方４２人のうち、６５歳以上の方が３９人となってい

ます。このように、聴覚障がいによる身体障害者手帳の所持者は高齢者の割合が高く、加齢

性難聴の方であっても、国・県の補助制度に基づき、補聴器購入に対する助成を受けている

方は一定数おられます。 

身体障害者手帳の交付基準に達していない加齢性難聴者への聴覚補助器購入費用の助成に

つきましては、聞こえづらくなってきた段階で助成を行う早めの支援が、高齢者の介護予防、

積極的な社会参加に結び付くとも考えられますが、先ほど申し上げましたとおり、７５歳以

上の高齢者の約７割が難聴に該当しているとの報告もあり、対象者は多数に上ります。 

現在、国・県等からの補助制度がないことから、対象者に対して市単独での助成を行うこ

とは難しいと考えています。また、予算の範囲内で一部の対象者に助成する方法も考えられ

ますが、制度設計や公平性の観点から、一部の対象者に限定することは難しいと考えており

ます。 

今後は、聴覚障がいの補正による認知症機能低下の予防効果を検証するための研究が、国

において進められているため、その動向等を注視していきたいと考えております。 



 

－ 92 － 

以上でございます。 

○議長（藤井慶峰君） 中野洋一君 

○３番（中野洋一君） 御答弁ありがとうございます。様々な方向から、この制度の導入の可

否について御検討いただきましたこと、本当にありがとうございます。耳が聞こえづらいと

いう現実は、御本人にとって認めたくない現実かもしれません。だから、何となく聞こえづ

らくなってきたことを感じながら、日々の生活を送っていらっしゃることが多いようです。

だからこそ、さっき御答弁いただいたように、展示会などで様々な聴覚補助器を実際に体験

してもらい、御自分に合った聴覚補助器を見つけていただくことは、不鮮明だった言葉や音

が明瞭に聞こえるようになるということです。それを明確に認識していただけるわけですか

ら、とても大切な取組になるのではないでしょうか。これから宇土市が「住みたい、住み続

けたいまち」として選ばれるために、他市とはちょっと違う、さりげない優しさがあるまち

と、市内外の皆様に認識していただくことが大切なのではないかと思っております。聴覚補

助器を購入するということは、言葉や音がしっかりと聞こえるということです。その後の人

生がより良い方向へ向かい、認知症発生のリスクを抑えられるならば、金額の多寡の問題で

はなく、宇土市にはこういった補助制度があるんだよというさりげない優しさを示すことが

できるのではないかと思慮いたします。是非、今後も前向きに御検討いただきますようお願

いいたします。 

では、３番目の質問に移ります。本市における婚姻届の記入例見直しについてお尋ねした

いと思います。現在、本市の婚姻届の記入例において、結婚後の夫婦の氏の欄、また証人欄

は、どのような記載がなされておりますでしょうか。市民環境部長にお尋ねいたします。 

○議長（藤井慶峰君） 市民環境部長、小山郁郎君 

○市民環境部長（小山郁郎君） 御質問にお答えいたします。 

まず、タブレット又はモニターを御覧ください。市で使用している婚姻届の記入例になり

ます。 

婚姻届の記入につきましては、記入例を作成しており、それを参考に記入いただくようお

願いをしております。御質問の記入例の婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍の欄には、「婚姻後

の夫婦の氏を必ず選択しチェックをしてください」という説明と、記入例として、夫の氏に

チェックをしたものを記載しております。 

また、記入例の証人欄には、「成人２名の記入が必要です。証人は成人の方であれば親族、

友人等どなたでも結構です。」という説明と、記入例として、成人男性２名の氏名を記載し

ております。 

以上でございます。 

○議長（藤井慶峰君） 中野洋一君 
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○３番（中野洋一君） 御答弁ありがとうございます。現在、本市の窓口において配布されて

いる婚姻届の記入例はタブレットやモニターで表示をしていただきました。多くのほかの自

治体も同じような記入例となっております。私がなぜ今回この問題を取り上げさせていただ

いたのか、それは本市の婚姻届記入例の中で、婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍欄は、夫の氏

にチェックが入っていましたし、証人欄は２名とも男性の名前となっておりました。これの

どこが問題なのかと思われるかもしれません。しかしながら、このような婚姻届の記入例が、

無意識のうちにジェンダーバイアスがかかってしまうのではないかと感じたからであります。

多様性を認め合っていこうとする社会の実現を目指している現在、こういったアンコンシャ

スバイアスの一つであるジェンダーバイアスがかかる恐れのある記入例の見直しについて、

御検討いただきたいと思うのですが、市民環境部長に見解をお尋ねいたします。 

○議長（藤井慶峰君） 市民環境部長、小山郁郎君 

○市民環境部長（小山郁郎君） 御質問にお答えいたします。 

婚姻届記入例の改善につながる御指摘をいただきまして、誠にありがとうございます。 

まず、記入例を確認しましたところ、ジェンダーバイアスがかかる可能性がある記載内容

となっていると考えますので、婚姻届記入例に記載されている、婚姻後の夫婦の氏・新しい

本籍欄の夫の氏のチェックを外したいと考えております。また、証人欄に記入されている２

名のお名前も男女を織り交ぜたものなど、ジェンダーに配慮した記入例になるよう修正を行

いたいと考えます。説明文につきましても、性別を問わない旨の記載を追加したいと考えま

す。 

以上でございます。 

○議長（藤井慶峰君） 中野洋一君 

○３番（中野洋一君） 御答弁ありがとうございます。一見シンプルな御答弁ではございます

が、ジェンダー平等、多様性を認めていこうという本市の姿勢がよく伝わる御答弁内容であ

ったかと思います。既に、ジェンダーに配慮した記入例への修正、説明文の追加を具体的に

お考えいただいているようで、本当にありがとうございます。早めに御対応いただきますよ

うよろしくお願いいたします。 

それでは４番目の質問、認知症の人に寄り添った地域社会の構築についてです。高齢化が

進む中で、認知症は誰もがなり得るものであり、認知症の当事者が尊厳を持って、最後まで

自分らしく暮らせる地域社会の構築が求められていると思います。市民一人一人が自分のこ

ととして、身近な問題として捉えられるようにすることが大切であると思います。そこで、

認知症に関する知識や認知症の人に関する理解を深める取組を強化すべきであると考えます

が、現在、認知症に関してどのような取組を行っているのか、健康福祉部長にお尋ねいたし

ます。 
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○議長（藤井慶峰君） 健康福祉部長、岡田郁子さん 

○健康福祉部長（岡田郁子さん） 御質問にお答えします。 

高齢化の進展に伴い、認知症の人の数は年々増加しています。認知症は誰もがなり得るも

のであり、家族や身近な人が認知症になることも含め、多くの人にとって身近なものとなっ

ています。 

令和６年１月には、共生社会の実現を推進するための認知症基本法が施行され、この中で、

「国民は、認知症に関する正しい知識及び認知症の人に関する正しい理解を深め、共生社会

の実現に寄与するよう努めること。」とされています。認知症の人やその家族が安心して暮

らすことができる社会を構築するため、地域全体で認知症に関する知識や理解を深めること

が重要な課題となっています。 

本市においては、令和６年３月に策定した第９期宇土市高齢者福祉計画・介護保険事業計

画において、認知症になっても安心して暮らせる体制の構築を目指しており、これまで以上

に認知症施策を重点的に取り組んでいくこととしております。 

その中で、認知症に関する知識、理解を深めるための主な取組として、認知症の普及・啓

発活動や、認知症サポーターの養成・活動促進などに取り組んでいます。 

モニター及びタブレットを御覧ください。 

まず認知症の普及・啓発活動についてですが、認知症に関する相談窓口である地域包括支

援センターや認知症疾患医療センターを広く周知するため、広報紙への掲載やチラシの配布

を行っています。また、住民参加型の認知症フォーラムなどを開催し、今年度はモニターに

示しておりますとおり、今月２８日に開催することとしておりますが、この認知症フォーラ

ムを開催し、市民の認知症に関する理解を深める取組を行っています。新たな取組としまし

ては、オレンジ色の花を育てるオレンジガーデニングプロジェクトの普及を進めています。

オレンジ色は、認知症のシンボルカラーとされており、認知症になっても暮らしやすいまち

をみんなで創ろうという思いを共有するものです。 

次に、認知症サポーターの養成と活動促進への取組でございます。地域包括支援センター

との連携により、認知症を正しく理解し、地域の認知症の方やその家族にできる範囲で応援

し手助けする認知症サポーターを養成しています。学校や企業、地域団体、一般住民向けに

認知症サポーター養成講座を随時開催し、その受講者の累計は約７千人となり、令和８年度

には、８,１００人以上に増やすことを目標に取組を続けています。 

また、認知症サポーター養成講座を受講した人を対象に、さらに実践的な支援に関する研

修を開催し、地域において認知症啓発などの活動を行っていただく認知症アクティブサポー

ターの養成も引き続き行ってまいります。そして令和５年度に、この認知症アクティブサポ

ーターの方々にお願いしまして、認知症サポーターアクティブチームを立ち上げましたので、
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認知症カフェの運営支援やサポーター養成講座の手伝いなど、実際の活動ができるよう準備

をしているところでございます。 

今後も、認知症施策の充実を図り、認知症に関する知識、認知症の人に関する理解を深め

る取組を引き続き進めてまいります。 

以上でございます。 

○議長（藤井慶峰君） 中野洋一君 

○３番（中野洋一君） 御答弁ありがとうございます。本市では、認知症になっても安心して

暮らせる体制の構築を目指し、認知症施策を重点的に取り組み、認知症に関する知識、理解

を深めるため、認知症の普及・啓発活動や認知症サポーターの養成、活動促進などに取り組

んでこられたという御答弁であったかと思います。今後も認知症に関する知識、認知症の人

に関する理解を深める取組を、引き続きお願いいたします。 

そこで、認知症の人やその御家族などが、安心して穏やかに暮らすことができる生活環境

の構築が必要ではないかと感じております。実際に、記憶障がいや認知障がいが起こる中で、

当事者や家族の不安から行動・心理症状が発生し、それまでの家族関係が損なわれてしまう

ことも多いと聞いております。認知症の人の行動・心理症状の発生を抑制し、認知症の人と

家族等の尊厳ある暮らしを守るために、効果的なケアの技法であるユマニチュードの普及に

積極的に取り組んではいかがかと考えますが、健康福祉部長に御見解をお伺いいたします。 

○議長（藤井慶峰君） 健康福祉部長、岡田郁子さん 

○健康福祉部長（岡田郁子さん） 御質問にお答えします。 

認知症の症状には、大きく分けて中核症状と行動・心理症状の２種類があるとされていま

す。 

中核症状とは、認知症により脳の細胞が壊れ、その脳の細胞が担っていた役割が失われた

ことが直接の要因で起こる症状のことをいいます。認知症になり、これまで覚えていたこと

や知っている人の名前が思い出せないといった記憶障がいなどが挙げられ、程度の差はあっ

ても、全ての認知症患者に見られる症状であり、認知症の進行とともに悪化するといった特

徴があります。 

これに対して、行動・心理症状とは、中核症状によって引き起こされる二次的な症状のこ

とをいいます。認知症が引き起こした記憶障がいによって、患者本人の性格や環境などと相

まって不安になり気分が落ち込む症状や、いら立ちや怒りにより暴言を吐くといった様々な

症状が挙げられます。 

行動・心理症状が発生する理由が理解されない状態で介護が行われると、互いの意思疎通

がうまくいかず、良好なコミュニケーションを取るのが難しくなり、相互の関係が悪化し、

拒否的な状況に陥ることになる例もあります。 
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議員御提案のユマニチュードとは、フランス人の体育学の専門家が開発したケアの技法で、

手法としては、見つめること、話しかけること、触れること、立つことの四つの柱を基本に、

これらを組み合わせて知覚・感情・言語による包括的なコミュニケーションでケアを行いま

す。ケアを受ける人の人間としての尊厳、人間らしさを大切にし、ケアを行う人の優しい気

持ちを伝えることを重要視したこの技法は、専門職だけではなく、一般向けにも積極的に啓

発している自治体もあります。 

これまでに市が地域包括支援センターと連携して開催した認知症サポーター養成講座など

の研修において、ユマニチュードの技法としては紹介しておりませんが、ユマニチュードの

技法の一部である、同じ目の高さで見る、低めの声で話しかけ続ける、触れるときにはゆっ

くりと相手の手を下から支えるなどのケアは、認知症の人とコミュニケーションを図る上で

取り入れられているものであり、意識して取り組まれている家族や介護者、認知症サポータ

ーもおられます。 

今後は、ユマニチュードを認知症本人を尊重するケアの技法の一つとして捉え、認知症の

人本位のケアや対応が広まるよう、周知や活用に取り組んでまいります。 

以上でございます。 

○議長（藤井慶峰君） 中野洋一君 

○３番（中野洋一君） 御答弁ありがとうございます。認知症の方は自分がどこにいるのかと

か、人の名前などを忘れてしまったとしても、うれしいとか悲しい、嫌だなどの感情はずっ

と感じ続けます。だからこそ、ユマニチュードではケアを受ける人の尊厳や人間らしさを大

切にし、認知症の方が人生を充実して送れるよう、ユマニチュードの考え方を周知し、活用

していただきますようお願いいたします。認知症の方が生きがいや希望を持ち、その個性や

能力を十分に発揮し、新たな目標に向かって行動できるように、認知症の方が自らの認知症

に係る経験などを当事者同士で共有する機会を確保し、本人や御家族の不安を軽減すること

はとても重要なことであると思います。 

そこで、認知症本人や御家族等が診断後、早い段階で同じ経験をした方々との情報共有や

様々なアドバイスを受けられるよう、インターネットによる交流も含めた、地域における認

知症ピアサポート環境の整備も重要と考えますが、健康福祉部長に御見解をお伺いいたしま

す。 

○議長（藤井慶峰君） 健康福祉部長、岡田郁子さん 

○健康福祉部長（岡田郁子さん） 御質問にお答えします。 

認知症の診断を受けた御本人や御家族は、これから起こり得る生活の変化、不安や悩みに

よって混乱されていると思われます。そのため、認知症の人やその家族、介護者への支援に

必要な体制を整備することは、大変重要な取組であると考えています。 
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ピアサポートとは、同じような立場の人によるサポートといった意味で用いられる言葉で、

認知症の人やその家族、介護者が同じ立場の人々と交流することで理解と共感を深め、相互

にアドバイスを共有し励まし合うことで、心の負担が軽減されることが期待できる取組とさ

れています。 

本市では、同じ目的を持つ取組として、認知症に限らず介護が必要な人やその家族、リハ

ビリテーション専門職の人などを交えて語らう介護者の集いを、令和５年度は６回開催し、

同じ悩みや経験を持つ方々と交流し、相互に情報を共有し合える場を設けております。また、

認知症の人や家族などを交えた交流機会の場を確保するため、認知症カフェの開催に取り組

んでいます。さらには、認知症の人や家族のニーズを酌み取り、具体的な支援としてつなげ

ていくチームオレンジの設立に向けて取り組んでいます。 

今後は、認知症ピアサポート活動が行える体制を構築するために、自分の認知症の経験を

生かして、想いを発信できる認知症ピアサポーターをどう確保するのか、同じく認知症の人

やその家族、介護者への支援である介護者の集いや認知症カフェの取組を充実させ、この取

組とどう連携していくかを考えるに当たり、まずは国や県、県内自治体の実施状況を把握し、

参考にしていきたいと思います。 

インターネットによる交流に関しては、全国各地で対面方式により行われていた認知症関

係者の交流会が、新型コロナウイルス感染症の影響により、ＷＥＢ会議ツールを活用しオン

ラインで開催されるようになりました。これにより遠隔地や広域での開催が可能で、現在も

継続して行われているため、その状況も併せて注視していきたいと考えています。 

以上でございます。 

○議長（藤井慶峰君） 中野洋一君 

○３番（中野洋一君） 御答弁ありがとうございます。認知症の診断を受けた御本人や御家族

は、今後の生活の変化や不安などでいっぱいになります。認知症の人やその家族、介護者が

同じ立場の人々と交流することで理解ができ、お互いに情報を共有することで心の負担が軽

減されます。対面方式だけではなく、インターネットによるオンラインでの交流会の開催に

ついても、様々な実施状況などを把握し前向きに進めていければと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

警察庁のまとめによりますと、２０２３年全国の警察に届出のあった認知症やその疑いが

ある行方不明者は、およそ１万９千人。今後ますます増加することが懸念される認知症の行

方不明者に対して、一人一人の生命を守るためのＧＰＳ端末の積極的な活用に向けての負担

軽減策の実施や、衣服等に貼れるＱＲコードが記載されたシール等の普及など、認知症の行

方不明者の命を守る取組を推進すべきと考えますが、健康福祉部長に御見解をお聞きいたし

ます。 
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○議長（藤井慶峰君） 健康福祉部長、岡田郁子さん 

○健康福祉部長（岡田郁子さん） 御質問にお答えします。 

中野議員も御紹介されましたとおり、昨年１年間に、全国で認知症又はその疑いがあり、

警察に届出があった行方不明者の方は１万９,０３９人となっており、年々増加の一途を辿

っています。また、本市でも昨年、認知症の方の行方不明事案が１件ありましたが、この方

は、御家族の捜索により無事に発見されています。 

市では、認知症の人がお一人で出歩いてしまい、行方不明になった場合などに対応するた

め、認知症高齢者等徘徊ＳＯＳネットワーク事業を行っております。徘徊の恐れのある方の

御家族等からの申出により、その方の氏名や身体的特徴、顔写真などの情報を登録し、警察

や地域包括支援センターなどの関係機関に情報を提供しております。現在の登録者は３８人

となっております。また、登録のあった方が行方不明になったときには、事前に協力申出の

あっている店舗や各種団体、市民の方に電子メール等で情報を一斉配信し、捜索に協力を得

ることで、早期に発見し、保護するための協力体制を構築しております。 

この事業において、早期発見のための対策として、御本人の登録情報が記されている名札

や名刺ステッカー、衣服に貼り付けるアイロンプリントネーム、乱用反射シールなどのグッ

ズを配布し、普段の生活の中で使用していただくようお願いしております。 

昨年度に、現在配布しているグッズの使用状況や、新しいグッズの提供希望について登録

者の御家族等にアンケート調査を実施しましたところ、約半数の方が、現在配布しているグ

ッズを普段から使用しており、新しいグッズの提供希望については、ＧＰＳ付きの靴、外出

感知器、ＱＲコードの付いた衣服に貼れるシールなどの回答がありました。これらのグッズ

には、ＧＰＳ端末により居場所を特定する機能や利用者が屋外に出るとアラームでお知らせ

する機能、発見者がＱＲコードを読み取ると自動的に家族にメールが届く機能などが備えら

れており、行方不明者の早期発見に役立つものとなっております。 

このアンケート調査結果を踏まえ、グッズの効果を見定めた上で、適切な価格の範囲内に

おいて導入検討を行っていきたいと考えております。また、引き続きこの事業を広く市民に

周知・啓発していくことで、認知症の人が行方不明となった場合に、安全と生命を守る取組

を進めていきたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（藤井慶峰君） 中野洋一君 

○３番（中野洋一君） 御答弁ありがとうございます。行方不明となった方の安全と生命を守

るＧＰＳ端末やＱＲコードシールなどの効果を見定めた上で、適切な価格の範囲内において

導入検討を行っていきたいとの御答弁であったと思います。認知症の方が行方不明になって、

翌日までは生存して発見されることが多いとのことですが、３日以降の生存の可能性は急激
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に低くなるそうです。私の経験上、認知症の方が行方不明になったならば、どこにいるのか

探すのは本当に大変です。実際に行方不明者を発見した人の半数は、探していた人ではなく、

偶然見つけた人とのことです。行方不明になっている本人もどこにいるのか分からなくて不

安でいっぱい、探す家族もどこに行ってしまったのか分からなくて、いろんなところを探す

けれども見つからず、心配な気持ちでいっぱいになります。偶然見つけた人も、何か身元が

分かるものや連絡先がないかとお探しになると思います。行方不明者の安全と生命を守るた

め、ＧＰＳ端末やＱＲコードシールなどの導入について、早急に御検討いただければと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

では、５番目の質問になります。運転免許証返納後の交通課題解決に貢献できるパーソナ

ルモビリティとしての特定小型原動機付自転車についてです。令和５年７月１日から、道路

交通法が改正され、特定小型原動機付自転車が運転免許不要で運転することができるように

なりました。しかしながら、特定小型原動機付自転車については御存じでない方が多いため、

道路交通法の改正内容など特定小型原動機付自転車に関する情報を、市の広報やホームペー

ジなどで啓発していただきたいと考えておりますが、市民環境部長の御見解をお尋ねいたし

ます。 

○議長（藤井慶峰君） 市民環境部長、小山郁郎君 

○市民環境部長（小山郁郎君） 御質問にお答えいたします。 

最初に、特定小型原動機付自転車について御説明申し上げます。これは、原動機として電

動機を用いる車両のうち、最高速度が時速２０キロメートル以下、車体の大きさが長さ１.

９メートル以下、幅が０.６メートル以下といった条件を満たすもので、先ほど議員からも

お話がありますとおり、いわゆる電動キックボードが代表として挙げられます。 

令和５年７月１日から改正道路交通法の一部施行に伴い、免許がなくても運転することが

できるようになりました。 

公道で利用する際は、所有者が市区町村へ軽自動車のナンバープレートの交付申請を行い、

ナンバーを取得することとなっており、現在、本市では４台の特定小型原動機付自転車が登

録をされております。 

ナンバープレートの取得が必要ではありますが、免許がなくても乗れるため、今後本市で

も所有者が増加することが予想されます。 

本市といたしましては、交通ルールを守り、安全に利用していただくための啓発も含め、

今後、広報紙やホームページ等で特定小型原動機付自転車を紹介してまいりたいと考えてお

ります。 

以上でございます。 

○議長（藤井慶峰君） 中野洋一君 
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○３番（中野洋一君） 御答弁ありがとうございます。免許がなくても乗れるものであるから

こそ、交通ルールを守り、安全に利用していただくための啓発も含めて、今後、広報やホー

ムページ等で特定小型原動機付自転車を紹介してまいりたいとの御答弁であったかと思いま

す。マスコミ等で特定小型原動機付自転車である電動キックボードの運転マナーが悪いなど、

危険な運転をしている一部の人が取り上げられ、何となく良くないというイメージが付いて

いるのではないかと危惧をいたしております。危険な運転をしている人が乗っているものは、

特定小型原動機付自転車として条件を満たさないものをインターネットなどで購入して、公

道で乗っていた人が多かったようです。私は、特定小型原動機付自転車として条件を満たし

ている電動キックボードに実際乗ってみましたが、ほとんどの場面において快適に乗ること

ができました。交通ルールを守り、安全に利用していただくための啓発はとても大切である

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

さて、本市においても、たびたび話題に上がる運転免許証返納後の交通空白地の移動手段。

私は本年６月議会においても、交通空白地の移動手段として、グリーンスローモビリティを

導入してはどうかと提案をいたしました。今後の検討課題としていただいたわけですが、交

通空白地にお住まいの移動手段を持たない方にとっては、日々の買い物や通院などに今まさ

に困っているわけで、待ったなしの状況です。市としても様々な対策を講じようと努力をさ

れていることは重々承知をしておりますが、実際、なかなかこれだという決定打がないとい

う状況ではないでしょうか。 

そこで、交通空白地における運転免許証返納者が、近距離の移動手段として特定小型原動

機付自転車を活用することは、自力で移動できる手段の確保につながり、交通空白地問題の

解消に少しでも寄与できる部分があるのではないかと思慮いたします。小さなタイヤの二輪

の電動キックボードに立って乗る姿をイメージされることが多いので、不安定で危険ではな

いのかとお感じになる方もいらっしゃるのではないかと思いますが、私が実際に乗って感じ

たのは、二輪でも結構安定しているということです。もちろん個人差はあると思いますが、

自転車に乗れる方は御高齢の方でも問題なく乗れるのではないかと感じました。二輪では不

安に感じる方には、三輪や四輪の特定小型原動機付自転車もありますし、椅子が付いている

ものや着脱できるものもあります。また、買い物などに利用することを考えると、あの小さ

な車体で荷物が積めるのかと思われる方もいらっしゃるかと思いますが、かごを取り付けた

り、リュックを背負うことで、日常生活に必要な買い物などは問題なく行えます。また、私

が乗った電動キックボードは、家庭用のコンセントから約５時間の充電で６０キロメートル

程度走ります。買い物だけの普段使いなら、毎日充電する必要もありません。坂道でも普通

に走ります。最大荷重は１１０キログラムありますので、十分ではないかと思います。私が

乗った時期は、夏真っ盛りの正午頃の暑い時間でしたが、スピードは時速２０キロで、全身
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に風が当たるので動いている時間はそんなに暑さは感じませんでした。信号で止まるとやは

り暑かったと記憶しております。 

ところで本市では、６５歳以上の方が電動アシスト自転車を購入する際に、補助金を交付

する制度があり、これはすばらしい制度であると感じております。そこで、この制度を発展

的に拡充して、特定小型原動機付自転車も補助の対象としてもいいかもしれません。近年の

命にも関わるような酷暑、９月に入った今でさえも、日中はまだまだ暑い日が続いておりま

す。そんなときに、電動アシスト自転車とはいえ、ペダルをこいで出かけるというのはなか

なか大変です。時代も環境も大きな変化のときに来ているということにも着目した上で、本

市でも特定小型原動機付自転車活用の有効性について、企画財政部長にお尋ねいたします。 

○議長（藤井慶峰君） 企画財政部長、光井正吾君 

○企画財政部長（光井正吾君） 御質問にお答えいたします。 

議員が懸念されますとおり、本市の高齢化は加速しており、今後、公共交通に頼らざるを

得なくなる運転免許証返納者も増えていくことが予想されます。 

このような中、全国的にも問題になっておりますタクシーなどのドライバー不足は、本市

においても同様の大きな課題です。交通不便地域における住民の移動手段の確保が喫緊の課

題であることは、十分認識しているところであり、解決の糸口を見つけるべく、あらゆる角

度から調査・研究に取り組んでいるところです。 

そのような中、先ほど御紹介いただきましたけれども、本市では、交通不便地域や免許証

返納者に限った支援としてではなく、市内在住の６５歳以上の方を対象として、電動アシス

ト自転車購入費に対する補助金を交付することで、公共交通以外の移動手段の確保の推進も

行っているところです。 

補助率は、通常、自転車本体購入費の３分の１で、上限は２万円ですけれども、交付申請

日時点で運転免許証の返納日から１年以内の方に限り、補助金の上限額を４万円にアップい

たします。 

補助金の交付状況としましては、昨年度は１０件の申請があり、うち免許証返納者は３人

となっております。 

現状としましては、本市では、この電動アシスト自転車購入に対する補助事業を可能な限

り継続していきたいというふうに考えておりますけれども、議員御提案の特定小型原動機付

自転車につきましても、本市における利用者の状況や安全な利用に関する調査なども含め、

他市の事例を参考にしながら、運転免許証返納後の高齢者の移動手段としての有効性を研究

してまいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（藤井慶峰君） 中野洋一君 
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○３番（中野洋一君） 御答弁ありがとうございます。交通不便地域における住民の移動手段

の確保が喫緊の課題であるということは、共通認識であると思います。みんなで知恵を出し

合い考えていかなければならない最重要課題であると思慮しております。特定小型原動機付

自転車について、運転免許証返納後の高齢者の移動手段としての有効性を研究していただき、

有効であると認められた場合には、電動アシスト自転車購入費用に対する補助と同じように、

購入費用の補助を是非御検討いただければと思います。 

最後に、執行部におかれましては、誠実な御答弁をいただきましたことに感謝申し上げま

す。そして、太田教育長、９月末での御退職、大変にお疲れ様でございました。普段のきり

っとした表情の合間に、時折見せられるはにかんだような笑顔、その笑顔ですね、素敵だな

あというふうに思っておりました。今後も広い御見識をもって、ますますの御活躍をなされ

ることをお祈りいたします。 

それでは、私の質問はこれで終わらせていただきます。御清聴ありがとうございました。 

○議長（藤井慶峰君） 議事の都合により、暫時休憩いたします。１１時５分から再開いたし

ます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

午前１０時５８分休憩 

午前１１時０５分再開 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（藤井慶峰君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

質疑及び一般質問を続行いたします。 

１番、土黒功司君 

○１番（土黒功司君） 改めまして、おはようございます。会派、風の土黒功司でございます。

一般質問の機会をいただき、誠にありがとうございます。今回は通告に従いまして、快適な

生活環境の整備について、道路安全確保、児童発達支援環境の３項目について質問させてい

ただきます。以後、質問席より質問させていただきます。 

○議長（藤井慶峰君） 土黒功司君 

○１番（土黒功司君） 早速ですが、質問に入らせていただきます。 

快適な住まいの環境において、水道水の水温は、生活の質を左右する非常に重要な要素で

す。特に家庭での料理やお風呂において、適切な水温が確保されることは、日常生活を円滑

に営んでいく上で欠かせません。夏場に水道水の温度が高くなることで、これらの生活活動

に大きな支障が生じ、住民の健康や快適な生活に深刻な影響を及ぼす可能性があります。昨

今の温暖化の影響が水温に影響を与え、特定の地域では、住民が不便を感じる状況が発生し

ています。実際に、我が家でもある日の水温を調査したところ、３０度後半の水温となって
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いる日もありました。市として、この上水道の水温上昇に対する現状をどのように把握し、

これまでどのような対応を行ってきたのか。また、今後の改善策についてお教えいただけま

すでしょうか。建設部長お願いいたします。 

○議長（藤井慶峰君） 建設部長、草野一人君 

○建設部長（草野一人君） 御質問にお答えします。 

議員御質問のとおり、夏場になると市民から水温に関する問い合わせが多くなり、水道の

水温が高くなっている地域があることは把握しております。 

水道の水源は、地下を流れる地下水と地上を流れる河川などの表流水があり、地下水は１

年を通して水温は一定していますが、表流水の水温は外気温の影響を受けやすいため、水温

が上下しやすくなります。 

本市の水道は、花園地区、宇土地区の東部、走潟地区の水源が外気温の影響を受けやすい

河川水ということで、ほかの地区に比べ、特に温まりやすい傾向にあります。 

この河川水は、球磨川の良質な水を水源にしたもので、上天草・宇城水道企業団から供給

を受けており、企業団において月１度の水温測定を行っておりますが、今年８月の水温を確

認したところ、球磨川の取水口で２８.３度、本市の受入施設である花園配水池で２９.１度

あり、特に今年は高くなっているとのことでした。 

また、水源のほかに水道の水温が高くなる原因としましては、道路に埋設された水道管が、

夏場の日差しや気温の上昇で温められることが挙げられます。特に日頃から水道を使う量が

少ない地域や水道管の末端の地域は、水の動きが少なくなるため、水温が上昇しやすくなり

ます。 

さらに、各家庭においても、給水管を埋設されている箇所が常に日が当たるところであれ

ば、余り水を使用しない日中に水道水や水道水が流れる地面や建物部分が温められ、水温が

高くなることになります。 

本市の対応としましては、水温が高い地区については、水道管に水抜き用として設置して

あるドレン管から水道水を排水して、常に水が動く状態にし、水温の上昇を緩和するように

対処しています。 

今後につきましては、水道水の水温を下げる抜本的な対策を見つけることは難しい状況で

すが、まずは水道水が流れる各地点の水温を測定し、どのように水温が上昇しているか把握

を行い、より効果的な対策がないか検討していきたいと思います。 

以上でございます。 

○議長（藤井慶峰君） 土黒功司君 

○１番（土黒功司君） 御答弁ありがとうございます。市民の皆様が、安心して快適に暮らせ

る環境を整えることは、行政として重要な責務だと考えます。具体的な水温上昇の原因、対
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応策を丁寧に御説明いただきありがとうございます。抜本的な対策が、非常に困難であるこ

とは十分に理解しております。しかし、市民の皆様にとって水道水の適切な温度は、生活の

質を守る上で欠かせない要素であり、特に料理やお風呂といった日常の生活活動においては、

快適な温度が確保されることが重要です。今後、市として水温が上昇している状況を継続的

に把握し、より具体的で効果的な対策の検討を進めていただければと考えます。御答弁いた

だいたような地域ごとの水温管理の強化など、現実的かつ効果的な秘策を模索し、市民に安

全で快適な水道水を提供していただけるよう、引き続き尽力を申し上げます。 

次の質問に移ります。安心・安全なまちづくり道路安全確保について。宇土市の通学路に

おいて、白線が消えかけている箇所が多く見られます。それだけでなく、道路上に書かれて

いるや「止まれ」や「徐行」といった注意喚起の文字が薄れてしまっている箇所もあり、視

認性の低下が深刻な問題となっています。現在の一部の通学路の状況、道路状況の資料を映

しますので、モニター又はタブレットを御覧ください。こちらは、ある地区の通学路の状況

なのですが、走潟です。走潟地区は御存じのとおり用水路に面したところを子どもたちが通

っておりまして、見て分かりますとおり、通学路のところの白線がもう消えているのが分か

ります。左側の写真は車が通っているところを避けながら、車が一応距離を置きながら通っ

ていただいているんですけれども、非常に危ない状況となっております。２ページ目なんで

すけど、また交差点のところ、もう読むのが本当に難しいぐらい危険な箇所で、道路の文字

が消えかけていたり、カーブミラーのところの劣化が多く見られています。通学路として利

用される道路では、車両の減速や停止が適切に行われなくなり、朝夕の登下校時に子どもた

ちが交通事故のリスクにさらされる場面が増えているとの報告が、保護者や学校関係者から

多く寄せられています。こうした道路標示が適切に維持されることが、子どもたちの安全を

守るために不可欠であり、市としても最優先で取り組むべき課題であると考えます。現在、

通学路における白線や文字表示の劣化状況を市はどのように把握し、そのメンテナンスや再

整備において、どのような優先順位を設定しているのでしょうか。また、現在の道路メンテ

ナンスに充てられている予算規模を踏まえた上で、これらの課題に対する対応は十分である

のか、再評価する必要があるのではないかと考えております。子どもの安全を最優先に見据

えた道路メンテナンスの強化について、市の認識と今後の対応計画を具体的にお伺いできれ

ばと思います。建設部長お願いいたします。 

○議長（藤井慶峰君） 建設部長、草野一人君 

○建設部長（草野一人君） 御質問にお答えします。 

まず、市内の通学路の白線や「止まれ」、「徐行」等の道路標示の劣化状況をどのように

把握し、どのような優先順位で再整備を行っているかとの御質問についてですが、現在、本

市が管理する市道の延長は約５００キロメートルと長く、通学路も含め、全ての市道の道路
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標示の状況を確認するのは困難な状況です。そのため、市民の皆様からの通報を基に対応し

ているというのが現状です。 

ただし、通学路については、通学路の安全確保に向けた取組を行うことを目的に策定され

た宇土市通学路安全プログラムに基づき、年１回、教育委員会、学校、放課後児童クラブ関

係者、ＰＴＡ、警察、道路管理者である国・県・市及び地域住民等が参加する合同点検を行

っています。 

この合同点検の結果を基に、国・県・市の道路管理者による白線等の引き直しや、交通規

制を伴う横断歩道や停止線、「止まれ」等の道路標示については、警察において引き直しが

行われているところです。 

次に、道路メンテナンスの強化に対する市の認識と今後の対応についてですが、議員御指

摘のとおり、子どもたちの安全が最優先というのは当然のことであると考えております。 

現在、土木課では、市道の形態や路面状況を把握するため、シルバー人材センターに委託

し道路パトロールを行っておりますが、今後は、この道路パトロールを強化し、道路標示の

劣化についても把握に努めるとともに、警察や道路管理者である国・県と連携を密にし、必

要な箇所に必要な対応が取れる体制づくりに努めてまいりたいと思います。 

以上でございます。 

○議長（藤井慶峰君） 土黒功司君 

○１番（土黒功司君） 御答弁ありがとうございました。宇土市通学路安全プログラムに関す

る知識が、私自身不足しており、その点について十分な調査ができないまま、建設部長にお

尋ねしたことを大変申し訳なく思います。ただ、その上で申し上げますが、宇土市通学路安

全プログラムに関して、現場では学校やＰＴＡの構成メンバーが毎年変わったり、プログラ

ムの運営方針が十分に周知徹底されていないとの声が聞かれます。このような状況では、せ

っかくの合同点検の効果が十分に発揮されず、継続的な安全確保の妨げになることが懸念さ

れます。部署は変わりますが、教育部におかれましては、宇土市通学路安全プログラムの運

営方針が関係者に確実に伝わるよう説明会の開催や、年間を通じた情報共有の強化を是非検

討していただければと思います。合同点検の目的や基準、報告のフィードバックを明確に伝

わるガイドラインの作成や運営の継続的な確認改善を期待しております。 

次の質問です。市内の様々な地域で道路舗装や拡幅に関する陳情が寄せられているとは思

いますが、限られた予算の中で地域全体の交通安全を効率的に確保するためには、白線や道

路上の文字標識の再整備が、比較的低コストでありながら、短期間で大きな効果を発揮でき

る手段であると私自身考えております。特に、通学路や高齢者が利用する道路においては、

こうした道路標示のメンテナンスを適切に行うことで、事故のリスクを大幅に減少させ、安

全性を迅速に向上させることが可能だと考えます。市として、現在の道路整備に関する年間
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予算の中で、こうした道路標示のメンテナンスがほかの大規模な道路工事に比べ、費用対効

果が高いという点をどのように評価されていますでしょうか。また、現在の限られた市の予

算の中で、道路標示の再整備を優先的に進めるための方針や優先順位の設定基準についてお

伺いできればと思います。ほかのインフラ整備とのバランスをどのように考え、道路メンテ

ナンスを進めているのか、市としての全体的な計画を含めて御答弁をお願いします。建設部

長お願いいたします。 

○議長（藤井慶峰君） 建設部長、草野一人君 

○建設部長（草野一人君） 御質問にお答えします。 

まず、道路標示の再整備の費用対効果についてですが、議員御指摘のとおり、消えかかっ

た白線や道路標示の明示は低コストでの整備が可能であり、費用対効果は高いものと認識を

しております。 

しかし、道路拡幅を含めた道路改良を行うことで、交通の安全性が大幅に向上することも

事実であります。市としましては、どちらが優先ということではなく、どちらも並行して進

めていくべきものと考えております。当然、その中において、通学路の安全確保は最優先に

取り組むべきものと認識をしております。 

次に、道路標示の再整備と道路整備とのバランスをどのように考えているのかについてで

すが、土木課には市内各地区から、道路の拡幅や舗装等に関する様々な要望があっておりま

す。この要望に対して、緊急性を基に優先度が高いものから事業化しているところです。先

ほどの繰り返しになりますが、道路標示の再整備と道路整備は、並行して進めていくべきと

考えております。 

以上でございます。 

○議長（藤井慶峰君） 土黒功司君 

○１番（土黒功司君） 御答弁ありがとうございました。通学路の安全確保は最優先とされて

いることは当然のことであり、特に子どもたちの安全が直接関わる場所では、道路標示の視

認性が交通事故のリスク軽減に直結するために、迅速かつ確実な対応が求められます。市と

しての取組がどちらも並行して進めるという大枠の方針にとどまってしまうと、限られた予

算と人材をどのように最も効果的に配分するかが曖昧になり、結果的に対応が遅れる可能性

があることが懸念されます。道路拡幅や舗装といった大規模な工事は多額の予算が必要であ

り、その実施には多くの時間と資源が費やされる一方、白線や「止まれ」などの道路標示の

メンテナンスは、御答弁にあったとおり、比較的少額の予算で済み、短期間で地域の安全性

を大幅に向上させることは間違いないと思います。市として、現在の道路整備全体に係る予

算の見直しを行い、道路標示のメンテナンスに必要な資金を確保するため、市の予算を優先

的に確保したり、国や県の補助金や特別予算を活用するなど、効果的な資源配分を進めるこ
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とはできないでしょうか。また、予算の再配分を含め、通学路やそのほかの優先度の高い地

域の道路メンテナンスをより迅速に進めるための具体的な施策や計画について、市の今後の

方針、具体的な取組内容を示していただければと思います。建設部長お願いいたします。 

○議長（藤井慶峰君） 建設部長、草野一人君 

○建設部長（草野一人君） 御質問にお答えします。 

まず、予算に関しまして、昨年度の決算で申し上げますと、市の交通安全対策事業費のう

ち、外側線等設置委託料の支出済額は４４１万７,０５０円で、道路橋梁費うち、工事請負

費の支出済額の合計は３億３,６４７万３,７３２円であります。 

外側線等設置委託料は、サテライト宇土からの環境整備協力金を基にした基金を一部繰り

入れているものの、残りは全て一般財源となっております。これに対し、道路整備に伴う工

事請負費は、国の交付金や財政面で有利な起債を活用しておりますので、工事請負費を減ら

した分を単純に外側線等設置委託料に充てられるというものではございません。 

しかしながら、先ほど答弁しましたとおり、今後、道路パトロールを強化する中で、道路

標示の劣化について市が把握できる件数が増加することが見込まれますので、迅速に対応で

きるよう予算の確保は必要だと考えております。 

次に、地域住民が安心して通行できる道路環境の整備についてですが、道路パトロールの

強化や宇土市通学路安全プログラムに基づく関係機関と連携を密にすることにより、危険箇

所の把握に努め、速やかな対応を行うことで、市内全体の交通安全の確保に努めてまいりた

いと考えております。 

以上でございます。 

○議長（藤井慶峰君） 土黒功司君 

○１番（土黒功司君） 御答弁ありがとうございました。市が道路標示の再整備に必要な予算

の確保に向けて努力されていること、また道路パトロールの強化を通じて、交通安全の向上

を図ろうとする姿勢について理解いたしました。今後強化される道路パトロールの結果、把

握する道路標示の劣化件数の増加が予想されますが、これを単なるデータ収集で終わらせず、

早急な対応につなげる仕組みづくりをお願いいたします。市としてどのように緊急性を判断

し、予算や人員を効果的に配置するかが問われるところです。地域住民からの声やパトロー

ルで得られた情報を最大限に活用し、迅速かつ適切な道路メンテナンスを実施することを強

く要望いたします。 

最後の質問に移ります。児童発達支援環境の充実についてです。児童発達支援環境は、発

達障がいや発達の遅れを抱える子どもたちに、健全な成長と将来の自立を支援するために、

不可欠な取組です。子どもたちが適切な支援を受けることで、将来的に自立し、社会に貢献

できる人材となることが期待されます。児童発達支援の充実は、中学校の不登校への問題に
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つながる影響もあると聞きますし、家族の負担軽減や地域全体の福祉向上にもつながります。

このような背景を踏まえ、児童発達支援の更なる充実が宇土市の未来の支えになる重要な課

題であると考えます。 

まず、宇土市の児童発達支援の現状についてお伺いいたします。宇土市障がい児福祉計画

によれば、児童発達支援の利用者数は令和５年度で１２９名、令和６年度には１３８名、令

和７年度には１４８名、令和８年度には１５９名と、今後も増加が見込まれております。少

子化が進行する一方で、発達障がいや発達の遅れを抱える子どもたちの数が年々増加してい

る状況と聞いておりますが、こうした支援が必要な児童の実態について、現在の宇土市内に

おける児童発達支援施設では、どのくらいの子どもたちを受け入れているのか、現状をお教

えください。また、現在の施設数や受入体制が、今後の利用者数の増加に対応できるキャパ

シティを有しているのか、今年度以降の施設確保に向けた計画はどのようになっているかに

ついても、併せてお答えください。健康福祉部長お願いいたします。 

○議長（藤井慶峰君） 健康福祉部長、岡田郁子さん 

○健康福祉部長（岡田郁子さん） 御質問にお答えします。 

本市における発達障がいや発達の遅れが見られる子どもの児童発達支援事業所が受け入れ

ている数は、複数の事業所を利用している児童もいるため、正確な実人数ではありませんが、

令和６年３月の請求実績の延べ件数では１６７件です。そのうち約７割の１１６件が、本市

内の児童発達支援事業所を利用しており、約３割の５１件は、近隣市町の事業所を利用して

いる状況です。 

また、今後の利用者数の増加見込みへの対応につきましては、現在、本市には児童発達支

援事業所が７か所ありますが、昨年度策定した令和６年度から令和８年度までの第３期障が

い児福祉計画において、新たに３事業所を整備予定としており、令和８年度までに１０か所

の設置を予定しております。 

児童発達支援の利用につきましては、週１回から２回の利用が平均的であり、事業所の定

員数から鑑みると、利用者数の増加には対応できるものと考えております。 

以上でございます。 

○議長（藤井慶峰君） 土黒功司君 

○１番（土黒功司君） 御答弁ありがとうございました。御答弁の内容について、幾つかの懸

念点があります。まず、本市内の児童発達支援事業所を利用している児童が約７割、残りの

３割が近隣市町の事業所を利用しているという現状についてですが、これは市内の支援体制

が十分でないために、他市町の事業所を選択せざるを得ない家庭がある可能性があるのでは

ないかと考えます。この３割の児童とその家庭にとっては、移動時間等の負担増が生じる可

能性が高く、特に発達支援が必要な子どもたちにとって、アクセスの良さは重要な要素であ
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ると考えます。このような現状を踏まえ、市内の支援体制をより充実するための対策も求め

られるのではないかと考えられます。 

次に、令和７年度までに児童発達支援事業所を３か所増設し、計１０か所とする計画が進

められているということですが、今後も利用者の増加が見込まれる中で、この整備計画が実

際に利用者のニーズを十分に果たすことができるかは、慎重なモニタリングが必要だと考え

られますので、引き続き、児童発達支援の充実に向けた努力をお願いするとともに、実際に

支援が行き届くよう、市としても更なる施策の充実を求めてまいりたいと思います 

続いて、児童発達支援施設の充実、専門スタッフの確保・育成、更には利用者サービスの

質の向上についてお伺いいたします。まず、専門スタッフに関してですが、児童発達支援に

おいては、作業療法士、言語聴覚士、臨床心理士などの専門職が、子ども一人一人の特性に

応じた支援を提供するために、非常に重要な役割を果たします。宇土市内の児童発達支援施

設では、これらの専門スタッフは十分に確保できているのでしょうか。もし不足している場

合には、どのように確保し、継続的に育成していく計画があるのか、市としての考えをお伺

いできればと思います。また、施設の充実を図るためには、施設の質の向上や安定した運営

体制の確立も不可欠です。この件に関して、市として具体的な方針や予算配分をどのように

計画しているのか、今後の計画についてお伺いいたします。さらに、児童発達支援施設を利

用する子どもたちとその家庭に対して、質の高いサービスを提供するための取組、専門スタ

ッフの充実はもちろんのこと、施設利用者が必要とする専門性、サポートが適切に提供され

ているかを評価し、サービスの質を向上させるための仕組みはどのように整備されているの

か、現状の取組や課題について御説明いただければと思います。例えば、利用者からのフィ

ードバックを活用して、サービスの改善を図る仕組みやスタッフのスキルアップを促進する

ための研修制度が整備されているかどうか。また、利用者の満足度向上を目指した具体的な

取組が行われているかについても、お答えいただければと思います。健康福祉部長お願いい

たします。 

○議長（藤井慶峰君） 健康福祉部長、岡田郁子さん 

○健康福祉部長（岡田郁子さん） 御質問にお答えします。 

まず、児童発達支援事業所への専門職の確保についてですが、児童発達支援事業所の指定

は県が行っており、人員・設備・運営に関する指定基準があり、これらを満たした人員配置

が必要となります。定員１０人の場合の基準では、機能訓練や医療的ケアを行わない場合は、

専門職の配置は求められておりません。専門職の配置により、療育の質の向上につながると

思いますが、市には事業所の指定権限がなく、国の基準以上の要件を設けることはできない

ため、市が専門職の確保や育成計画を策定することは難しいと考えております。 

次に、事業所の質向上や安定した運営強化に向けての御質問ですが、先ほど申し上げまし
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たように、市には事業所の指定権限等がないため、市としての具体的な方針を定めることは

できません。しかし、国においては、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業所等の人員、

設備及び運営に関する基準の改正や、令和６年度障害福祉サービス等報酬改定を実施し、利

用者が、生涯にわたる人間形成にとって極めて重要な乳幼児期にあることを踏まえ、障がい

の特性を踏まえた児童発達支援の確保や、質の評価を取り入れた質の高い発達支援の提供の

推進に取り組むこととしております。 

今回の報酬改定においても、子どもの特性を踏まえた支援を確保する観点から、事業所に

対して、１、健康・生活、２、運動・感覚、３、認知・行動、４、言語・コミュニケーショ

ン、５、人間関係・社会性の五つの領域を全て含めた、総合的な支援を提供するプログラム

の作成・公表を求めております。また、専門職による支援の評価として、専門的支援加算等

をより細やかに新設し、報酬に反映させることで、経験ある人材の活用・評価を推進してお

り、事業所の質向上や安定した運営強化を図っております。 

また、児童発達支援に係る事業費は、国２分の１、県４分の１、市４分の１で負担してお

ります。利用者数の増加とともに、事業費も年々増加しておりますが、療育を必要とする児

童が適切に利用できるよう対応してまいります。 

次に、サービスの質の向上については、事業所の指定権限がある県が、事業所に対し指導

監査を実施しています。講習等による集団指導や実地による運営指導を定期的に行うことに

より、事業所の質の確保及び給付費等の適正化を図っています。 

次に、利用者からのフィードバックを活用してのサービス改善や、満足度向上を目指した

取組についてです。事業所は児童発達支援ガイドラインに基づき、職員や保護者による評価

を踏まえた自己評価だけでなく、児童・保護者を対象としたアンケート等を実施し、利用者

の意向や満足度を把握することが求められています。その結果を踏まえ、業務改善を図らな

ければならないとされており、その取組については児童・保護者に示すとともに、公表する

ことになっております。 

次に、職員のスキルアップの促進については、発達支援ガイドラインでも、事業所の設置

者・管理者は職員の支援の質の向上を図るため、研修の実施等を行う必要があると定められ

ており、研修の受講機会等を提供することで職員のスキルアップの促進につながるものと考

えております。 

また、今年３月に宇城圏域に児童発達支援センターが設置され、地域における障がい児支

援の中核的役割を担っております。その機能の一つとして、地域の事業所への支援技術の向

上に資する助言・指導を行うスーパーバイズ・コンサルテーションの実施があり、人材育成

の一環として、事業所職員が専門的かつ適切な支援が実施できるよう研修も実施していると

ころです。 
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以上でございます。 

○議長（藤井慶峰君） 土黒功司君 

○１番（土黒功司君） 御答弁ありがとうございました。市、県として広域で様々な取組が行

われていること、ありがとうございます。ただ、児童発達支援事業所の専門職の確保につい

て、市としては指定権限はないために直接的な関与は難しいという御説明でありましたが、

発達障がいや発達の遅れがある子どもたちにとって、専門職の存在は支援の質を大きく左右

するものであり、非常に重要であります。国の基準以上の要件を設けることができないにし

ても、市として事業所への積極的な支援や専門職の確保を推進するための働き掛けを行うこ

とは可能であると考えます。例えば、専門職を目指す人材に対する奨励金の支給や研修の機

会提供など、支援の質を高めるための市独自の施策も可能ではないでしょうか。以上の点に

ついて、引き続き市民の声に耳を傾け、より質の高い児童発達支援環境の整備について、市

としての強い取組をお願いいたします。 

最後に市長にお尋ねいたします。宇土市は、「住みたいまち、住み続けたいまち」を目指

しておりますが、その実現には、特に子育て世代にとって魅力的な環境づくりが欠かせませ

ん。今回取り上げさせていただいた児童発達支援環境の充実は、発達障がいや発達の遅れを

抱える子どもたちだけでなく、子育て世代に安心感を与え、宇土市が子育てに適したまちと

して選ばれるために重要な政策であると考えます。そのためには、児童発達支援施設の充実

だけでなく、複合的な支援環境の整備が必要であり、その一つとして、公園設備の充実が挙

げられます。令和５年３月議会の一般質問でも提言させていただきましたが、市民からは

「宇土市には、子どもたちを自由に遊ばせられる公園施設が少ない」、「市外の公園に連れ

ていかざるを得ない」という意見が多く寄せられています。こうした現状は、子どもたちや

保護者にとって大きな負担となっており、地域で安心して遊べる環境の整備が急務であると

考えております。また、公園の遊具の劣化や修繕が必要な箇所も多く、早急な対応が求めら

れます。公園施設の充実は、子どもたちに身体的な発達に加え、社会的・感覚的な発達も大

きな効果をもたらすことが多くの研究で示されています。特に、障がいのある子どもたちが

利用できるバリアフリーの遊具や自然環境の整備は、感覚統合療法などの発達支援に活用さ

れ、重要な役割を果たしています。健康福祉部が進められている児童発達支援事業に加え、

建設部等の事業部とも連携して、公園整備を児童発達支援の一環として進めることは極めて

有効であると考えています。宇土市として、子どもたちの発達を支援する公共施設の環境整

備を進めることは、子育て世代が住みたいまちとして宇土市を選ぶための重要な要因である

と考えます。現在進んでいる旧田中会館を活用した図書館整備や子どもサードプレイス施設

の建設、走潟地区におけるかわまちづくり計画など、児童発達支援という視点も取り入れた

施策を是非検討していただければと思います。さらに、児童発達支援環境の充実は、冒頭述
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べましたとおり、現在小中学校の大きな課題となっている不登校問題にも大きく関わってく

ると思います。市として、各担当部の連携を強化し、児童発達支援の充実を図ることで、子

育て世代に選ばれるまちづくりをどのように進めていくのか、その体制や方針について市長

の考えをお聞かせください。よろしくお願いいたします。 

○議長（藤井慶峰君） 市長、元松茂樹君 

○市長（元松茂樹君） 御質問にお答えをいたします。 

まず、本市が管理している遊具を備えた公園は、全部で３０か所でございます。しかしな

がら、今御指摘がありましたとおり、遊具本体や部材等に経年による劣化や腐食が進んでお

りまして、年々修繕の必要なところが増加しており、その都度対応しているところでござい

ます。最近個人的に、こういった公園に出向くことが極端に増えてまいりました。子育ての

時代にはもちろん行っていたのですが、子どもが成長するにつれて、公園からは当然足が遠

のいていたわけですけれども、この遊具の老朽化の問題もあってどういう状況かというのを

見に、仕事の延長線上として行くこともありますし、孫ができまして、孫を連れてじいさん

として遊びに連れていくこともあります。また、そういうことで行っていると、いろんなと

ころに行ったときに、珍しい遊具が見えたらちょっと寄ってみようかなということで、よそ

の自治体の公園に立ち寄ることなどもあります。動機は様々なんですけれども、そんな行く

中で、やはり子どもたちの姿も見かけますし、自分も連れていくものですから、じっくり観

察することがあるわけですけれども、総合的に大きく、強く感じているところが２点ありま

す。子どもをじっくり見ていると、遊びの中で工夫をしながらだんだん上手になっていくん

ですね。階段の上り方が上手になっていく、危ない場所を避けていく、そしてやはり１回目

に行くときと２回目に行くときはスピード感も変わってきて、本当に楽しそうに遊んでくれ

る。そういう姿を見て、こういう遊びで子どもってやはり成長するんだなということを改め

て感じました。自分が子育てをしているときにはそこまで感じなかったことが、今やっと分

かったような気がします。それと、特に市外の公園にも出向くものですから、出向くといっ

ても子どもを連れていくというのではなくて立ち寄るものですから、感じるのですが、宇土

市内の遊具は軒並み古くなっておりまして、構造的にも遊びの安全性とかはいいのかもしれ

ませんけれども、よそに行くとえらく工夫した遊具がたくさんあるんですね。そういうのを

見ると、使えない遊具もあって申し訳ないなという部分もありますけれども、余り面白そう

でもないなというようなこともあったりして、やはりもう少し公園の整備には力を入れるべ

きだなということを、最近特に強く感じているところです。 

市としましても、以前にも答弁しておりますとおり、小さい子どもたちも安心して過ごせ

る遊びの場として、既存公園の再整備を進めたいと考えているところでありますが、いろい

ろ自分も見ていく中で、これは早く実現しないといけないなというのが実感でございます。 
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議員がお話されましたとおり、また私も最近感じているような中身を先ほど申し上げまし

たけれども、公園や自然環境が子どもの発達に与える影響は非常に大きいと思います。感覚

統合の話もありましたけれども、感覚統合とは、複数の感覚を整理したりまとめたりする脳

の機能のことであり、感覚統合がうまくいかないと、情緒面、行動面、学習面、対人・コミ

ュニケーション面などで、様々な問題が起こるとも言われているようでございます。そのた

め、子どもにとって感覚を育てる様々な遊びが大切であり、その遊び場の一つとして公園が

あると思います。 

今回、御質問いただいた感覚統合を助ける遊びを取り入れ、発達支援に活用できる場所が

あるとすれば、市としても非常に重要なことですばらしいことだと思います。ただ、発達障

がいや発達の遅れがある子どもに限らず、公園の中で自然と楽しく感覚統合を高めることが

できる仕組みや、様々なニーズに合わせた遊具を設置することは、広く市民にとっても必要

なものでございます。先ほどから申しておりますが、現時点で宇土市内の公園の遊具の老朽

化が非常に進んでいることもありますので、できるだけ早く再整備をしたいと考えておりま

す。その中で、議員御指摘の大人も子どもも障がいがあっても楽しめるインクルーシブ的な

考えを取り入れた公園の整備についても、検討していきたいと思うところでございます。 

今後の公園の新設・再整備もですけれども、発達支援という意味での施設等の整備も含め

てですけれども、これに関わるのは決して一部の部署のみではございませんので、市役所で

いけば、教育部、建設部、経済部、健康福祉部など、横の連携をしっかりと取って、利用さ

れる方々の多くの意見も参考にさせていただきながら、誰もが利用しやすくなる安全な遊具

を導入できる公園、あるいはそういった施設の整備に取り組んでいきたいと考えております。 

以上です。 

○議長（藤井慶峰君） 土黒功司君 

○１番（土黒功司君） 市長、こんなに力強いメッセージをいただけるとは思っていなくて、

本当にありがとうございます。市長にお孫さんが生まれたということで、親としての立場、

祖父としての立場のいろんな目線で子どもたちと関わるというのが、いろんな立場で関わっ

ていくと、宇土市としても本当に魅力的なまちづくりになるかなと思っております。今回、

こういった発達支援事業のときに、ある事業所さんを訪ねたときに、人は食べものを食べる

ときに結構栄養面は気にするんだけど、運動という面も、先ほど御説明があったとおり、体

に対しての刺激を小さいうちから受けるということが体の栄養になるというお話をある専門

職の方から聞きまして、本当に感銘を受けたんですね。そういった意味で、今回発達支援と

いうところと、公園事業というのをつなげさせて御提案させていただきました。宇土市が

「住みたいまち、住み続けたいまち」と選ばれるためには、地域で安心して利用できる安全

な魅力的な公園の整備が不可欠だと考えます。市外に出向く必要のない魅力ある遊び場の提
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供をスピード感を持って進めていただきたく、強く要望いたします。現在進行している市の

整備事業に対しても、子どもの健全な育成の視点を入れた宇土市のグランドデザインを強く

お願いいたします。 

最後に、今回の一般質問に対し、丁寧に御答弁いただきました市長をはじめ、関係各課の

職員の皆様に深く御礼を申し上げます。子どもたちの通学路の安全確保、児童発達支援の公

園整備など、子どもたちやその御家庭のために前向きに取り組んでいただけることを心から

敬意を表します。今後とも皆様と協力しながら、宇土市がより魅力的なまちとなるよう、私

自身も頑張っていきますので、引き続きの御尽力をお願い申し上げます。 

私からの一般質問はこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（藤井慶峰君） 議事の都合により、暫時休憩いたします。１１時５５分から再開いた

します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

午前１１時４８分休憩 

午前１１時５５分再開 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（藤井慶峰君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

質疑及び一般質問を続行いたします。 

１８番、福田一君 

○１８番（福田一君） 日本共産党の福田です。新型コロナウイルス感染症対策は公的責任

で行うべきではないかなど、５点について質問いたします。担当部長、市長の誠意ある答弁

をお願いいたしまして、質問席より質問いたします。 

○議長（藤井慶峰君） 福田一君 

○１８番（福田一君） 新型コロナウイルス感染症について質問をいたします。新型コロナ

ウイルス感染症は、昨年５月に感染症５類に移行し規制が解かれ、観光地や繁華街などはに

ぎわいを取り戻し、交流が広がる中で、新型コロナウイルスの変異株による感染症が広がっ

ております。６月から７月にかけて熊本でもかなりの感染者数が増えましたが、８月には減

少しました。しかし、盆が過ぎ、子どもの夏休みが終わり、今後は感染者が増えるものと見

られております。コロナ感染者の全国と県内の状況、今後の見通しについて健康福祉部長に

お聞きいたします。 

○議長（藤井慶峰君） 健康福祉部長、岡田郁子さん 

○健康福祉部長（岡田郁子さん） 御質問にお答えします。 

新型コロナウイルス感染症の発生状況については、国立感染症研究所が全国５千の医療機

関からの報告を基にした定点把握により、１医療機関当たりの新規患者発生数を公表してお
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ります。 

それによりますと、令和６年７月頃から全国的に新規感染者数が増加傾向を示し、いわゆ

る第１１波に入ったことが確認されました。この第１１波は、九州地方を中心に流行が広が

り、７月第４週の熊本県内の新規患者発生数は２５.４６人と、全国３位となりピークとな

りましたが、その後は減少しております。 

昨日、９月５日に公表されたデータで、８月２６日から９月１日の分になりますが、熊本

県内の新規患者発生数は５.２２人と６週連続で減少しましたが、先週の全国の総計では増

加に転じており、これまでも夏休みやお盆、シルバーウィーク等、人の動きが多くなる時期

以後に感染者が増加する傾向があることから、今後も引き続き、感染者数の動向を注視する

必要があると思っております。 

以上でございます。 

○議長（藤井慶峰君） 福田一君 

○１８番（福田一君） 答弁のとおり、減少しておりますが、今後は増加するとみられてお

ります。これに対する感染予防や重症化を防ぐ対策が必要であります。しかし、４月より新

型コロナウイルス感染症に対する公的支援が打ち切られました。一部の治療薬は健康保険証

を使って３割負担でも３万円程度かかると聞いております。ＰＣＲ検査やワクチン接種、治

療薬等の個人負担はどの程度かかるのか説明をお願いいたします。高齢者は、新型コロナウ

イルス感染症の重症化リスクが高いため、秋には、６５歳以上と６０歳から６４歳の基礎疾

患のある人に対し、ワクチン接種が始まります。しかし、ワクチン接種で７千円も個人負担

があり、治療薬については、医療機関の窓口負担でもさらに高くなります。そのため、ワク

チン接種や治療などをためらう人が出てくると思います。それでは、重症化を防ぐことはで

きません。市独自の支援を含め、公的支援の拡充が必要ではないか。国に対する要望も含め、

健康福祉部長に市の考えをお聞きいたします。 

○議長（藤井慶峰君） 健康福祉部長、岡田郁子さん 

○健康福祉部長（岡田郁子さん） 御質問にお答えします。 

新型コロナウイルス感染症の治療にかかる医療費は、令和６年４月から公費による支援が

なくなっており、現在は通常の保険診療での負担となっております。 

まず、現在の治療薬として抗ウイルス薬ゾコーバ、ラゲブリオ、パキロビッドの３種類が

あります。各治療薬の費用は、保険診療の負担割合に応じて異なりますが、３割負担の場合、

ゾコーバは約１５,８００円、ラゲブリオは約２８,５００円、パキロビッドは約３万円です。

これらの治療薬を用いるかは症状に応じて、医師と相談しながら、適切な治療薬を選択され

るため、全ての方の治療に用いられるわけではありません。一般的に抗ウイルス薬を処方さ

れない場合は、発熱や体の不調を和らげるために、解熱剤のアセトアミノフェン等を使用し、
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症状の緩和が行われています。 

次に、新型コロナウイルス感染症の検査方法ですが、罹患の有無についての精度の高さを

求める場合はＰＣＲ検査を用い、３割負担で２,６３０円です。このほかに、症状や病気の

経過を見て、新型コロナウイルス感染症が疑われる場合は、抗原検査が用いられ、この場合

は３割負担で９６０円となります。新型コロナウイルス感染症とインフルエンザのどちらか

ではないかと疑われる場合には、同時抗原検査が用いられることもあり、この場合の３割負

担は１,１８０円となります。これらの金額は検査代のみであり、初診料や処方料などは別

途かかります。 

最後に、ワクチン接種についてお答えします。本年６月２１日に国が開催した自治体説明

会で、接種費用見込みが１回当たり１万５,３００円程度になることが示されました。この

うち定期接種への移行期における激変緩和措置として、国の基金から８,３００円の助成が

行われます。本市では、接種を希望する方の経済的負担を軽減するため、季節性インフルエ

ンザ予防接種と同等の割合で補助を行うこととし、残りの７千円のうち４千円を市が補助し、

定期接種を受けられる方の自己負担額は３千円になります。 

新型コロナウイルス感染症は、慢性呼吸器疾患や慢性心疾患、慢性腎疾患等の基礎疾患の

ある方や高齢者等で、免疫力が低下した方の中には重症化する場合もあり、中には後遺症と

思われる症状で悩んでいる方もおられます。公的支援の終了により、予防接種や治療費など

の個人負担は大きくなり、福田議員が懸念されるとおり、受診控えや接種控えにつながる可

能性もございます。 

そのため、市としましては、今後も新型コロナウイルス感染症にかかる医療費や予防接種

状況などの実態把握に努め、状況に応じて国や県へ医療に対する公的支援の要請についても

その必要性を検討したいと思います。 

以上でございます。 

○議長（藤井慶峰君） 福田一君 

○１８番（福田一君） ワクチン接種については１万５,３００円の費用に対し、国が８,３

００円の負担をし、残り７千円のうち、市独自で４千円の補助をし、個人負担は３千円と負

担は軽くなりますが、治療薬については、公的支援を増やさないと治療を避けると思います。

より一層の公的支援をお願いいたしまして、次の子育て問題について質問をいたします。 

子ども・子育て支援について質問いたします。子ども・子育て支援法が改定され、こども

未来戦略「加速化プラン」として、２０２８年までに少子化対策として児童手当などを拡充

するとしているが、その中身はどのようになっているのか、健康福祉部長にお聞きいたしま

す。 

○議長（藤井慶峰君） 健康福祉部長、岡田郁子さん 
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○健康福祉部長（岡田郁子さん） 御質問にお答えします。 

昨年１２月２２日に閣議決定されましたこども未来戦略において、急速な少子化、人口減

少に歯止めをかけ、持続的な経済成長を達成するため、子ども・子育て政策を抜本的に強化

し、次元の異なる少子化対策を実現することが掲げられました。 

この次元の異なる少子化対策を実現するに当たり、加速化プランとして、今後３年間の集

中取組期間における具体的政策の実施とその財源確保策の内容等を示しております。加速化

プランの施策は４本柱となっておりまして、一つ目に、子育ての経済的支援、二つ目に、全

てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充、三つ目に、共働き・共育ての推進、四つ

目に、こども・子育てにやさしい社会づくりのための意識改革を示し、全体の予算規模は３.

６兆円程度とされております。 

主な施策としましては、まず、児童手当制度が拡充されます。タブレット又はモニターを

御覧ください。 

全ての子どもの育ちを支える基礎的な経済支援として児童手当制度を位置づけるため、受

給者の所得制限を撤廃し、今年の１０月分から、支給対象年齢がこれまでの中学３年生まで

から、高校３年生相当年齢までに拡大されます。具体的には、０歳から３歳未満は月額１万

５千円、３歳から高校生年代までは月額１万円を支給します。さらに、多子世帯では経済的

支援の必要性が高いことから、第３子以降は月額３万円となります。併せて、きめ細かく児

童手当を支給することができるよう、支給月がこれまでの年３回から、隔月（偶数月）の年

６回となります。なお、児童手当の拡充に係る本市の予算案につきましては、本定例会に上

程しております。 

次に、幼児教育・保育の質の向上を目指すための職員配置基準については、保育士一人当

たり担当する１歳児を６人から５人へ、４・５歳児は３０人から２５人へ改善されます。ま

た、保育士等の処遇改善に取り組む方針も示されております。 

また、全ての子育て家庭への支援を強化するため、働いているかどうかを問わず、時間単

位で柔軟に利用できるこども誰でも通園制度が創設されます。今年度から一部の自治体で試

行的事業を開始し、令和８年度からは全国で取り組むこととされています。 

そのほかの施策としまして、国は、ひとり親家庭の自立促進のための児童扶養手当の拡充

や就業支援、多子世帯の学生等に対する高等教育費の負担軽減のため、大学等の授業料の無

償化や授業料後払い制度の創設、また、出産等の経済的負担の軽減のための出産育児一時金

の引上げや出産費用の保険適用など、様々な支援策が検討されております。 

以上でございます。 

○議長（藤井慶峰君） 福田一君 

○１８番（福田一君） 答弁された内容を進めるとしておりますが、子ども・子育て支援の
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財源として、インボイス導入による消費税の増税分や公的医療保険や医療費窓口負担の引上

げなど、３兆６,０００億円を確保するとしています。公的医療保険や医療費の窓口負担の

増などどうなっているのか。また、労使折半の被用者保険より国保や後期高齢者医療保険の

上乗せは高いとされております。加入者の収入に対応した負担はどうなっているのか。個人

に財源負担を求めるのではなく、公的支援にするべきと思うが、市の考えを市民環境部長に

お聞きいたします。 

○議長（藤井慶峰君） 市民環境部長、小山郁郎君 

○市民環境部長（小山郁郎君） 御質問にお答えいたします。 

子ども・子育て支援金制度は、社会連帯の理念を基盤に、子どもや子育て世帯を全世代・

全経済主体が支える新しい分かち合い・連帯の仕組みで、令和８年度から１０年度にかけて

段階的に構築される少子化対策等のための特定財源となります。この特定財源の対象となる

費用に充てるために、国民健康保険、後期高齢者医療制度、被用者保険の被保険者から一般

的な保険料と合わせて、子ども・子育て支援金を賦課・徴収し、各々の医療保険者が国に対

し支援納付金として拠出するものです。 

制度の詳細についてはまだ示されてはおりませんが、現時点で公表されている医療被保険

者が負担する支援金額については、国民健康保険加入者一人当たりの支援金の平均月額の見

込額は、令和８年度は２５０円、参考までに一世帯当たり３５０円、令和９年度は３００円

参考までに一世帯当たり４５０円、令和１０年度は４００円、参考までに一世帯当たり６０

０円と試算されておりますが、実際の賦課額は世帯構成や所得水準によって異なることとな

ります。 

次に、後期高齢者医療制度加入者一人当たりの支援金の平均月額の見込額は、令和８年度

は２００円、令和９年度は２５０円、令和１０年度は３５０円と試算されております。こち

らも実際の賦課額は世帯構成や所得水準によって異なることとなります。 

これらの平均月額と被用者保険の平均月額を合わせた全制度平均では、令和８年度は２５

０円、令和９年度は３５０円、令和１０年度は４５０円と試算されています。また、国民健

康保険、後期高齢者医療制度ともに、低所得者軽減も検討されており、現行の保険料と合わ

せた賦課・徴収の方法等も含め、支援金制度の詳細については、来年夏頃に示される見通し

となっております。 

以上でございます。 

○議長（藤井慶峰君） 福田一君 

○１８番（福田一君） 部長が答弁された点は、今、詳細は分かってはおりませんがそのと

おりだと思います。しかし、我が党の国会議員の試算では、国民健康保険加入者で年収４０

０万円の夫婦、子ども１人の３人世帯で、月額１,６００円となっております。国民健康保
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険加入者は、年金生活者や非正規で働く収入２００万円以下の世帯が８割を占めております。

この中には、子育てを終えた世帯や子育てのない世帯があり、今回の児童手当などの給付や

支援制度の対象になっておりません。こうした世帯に負担を求めるのではなく、大幅な増額

を予定されている軍事費などを削って、それに充てるべきだとのことを強く申し上げておき

たいと思います。 

次に、介護職員の確保について質問をいたします。厚生労働省の調査では、２０２６年度

には全国で介護職員が２５万人が不足し、県内では５千人が不足すると発表しています。さ

らに高齢化が進み、ピークとなる２０４０年度には、全国で５７万人が不足する見通しだと

しております。介護職員が不足すれば、介護を必要とする人は保険料だけを負担をし、サー

ビスが受けられない深刻な事態が予想されます。市における今後の要介護認定者数の推移と、

それに対応してどれだけの介護職員が必要になるのか。健康福祉部長にお聞きいたします。 

○議長（藤井慶峰君） 健康福祉部長、岡田郁子さん 

○健康福祉部長（岡田郁子さん） 御質問にお答えします。 

まず、令和６年度から令和８年度を計画期間とする第９期介護保険事業計画における要介

護認定者数の推移について御説明します。 

初めに、本市の高齢者の状況についてですが、７月末の総人口３万６,１８７人に対して、

６５歳以上の高齢者数は１万１,２１８人で、高齢化率は３１％となっております。本市の

高齢者数の将来予測については、モニター及びタブレットを御覧ください。厚生労働省が提

供します見える化システムにおいて推計しますと、今後、全国の傾向と同様に、団塊ジュニ

ア世代が高齢者となる２０４０年頃まで高齢者数は増加し続ける見込みです。増加の割合は

今後鈍化していくことが見込まれております。 

しかし一方で、高齢者の中でも７５歳以上の後期高齢者、さらには８５歳以上の超高齢層

の数は引き続き増加することが見込まれております。高齢者の中でも介護が必要となる割合

が高い７５歳以上の高齢層の方が増加することから、要介護認定者の数も増加していくこと

を見込んでおります。 

第９期介護保険事業計画において、本市の要介護認定者数の推移を予測しておりますが、

２０２２年度の１,８６１人に対して、２０２６年度には１,９９５人に増加し、さらに、２

０４０年度には２,４４１人に増加すると見込んでいます。２０２２年度から１８年後の２

０４０年度には、要介護認定者は５８０人増え、約１.３倍になる見込みです。 

これに対して不足すると見込まれる介護職員の数ですが、市町村ごとの推計データがない

ため、県の不足数から按分したおおよその数値にはなりますが、２０２２年度を起算として、

２０２６年度には８３人程度の介護職員が不足し、２０４０年度には１６４人程度が不足す

る事態が生じるのではないかと考えられます。 
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以上でございます。 

○議長（藤井慶峰君） 福田一君 

○１８番（福田一君） ２０２６年度には８３人程度の介護職員が不足をし、２０４０年度

には１６４人程度が不足するとのことであります。介護職員の確保ができない影響が既に出

ております。東京商工リサーチの調査では、介護事業者の倒産が今年１月から５月で７２件、

前年同月比で７５.６％増加をし、過去最多であった昨年１月から６月までの５８件を上回

っております。倒産に至らずとも、事業所を閉鎖していくところも出ております。これは、

今年４月から訪問介護事業所への介護報酬切下げも影響しているとしています。介護職員の

確保と訪問介護事業所を守るためには、報酬の切下げ見直しと介護職員に対する大幅な処遇

改善を国に求めるべきではないかと思いますが、市の考えを健康福祉部長にお聞きいたしま

す。 

○議長（藤井慶峰君） 健康福祉部長、岡田郁子さん 

○健康福祉部長（岡田郁子さん） 御質問にお答えします。 

介護職員の不足については、推計の数値が示すとおり、少子高齢化の進行により、今後ま

すます深刻な状況となる見込みです。介護現場における人手不足は、職員の過重労働を引き

起こすだけでなく、介護サービスの質の低下や要介護者のＱＯＬ（生活の質）の低下につな

がり、さらには議員御指摘のように、介護が必要な人が必要なサービスを受けられないとい

う深刻な事態につながるため、介護人材確保のための対策が重要だと考えております。 

国は、介護人材確保のため、介護職員の処遇改善をはじめ、多様な人材の確保・育成、離

職防止・定着促進、介護職の魅力向上、外国人材の受入環境整備など、総合的な対策に取り

組んでいます。介護現場への介護ロボットの導入やＩＣＴ等テクノロジーの導入もその一つ

です。 

本市では、多様な人材の確保・育成面での対策として、介護関係を含む市内事業者に正規

雇用された３０歳未満の市民に対して、奨学金返済に係る支援として最大６０万円の補助金

を交付し、本市の産業を担う人材の確保に取り組んでいます。また、元気な高齢者などの地

域の人材を活用して、家事支援などの有償ボランティアや介護助手等、介護予防における担

い手として活用できる仕組みづくりを進めてまいります。また、国や県と連携して、介護職

に興味を持つ求職者が増えるよう、チラシ等の作成・配布など、介護職の魅力の発信に努め

てまいります。さらには、介護職員の賃金改善が最も重要と考えますので、国への更なる処

遇改善の要望が必要と考えております。 

次に、訪問介護事業所の介護報酬の減額改定につきましては、今年３月の市議会定例会に

おける福田議員からの一般質問でも御説明しましたとおり、令和６年度における介護報酬改

定では、全体としてプラス改定が行われましたが、訪問介護事業所に対しては、介護報酬の
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減額改定が行われたところです。これは、訪問介護事業所全体の前年度の収益が良好だった

ことによるものですが、小規模の訪問介護事業所に関しては、１軒１軒離れた家を訪問する

ため、施設等に併設された事業所とは違い、利益が出にくい仕組みとなっております。 

また、先ほど申し上げました人材不足の影響も大きく、厚生労働省の資料によりますと、

訪問介護員、いわゆるホームヘルパーの有効求人倍率は、施設系職員の４倍以上であり、深

刻な状況となっております。このため、小規模の訪問介護事業所においては、経営の悪化や

人材不足を理由とした廃止が懸念されているところでございます。 

本市におきましても、ホームヘルパーの不足や訪問介護事業所の減少は課題となっており、

ホームヘルパーの不足から、訪問介護サービスのニーズに応えられないケースも発生してお

ります。これに対しては、先ほど申し上げました人材確保のための対策と介護報酬の見直し

が必要と考えております。 

現在、国に対して市長会を通じ、要望を提案しているところですが、その内容は、訪問介

護サービスの報酬の減額改定に対して、訪問介護事業所が抱える課題、問題点を十分考慮し

て行うことや、介護事業所の経営の安定化について措置を講じられるよう、強く要望を行う

ものです。 

以上でございます。 

○議長（藤井慶峰君） 福田一君 

○１８番（福田一君） 市でも既にホームヘルパーの不足から、訪問介護サービスのニーズ

に応えられないケースも出ているとのことですが、介護事業所への報酬の引上げや介護職員

の大幅な処遇改善により一層取り組んでいただき、介護サービスを必要とする人がサービス

が受けられないような状況をつくらないように強くお願いをいたしまして、次のマイナンバ

ーカードについて質問をいたします。 

健康保険証を残せとの医療機関や国民の要望に対し、国はこの声に耳を貸さず、１２月２

日には現行の保険証を廃止し、マイナンバーカード保険証に一本化するとしております。現

行のマイナンバーカードの取得率、健康保険証への紐づけ、医療機関でのマイナ保険証の利

用状況はどうなっているのか、市民環境部長にお聞きいたします。 

○議長（藤井慶峰君） 市民環境部長、小山郁郎君 

○市民環境部長（小山郁郎君） 御質問にお答えいたします。 

令和６年７月末現在の割合となりますが、宇土市におけるマイナンバーカードの取得率は

７７％、うち健康保険証への紐づけをされている方の割合は６５.６８％です。また、実際

に医療機関でマイナンバーカードを保険証として利用されている方の割合は、令和６年６月

の診療報酬の実績によりますと１５.２％という数字でした。 

以上でございます。 
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○議長（藤井慶峰君） 福田一君 

○１８番（福田一君） 答弁のとおり、医療機関でのマイナ保険証の利用率は、７月末で全

国では１１.１３％、市では１５.２％と進んでおりません。それは利便性が感じられず、個

人情報の流出の不安があるからであります。しかし、国は、健康保険証は１２月２日に廃止

されるとし、マイナ保険証を作るよう医療機関や薬局を通じて、ポスターやチラシなど、マ

イナ保険証の作成を強く進めております。中には、マイナ保険証がないと１２月２日以降は

診ることができないと言われた。また１２月２日から紙の保険証はなくなります。マイナ保

険証に切替えを強く言われたなどの相談があっております。これは、政府がマイナ保険証は

任意なのに、マイナ保険証をゴリ押ししているからだと思います。しかし、現行保険証は発

行から１年、有効期限内は使用できますし、新たに発行される資格確認書が送られ、これま

で同様、医療機関で使用できることになっております。これについて、市は、マイナ保険証

の取得は任意であり義務ではないこと。これまで同様、資格確認書で使用できることなど、

広報などを通じて徹底すべきではないかと考えますが、市民環境部長にお聞きします。 

○議長（藤井慶峰君） 市民環境部長、小山郁郎君 

○市民環境部長（小山郁郎君） 御質問にお答えします。 

先ほどの答弁でも御説明しましたが、本市のマイナ保険証の利用率は１５.２％となって

おり、御利用に不安をお持ちの方や必要性がないとお考えの方もおられるようですが、利用

することで、御本人の同意があれば医師等が治療の情報や薬剤の服薬状況など、医療に必要

な情報を確認することができ、より良い医療が受けられることや、高額療養費制度の申請に

必要な情報の提供にこちらも本人が同意すれば、限度額適用認定証がなくても限度額を超え

る支払いが免除される等、利便性の向上も期待できます。 

御質問のマイナ保険証の利用促進につきましては、国においては、直接国民の皆様と医療

機関・薬局の皆様に対しての呼び掛け、県においては、各市町村の広報媒体において活用す

るための広報案を示すなどの啓発が行われています。本市におきましても、これらの情報を

基にチラシの作成や広報紙掲載などを行い、医療機関や市民の皆様に周知を行っております

が、その際には、令和６年１２月２日の保険証廃止後も、国民健康保険及び後期高齢者医療

制度については、有効期限である令和７年７月３１日までは現行の被保険者証が使えること

や、被保険者証を紛失された方でマイナ保険証をお持ちでない方、有効期限後にマイナ保険

証をお持ちでない方、またマイナ保険証をお持ちの方でも御希望される場合には、被保険者

証に代わるものとして資格確認書が発行できることなどの説明も入れた上で、強制的ではな

く任意という意味合いを持った発信を行っております。 

資格確認書は、マイナンバーカードによるオンライン資格確認ができない方の被保険者資

格を確認するためのもので、氏名・生年月日・被保険者記号番号等の情報が記載されるもの
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となりますが、どこまでの情報を記載するかは、現在、国においても検討されているところ

です。 

今後も引き続き、マイナ保険証に関する正確な情報の周知啓発に努めてまいります。 

以上でございます。 

○議長（藤井慶峰君） 福田一君 

○１８番（福田一君） マイナ保険証の取得は任意であり、現行の保険証も来年７月３１日

まで使用でき、それ以降は資格確認書が送ってきて、これまで同様利用できるということを

より一層徹底していただきたいと思います。 

次に、人口減少問題について質問いたします。総務省の発表では、昨年１０月１日現在で

日本の人口は前年に比べ５９万３,５００人減、０.４８％減少しています。熊本県でも全体

で０.５５％減少しています。県内の一部の自治体では人口が増加しているところもありま

すが、宇土市の自然減と社会動態で、今後の推移も含めてどうなっているのか、企画財政部

長にお聞きいたします。 

○議長（藤井慶峰君） 企画財政部長、光井正吾君 

○企画財政部長（光井正吾君） 御質問にお答えいたします。 

まず、宇土市の人口動態について、住民基本台帳を基に申し上げます。モニター又はタブ

レットを御覧ください。 

令和５年の自然動態は、出生者数２４２人、死亡者数５０８人で、２６６人の自然減。 

職権記載や消除を含む社会動態は、転入者数１,６７５人、転出者数１,５２１人で、１５

４人の社会増でした。 

平成３１年と令和６年の１月１日時点の５歳階級別人口移動を見てみますと、５年間で、

１０歳未満の人口は７９人の増加、３０代の人口は１０３人増加しているところです。 

続いて、本市の人口ビジョンにおける今後の見通し、推移について申し上げます。 

現行の第２期宇土市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定資料とした令和２年改訂の人

口ビジョンでは、国立社会保障・人口問題研究所、いわゆる社人研による、令和７年度の国

勢調査人口は３万４,８８８人まで減少すると推計されています。そのため本市では、地方

創生の取組を活性化させて目指す将来展望人口を、社人研の推計人口より８９２人多い、３

万５,７８０人に設定しているところです。 

令和２年に改訂した人口ビジョンにおいても、本市の特徴として１０代未満と３０代から

４０代の人口移動が微増しておりましたので、本市は、子育て世代に、選ばれ続けている子

育てしやすいまちというふうに評価を受けているものではないかと考えております。 

なお、先般国から、地方自治体の人口動向分析・将来人口推計を支援するための基礎デー

タが提供されましたので、それらを参考に、人口ビジョンを見直して、今年度策定するデジ
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タル田園国家都市構想総合戦略の基礎資料とする予定です。 

以上でございます。 

○議長（藤井慶峰君） 福田一君 

○１８番（福田一君） 令和５年度の自然減は２６６人、社会増は１０歳未満と３０代合わ

せて１５４人増えているとのことであります。宇土市は熊本市に隣接し、交通の便もよく、

熊本市で働く人たちが宇土市で家を建て通勤することができる。市の方針では、地の利を生

かして企業誘致などに力を入れて、若者の定住・移住を目指していますが、それに合わせて

子育て支援に力を入れれば、より人口減少を抑制し、逆に人口増加に転じる可能性が出てく

るのではないかと思います。人口減少に対する市の対策を、企画財政部長にお聞きいたしま

す。 

○議長（藤井慶峰君） 企画財政部長、光井正吾君 

○企画財政部長（光井正吾君） 御質問にお答えいたします。 

本市では、先ほどの答弁で申し上げました人口ビジョンに基づきまして、宇土市まち・ひ

と・しごと創生総合戦略を策定して、「新しいひとの流れをつくる」、「切れ目のない子育

て支援」、「安定したしごとをつくる」、「多様な主体による持続可能な社会づくり」、こ

の四つのテーマで人口減少対策に取り組んでおります。 

「新しいひとの流れをつくる」取組では、市への移住の流れと人口定着を図るため、定

住・移住に向けた各種補助事業や、地域資源を生かした観光振興による交流人口の拡大、ま

ちの魅力と認知度を高めるため「九州のどまんなか宇土市」をキャッチフレーズとした市の

情報発信や親善大使の任命などを行っております。 

また、「切れ目のない子育て支援」では、若い世代の結婚、出産、子育ての希望をかなえ

るために、婚活支援、新婚新生活支援、不妊治療費・不育症治療費助成、産後ママサポート、

放課後児童クラブ、高校生相当までの医療費無償化、こども家庭センター等相談窓口の充実

などの切れ目のない支援のほか、教育では、多子世帯への給食費や保育料の免除、副教材費

購入助成、ジュニアスポーツ応援、小規模特認校制度による特色ある教育など、子育て世代

に選ばれる、住みたい・住み続けたいまちづくりに取り組んでおります。 

さらに、「安定したしごとをつくる」取組では、特産品である海苔や柑橘類などの農水産

物を安定供給するため、農業、漁業の生産・経営基盤の整備や担い手の確保、高付加価値化

への支援を行っております。地元企業へは、雇用促進奨励金の交付、創業・開業資金の一部

補助など各種支援制度を用意し、また、行政主導による土地開発により若者にとって魅力的

な企業を誘致して、豊かで活力あるまちを目指しております。 

「多様な主体による持続可能な社会づくり」では、これからの超高齢社会を見据え、持続

可能な住み良い暮らしを確保するためには、市民や事業者と協力して地域の課題に取り組む
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ことが重要であると捉えて、地域や市民団体が行うまちづくり活動への助成や、民間企業と

の包括連携協定の締結、熊本連携中枢都市圏などでの広域連携事業の拡大、ＳＤＧｓの推進

に取り組んでおります。 

こうした中、国におきましては、デジタル技術を地方の課題解決の鍵とし、「全国どこで

も誰もが便利で快適に暮らせる社会」を目指したデジタル田園都市国家構想総合戦略が閣議

決定されております。本市でも、国や県の総合戦略を勘案し、デジタルを活用して将来にわ

たり人口を維持し、将来推計以上の人口増を目指すための新たな総合戦略の策定に着手して

いるところです。 

以上でございます。 

○議長（藤井慶峰君） 福田一君 

○１８番（福田一君） 企画財政部長の答弁の取組と併せ、子育て支援に力を入れ、転入促

進を図るべきではないか。例えば、兵庫県明石市では、子育てに力を入れて第２子以降の保

育料の無料化や、中学校の給食費無償化など多くの支援を行い、働き盛りの子育て世代に受

け入れられ転入者が増加をし、２０１２年の人口２９万６５７人だったのが、その後増加に

転じ２０２２年には３０万４,４５６人と、この１０年間で１万３,７９９人増え、市民税も

増加し、財源にも貢献しています。宇土市でもこうした他市の取組を参考にしながら、子育

て支援に力を入れ、若い世代の転入促進を図るべきではないかと思いますが、市長の考えを

お聞きします。 

○議長（藤井慶峰君） 市長、元松茂樹君 

○市長（元松茂樹君） 御質問にお答えいたします。 

先ほど企画財政部長が答弁しましたとおり、本市では、数多くの切れ目のない子育て支援

に取り組んでおります。その結果、人口は残念ながら減少傾向にありますけれども、５年間

で、１０歳未満と３０代の人口移動は増加しておりまして、令和５年の社会増数は１５４人

ということで、自然減はありますけれども社会増はしているというようなことがありまして、

こういったことからも、宇土市は子育て世代から一定程度の評価は受けているのではないか

と考えております。 

現在、高校生相当までの医療費無償化など、他自治体にも劣らない子育て支援策を講じて

おりますが、保育所の待機児童の問題や保育士不足など課題も非常に残っております。子育

て支援が不十分な面も確かにございます。市としましても、議員御提案のとおり、さらに子

育て支援に力を入れるべく、現在五つの取組を進めております。 

まず一つ目です。保育所の待機児童の解消でございます。特に０歳から２歳児の待機児童、

入れない子どもたちが増えておりまして、特に年度途中ではほぼ入れない状況になっており

ます。それで、宇土幼稚園の空き教室を活用した小規模保育所と、民間施設を活用した小規
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模保育所、合計２か所の開設を目指して今動いております。 

二つ目が、奨学金返還支援補助金の創設です。市内の事業所に就職した市内在住の満３０

歳未満の方で、奨学金の返済を行う方に補助金を交付するもので、保育士も対象業種として

おりまして、保育士不足の解消を目指しているところでございます。 

三つ目が、こどもまんなか応援サポーター宣言でございます。宇土市も自治体として応援

サポーターの宣言を行う準備をしております。子どもたちのために何が最も良いことなのか

を常に考え、子どもたちが健やかで幸せに成長できる宇土市の実現を目指します。この宣言

の中に、改めて具体的な施策を盛り込みたいと考えております。 

四つ目が、親子が楽しく遊べる環境づくりでございます。子どもたちや保護者が集い、コ

ミュニケーションを図る場として、新たに整備する図書館機能を有した多目的交流施設に子

育て交流スペースを設ける計画としております。また、つつじヶ丘農村公園など、先ほども

ありましたが遊具等が非常に老朽化をしております。こういった部分のリニューアルを進め

ていきたいと考えております。 

五つ目が、子育て世代に向けた宇土市の情報発信の強化でございます。宇土市に呼び込む

ためには、宇土市に興味を持ってもらうためには、まず、宇土市がどこにあるかを知っても

らわなければなりません。「九州のどまんなか宇土市」をキャッチフレーズにして、宇土市

の認知度を高めて、宇土市が子ども支援、子育て支援に積極的に取り組んでいることを、市

内外に情報発信していきたいと考えております。 

このほかにも、今年度に第３期子ども・子育て支援事業計画とデジタル田園都市国家構想

総合戦略を策定する過程で、支援ニーズを把握し、今後、デジタルを活用した子育て支援に

も取り組みたいと考えております。 

以上、申し上げましたとおり、切れ目のない様々な子育て支援に力を入れてまいろうと考

えておりますけれども、明石市が取り組んでおられる第２子以降の保育料完全無料化ですと

か中学校の給食費無償化等については、非常にインパクトがあるものでございますが、本市

で実現する場合は、市の財政的な負担が非常に大きくなることが懸念されます。これは、慎

重に検討しなければならないと思っています。 

明石市の今挙げたような取組に関しましては、重要な子育て支援策になるということは確

かであります。しかしながら、国は本気で異次元の少子化対策を実行されるという意気込み

があるのであるならば、自治体間競争をあおって、自治体同士に競争させるのではなくて、

国の責任において全国一律に実施されるのが私は筋だと思っております。そういった点につ

いて、市長会等を通じて国へ強く要望してまいりたいと考えております。 

以上です。 

○議長（藤井慶峰君） 福田一君 
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○１８番（福田一君） 子育て支援に力を入れて取り組んでおられることが分かりました。

より一層若い世代の定住・移住促進を進めていただくよう強くお願いをいたしまして、今回

の一般質問を終わります。 

○議長（藤井慶峰君） 以上で、質疑及び一般質問は全部終了いたしました。質疑及び一般質

問を終結いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２ 常任委員会に付託（議案第５７号から議案第８１号まで） 

○議長（藤井慶峰君） 日程第２、議案の委員会付託を行います。 

まず先に、委員会付託の省略についてお諮りします。 

議案第８２号、宇土市教育長の任命について及び議案第８３号、宇土市教育委員会の委員

の任命についての人事案件については、会議規則第３７条第３項の規定により委員会付託を

省略したいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり。） 

○議長（藤井慶峰君） 御異議なしと認めます。 

よって、議案第８２号及び議案第８３号については、委員会付託を省略することに決定い

たしました。 

それでは、ただいま委員会付託を省略いたしました議案を除く市長提出議案第５７号から

議案第８１号までの２５件につきまして、本日配布の令和６年９月市議会定例会議案常任委

員会付託一覧表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。 

なお、議案第５０号から議案第５６号までの７件は、令和５年度宇土市一般会計及び各特

別会計歳入歳出決算の認定であります。 

後日、決算審査特別委員会を設置の上、これを付託するとともに、閉会中の継続審査とい

たします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第３ 常任委員会に付託（請願・陳情） 

○議長（藤井慶峰君） 日程第３、請願・陳情については、配布の請願・陳情文書表のとおり、

所管の常任委員会に付託をしましたので、御報告いたします。 

以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

なお、常任委員会は、１０日総務市民常任委員会、１１日経済建設常任委員会、１２日文

教厚生常任委員会となっておりますので、よろしくお願いいたします。 

次の本会議は、９月１９日木曜日に会議を開きます。 

本日はこれをもって散会いたします。お疲れ様でした。 
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－－－－－－－○－－－－－－－ 

午後０時４８分散会 
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令和６年９月市議会定例会常任委員会別付託議案一覧表 

 

総 務 市 民 常 任 委 員 会 

議案第５９号 宇土市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例について 

議案第６０号 宇土市網津防災センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例について 

議案第６１号 宇土市地域公共交通会議設置条例の一部を改正する条例について 

議案第６２号 宇土市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

議案第６３号 宇土市税条例等の一部を改正する条例について 

議案第６４号 宇土市支所設置条例の一部を改正する条例について 

議案第７１号 熊本県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更について 

議案第７２号 網田コミュニティセンター新築工事請負契約の変更契約の締結について 

議案第７６号 令和６年度宇土市一般会計補正予算（第２号）について 

議案第７７号 令和６年度宇土市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について 

議案第７９号 令和６年度宇土市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について 

 

経 済 建 設 常 任 委 員 会 

議案第５７号 令和５年度宇土市水道事業会計決算の認定について 

議案第５８号 令和５年度宇土市公共下水道事業会計決算の認定について 

議案第６７号 宇土市企業立地特別奨励金条例の一部を改正する条例について 

議案第７３号 令和６年度 干潟景勝地展望広場造成工事（新設駐車場部）請負契約の締

結について 

議案第７４号 令和６年度 都市計画道路北段原線函渠築造工事請負契約の締結について 

議案第７５号 宇土市道路線の認定について 

議案第７６号 令和６年度宇土市一般会計補正予算（第２号）について 

議案第８０号 令和６年度宇土市水道事業会計補正予算（第１号）について 

議案第８１号 令和６年度宇土市下水道事業会計補正予算（第１号）について 

 

文 教 厚 生 常 任 委 員 会 

議案第６５号 宇土市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正

する条例について 

議案第６６号 宇土市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例について 
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議案第６８号 宇土市幼稚園条例の一部を改正する条例について 

議案第６９号 宇土市公民館条例の一部を改正する条例について 

議案第７０号 宇土市地域コミュニティセンター条例の一部を改正する条例について 

議案第７６号 令和６年度宇土市一般会計補正予算（第２号）について 

議案第７８号 令和６年度宇土市介護保険特別会計補正予算（第１号）について 
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令和６年９月宇土市議会定例会請願・陳情文書表 

 

＊請願＊ 

受理 

番号 

受 理 

年月日 
請 願 の 件 名 請願者の住所･氏名 

付 託 

委員会 
紹介議員 

令和

６年 

１ 

Ｒ６.８.21 

日本政府に核兵器禁止

条約の参加・調印・批

准を求める請願 

宇土市岩古曽町2740-5 

下村 雅子 
総務市民 福田一 

 

＊陳情＊ 

受理 

番号 

受 理 

年月日 
陳 情 の 件 名 陳情者の住所･氏名 

付 託 

委員会 

令和

６年 

３ 

Ｒ６.７.30 

地域社会に貢献するシルバ

ー人材センターの決意と支

援の要望について 

宇土市築籠町 183 番地 

公益社団法人 宇土市シルバ

ー人材センター 

理事長 谷﨑 淳一 

文教厚生 

 



 

 

 

 

 

 

 

第 ４ 号 
 

９月１９日（木） 
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令和６年９月宇土市議会定例会会議録 第４号 

 

９月１９日（木）午前１０時００分開議 

 

１．議事日程 

 日程第１ 地域高規格道路促進等対策特別委員長中間報告 

     （質疑・討論） 

 日程第２ 各常任委員長報告 

     １．総務市民常任委員長報告 

     ２．経済建設常任委員長報告 

     ３．文教厚生常任委員長報告 

     （質疑・討論・採決） 

日程第３ 請願・陳情について 

    （質疑・討論・採決） 

日程第４ 議案第８２号 宇土市教育長の任命について 

    （討論・採決） 

日程第５ 議案第８３号 宇土市教育委員会の委員の任命について 

    （討論・採決） 

日程第６ 委員会の閉会中の継続審査及び調査について 

    （採決） 

日程第７ 決算審査特別委員会の設置及び付託について 

（議案第５０号から議案第５６号まで） 

 

２．本日の会議に付した事件 

 日程第１ 地域高規格道路促進等対策特別委員長中間報告 

     （質疑・討論） 

 日程第２ 各常任委員長報告 

     １．総務市民常任委員長報告 

     ２．経済建設常任委員長報告 

     ３．文教厚生常任委員長報告 

     （質疑・討論・採決） 

日程第３ 請願・陳情について 

    （質疑・討論・採決） 
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日程第４ 議案第８２号 宇土市教育長の任命について 

    （討論・採決） 

日程第５ 議案第８３号 宇土市教育委員会の委員の任命について 

    （討論・採決） 

日程第６ 委員会の閉会中の継続審査及び調査について 

    （採決） 

日程第７ 決算審査特別委員会の設置及び付託について 

（議案第５０号から議案第５６号まで） 

 （追加日程） 

日程第８ 発議第４号 国の指示権を拡大する地方自治法改正に反対する決議 

 

３．出席議員（１７人） 

    １番 土 黒 功 司 君       ２番 杉 本   寛 君 

    ３番 中 野 洋 一 君       ４番 浦 本 晴 美 さん 

    ５番 佐美三   洋 君       ６番 小 崎 憲 一 君 

    ７番 今 中 真之助 君       ８番 西 田 和 徳 君 

   １０番 宮 原 雄 一 君      １１番 柴 田 正 樹 君 

   １２番 樫 﨑 政 治 君      １３番 野 口 修 一 君 

   １４番 中 口 俊 宏 君      １５番 藤 井 慶 峰 君 

   １６番 山 村 保 夫 君      １７番 村 田 宣 雄 君 

   １８番 福 田  一 君 

 

４．欠席議員（１人） 

    ９番 園 田   茂 君 

 

５．説明のため出席した者の職・氏名 

市     長  元 松 茂 樹 君   副  市  長  谷 﨑 淳 一 君 

教  育  長  太 田 耕 幸 君   総 務 部 長  山 口 裕 一 君 

企画財政部長  光 井 正 吾 君   市民環境部長  小 山 郁 郎 君 

健康福祉部長  岡 田 郁 子 さん  経 済 部 長  加 藤 敬一郎 君 

建 設 部 長  草 野 一 人 君   教 育 部 長  野 口 泰 正 君 

秘書政策課長  渡 邉   聡 君   総 務 課 長  上 木 淳 司 君 

危機管理課長  内 田 雅 之 君   企 画 課 長  三 浦 仁 美 さん 
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財 政 課 長  北 谷 太 示 君 

 

６．議会事務局出席者の職・氏名 

事 務 局 長  田 尻 清 孝 君   次長兼議事係長兼庶務係長  春 木 教 明 君 

議 事 係 参 事  村 田 有 美 さん  庶 務 係 主 事  中 山 裕 輝 君 
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午前１０時００分開議 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（藤井慶峰君） これから本日の会議を開きます。 

本日、９番、園田茂君から欠席届が出ておりますので、御報告をいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第１ 地域高規格道路促進等対策特別委員長中間報告 

○議長（藤井慶峰君） 日程第１、地域高規格道路促進等対策特別委員会の審査の経過につい

てを議題といたします。 

特別委員長の中間報告を求めます。 

地域高規格道路促進等対策特別委員長、西田和徳君 

○地域高規格道路促進等対策特別委員長（西田和徳君） おはようございます。 

ただいまから、地域高規格道路促進等対策特別委員会のこれまでの経過及び審査内容につ

いて、中間報告をいたします。 

去る９月４日、執行部出席のもと本委員会を開催し、現在までの取組状況について、執行

部から説明がありましたので、御報告申し上げます。 

まず、熊本・宇土道路、宇土道路、宇土三角道路における予算配分、用地進捗率、事業進

捗率につきましては、前回の報告から変更はあっておりません。また、契約締結がなされた

業務、入札に伴う公告が行われた業務等がございますので、御報告させていただきます。 

まず、熊本・宇土道路につきまして御報告申し上げます。 

令和６年度事業の調査設計で、令和６年度熊本天草幹線道路測量設計業務について契約締

結がなされております。これは、熊本天草幹線道路において、測量及び設計を行い、工事の

基礎資料とするものとなっております。 

次に、宇土道路について御報告申し上げます。 

まず、令和４年度繰越事業の工事で、熊本５７号糖塚山トンネル新設工事の工期の延長が

行われております。 

令和５年度繰越事業の用地補償では、令和５年度国道５７号宇土三角道路外土地評価業務

の工期の延長が行われております。 

また、令和６年度事業の調査設計で、令和６年度宇土道路裁決申請図書作成等業務及び先

ほど熊本・宇土道路で御報告した、令和６年度熊本天草幹線道路測量設計業務の契約締結が

なされております。図書作成等業務については、宇土道路事業に伴う用地取得のために必要

な裁決申請図書作成、土地調査及び物件調査業務となっております。 

令和６年度事業の工事では、熊本５７号長浜地区落石防護柵設置外工事の契約締結がなさ

れております。これは、網津・長浜トンネルの長浜側出口付近における落石防護柵設置等の
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工事となっております。さらに、熊本５７号上網田地区改良１２期外工事の入札に伴う公告

が行われております。これは、上網田地区の地盤改良工事となっております。 

次に、宇土三角道路につきまして御報告申し上げます。 

令和５年度繰越事業の用地補償で、先ほど宇土道路で御報告した、令和５年度国道５７号

宇土三角道路外土地評価業務の工期の延長がなされております。 

また、令和６年度事業の調査設計で、先ほど熊本・宇土道路及び宇土道路で御報告した、

令和６年度熊本天草幹線道路測量設計業務の契約締結がなされております。 

以上の報告を踏まえ、委員会で論議されました主な内容を御報告いたします。 

まず、前回の委員会で、委員から「今後、委員会で協議する内容は、工事が進んできたこ

ともあり、ハード面に加えて、高規格道路完成後の周辺地域活性化を考えるソフト面も考慮

する必要があるため、委員会に出席する部署の範囲を広げてはどうか。」との質疑があって

いたため、今回の委員会で、執行部から「委員会として今後協議していく内容について、具

体的な提示をいただき、それをもって出席部署を検討したい。」との報告がありました。 

次に、その報告に対し、委員から「道路の竣工がいつになるか分からない段階では計画も

立てづらいと思うが、ゆくゆくは市の大きな方針として、高規格道路完成後の市の方向性や

視点を持つ必要がある。」との意見がありました。別の委員からは、「地域高規格道路建設

の先進地が九州にもあるため、そのような先進地を研究することも今後役に立つのではない

か。」との意見もありました。 

最後になりますが、当委員会としましては、今後も執行部と共に、熊本天草幹線道路の一

日も早い全線開通を目指して、取り組んでまいりたいと思います。 

以上で、地域高規格道路促進等対策特別委員会の中間報告を終わります。 

○議長（藤井慶峰君） 地域高規格道路促進等対策特別委員長の中間報告は終わりました。 

これより、ただいまの特別委員長の中間報告に対する質疑を行います。質疑はありません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり。） 

○議長（藤井慶峰君） どなたもないようでありますので、質疑を終結いたします。 

これより、討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり。） 

○議長（藤井慶峰君） どなたもないようでありますので、討論を終結いたします。 

以上で、地域高規格道路促進等対策特別委員長の中間報告を終了いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第２ 各常任委員長報告 

○議長（藤井慶峰君） 日程第２、去る９月６日の本会議において、各常任委員会に付託いた
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しました、市長提出議案第５７号から議案第８１号までの２５件及び請願・陳情につき、審

査の経過と結果についてそれぞれ報告があっておりますので、これを一括して議題といたし

ます。 

順次、各常任委員長の報告を求めます。 

総務市民常任委員長、小崎憲一君 

○総務市民常任委員長（小崎憲一君） おはようございます。 

ただいまから、総務市民常任委員会に付託を受けました議案につきまして、去る９月１０

日、本委員会を開催し審査を行いましたので、その審査の経過及び結果について御報告申し

上げます。 

本委員会に付託されました案件は、条例関係６議案、予算関係３議案、その他２議案の合

計１１議案と請願１件であります。 

まず、議案第５９号、宇土市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例について。

これは、雇用保険法及び国家公務員退職手当法の改正に伴い、条例を改正するものでありま

す。 

次に、議案第６０号、宇土市網津防災センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例について。これは、網津防災センターの有効利用及び利便性の向上を図るため、条

例を改正するものであります。 

次に、議案第６１号、宇土市地域公共交通会議設置条例の一部を改正する条例について。

これは、道路運送法の改正に伴い、条例を改正するものであります。 

次に、議案第６２号、宇土市国民健康保険条例の一部を改正する条例について。これは、

国民健康保険法の改正に伴い、条例を改正するものであります。 

次に、議案第６３号、宇土市税条例等の一部を改正する条例について。これは、基幹業務

システムの統一・標準化に伴い、集合税方式から単税方式へ賦課徴収方式を変更する必要が

あるため、条例を改正するものであります。 

次に、議案第６４号、宇土市支所設置条例の一部を改正する条例について。これは、網田

支所を網田コミュニティセンターに併設することに伴い、同支所の位置を変更するため、条

例を改正するものであります。 

次に、議案第７１号、熊本県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更について。これは、

熊本県後期高齢者医療広域連合規約の変更を行うため、構成市町村で同文議決を行うもので

あります。 

次に、議案第７２号、網田コミュニティセンター新築工事請負契約の変更契約の締結につ

いて。これは、令和５年９月２１日に議決された網田コミュニティセンター新築工事請負契

約に係る建設工事の実施に伴い、設計の一部を変更して実施する必要が生じたため、契約金
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額を変更するものであります。 

次に、議案第７６号、令和６年度宇土市一般会計補正予算（第２号）について。当委員会

所管の主なものを申し上げます。 

まず、議会費では、職員給として４５万２千円を増額するものであります。 

次に、総務費では、第２別館改修事業として５８１万６千円を増額するものであります。 

次に、衛生費では、公害対策経費として２１万９千円を増額するものであります。 

次に、消防費では、避難所強化事業として１億７,７５５万円を増額するものであります。 

また、避難所強化事業については、年度内の事業完了が困難であることから、繰越明許費

の設定を行い、小型動力ポンプ付積載車購入に要する経費については、債務負担行為の設定

を行っております。 

そのほか、必要な財源措置としまして、地方債の補正を行っております。 

次に、議案第７７号、令和６年度宇土市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）につい

て。補正額は２９万８千円を増額するもので、補正後の総額は４５億６,０５２万円であり

ます。これは、人事異動に伴う人件費の増額補正となっております。 

次に、議案第７９号、令和６年度宇土市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につ

いて。これは、補正額の増減はなく、人事異動に伴う人件費の組替えを行うものであります。 

以上が、総務市民常任委員会に付託を受けました議案の概要でありますが、議案の審査の

経過において論議されました主なものを御報告申し上げます。 

まず、議案第６３号、宇土市税条例等の一部を改正する条例について。委員から「国が進

める基幹業務システムの標準化に伴い、市民税・固定資産税・国民健康保険税をまとめて年

１０回で納付する集合税方式から、税目ごとに年４回又は１０回で納付する単税方式に変わ

るとのことだが、システム変更に要する経費も発生するのか。また、そのときの財源はどう

なっているのか。」との質疑があり、執行部から「国が進める基幹業務システムの標準化は、

税だけでなく住民基本台帳、国民健康保険、介護保険など多岐にわたるものであり、このシ

ステム標準化に係る経費については、国の１０割補助がある。」との答弁がありました。こ

れに関連して、委員から「令和８年度から賦課徴収方式が変わることで、新たな滞納が発生

しないよう対応をお願いする。」との意見がありました。 

次に、議案第７６号、令和６年度宇土市一般会計補正予算（第２号）について。委員から

「地域力創造アドバイザーの主な取組は。また、アドバイザーを支援する外部専門家支援員

とは何か。」との質疑があり、執行部から「地域力創造アドバイザーには、昨年度から主に

西部地域の活性化を主体に様々なテーマに取り組んでいただいている。今回は、空き家バン

クの登録件数が増えてきたことから、空き家を活用した地域活性化に取り組む計画である。

外部専門家支援員は、アドバイザーと共に事業を進めていただくこのテーマの専門家であ
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る。」との答弁がありました。それに対して、委員から「西部地域への移住・定住には手厚

い補助があるが、まずは空き家バンクが増えないと始まらない。地域おこし協力隊など西部

地域で活動する人たちが西部地域に住めるよう、空き家の掘り起こしや紹介を行ってもらい

たい。」との意見がありました。 

次に、議案以外で、広報うとへのクーポン券掲載について、委員から「取り組むに当たっ

ての背景と今後の計画は。」との質疑があり、執行部から「クーポン券の導入に当たって市

内の企業や店舗に参入意欲を確認したところ、多くの希望があったことから、市民サービス

の向上、地域店舗の利用促進及び地域経済の活性化を図るため実施に至った。現在、希望す

る企業等を募集しており、１１月号からクーポン券を掲載していく。掲載数には限りがある

ので、応募が多い場合は先着順などの対応になると思う。」との答弁がありました。それに

対して、委員から「この取組は、企業や店舗にとって宣伝効果があると思うので、いい結果

に結びついて、宇土市の経済がうまく動き出してほしい。商工観光課や関係団体と連携して

進めてもらいたい。」との意見がありました。 

また、防災行政無線戸別受信機について、委員から「台風接近時など雨風が強いときは、

窓や雨戸を閉め切っているため、防災行政無線の放送が全く聞こえない。特に、土砂災害警

戒区域や特別警戒区域にお住まいの方々から心配する声を聞くが、世帯への戸別受信機の設

置はできないのか。」との質疑があり、執行部から「市内８４か所に設置している防災行政

無線子局からの音が聞こえない場所や、独居高齢者世帯で情報が得られない場合などの状況

を踏まえ、戸別受信機の貸出しを行っている。」との答弁がありました。それに対して、委

員から「戸別受信機の貸出しについて、広く市民へ周知してほしい。」との意見がありまし

た。 

以上が、論議されました主な内容でありますが、本委員会に付託を受けました議案につい

ては、全会一致で全て原案のとおり可決いたしました。 

次に、請願・陳情につきまして、御報告申し上げます。 

令和６年請願第１号、「日本政府に核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める請願」に

ついては、全会一致で不採択といたしました。 

なお、本委員会所管事務の継続事件につきましては、配布のとおり決定しておりますので、

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

以上をもちまして、総務市民常任委員会の報告を終わります。 

○議長（藤井慶峰君） 総務市民常任委員長の報告は終わりました。 

次に、経済建設常任委員長の報告を求めます。 

経済建設常任委員長、今中真之助君 

○経済建設常任委員長（今中真之助君） おはようございます。 
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ただいまから、経済建設常任委員会に付託を受けました議案につきまして、去る９月１１

日、本委員会を開催し審査を行いましたので、その審査の経過及び結果について御報告申し

上げます。 

本委員会に付託されました案件は、決算の認定２議案、条例関係１議案、予算関係３議案、

その他３議案の合計９議案であります。 

まず、議案第５７号、令和５年度宇土市水道事業会計決算の認定について。令和５年度水

道事業決算は、総収益６億５,８７１万円、総費用５億８,７２２万円であり、当年度純利益

は７,１４９万円となっております。 

次に、議案第５８号、令和５年度宇土市公共下水道事業会計決算の認定について。令和５

年度公共下水道事業決算は、総収益９億３,２０６万円、総費用８億３,７５９万円であり、

当年度純利益は９,４４７万円となっております。 

次に、議案第６７号、宇土市企業立地特別奨励金条例の一部を改正する条例について。こ

れは、条例を適用する施設等の指定要件を明確にするため、条例を改正するものであります。 

次に、議案第７３号、令和６年度干潟景勝地展望広場造成工事（新設駐車場部）請負契約

の締結について。議案第７４号、令和６年度都市計画道路北段原線函渠築造工事請負契約の

締結について。これらは、予定価格１億５,０００万円以上の工事の請負に関する契約を締

結するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定

により、議会の議決を求めるものであります。 

次に、議案第７５号、宇土市道路線の認定について。これは、市道の路線を認定する必要

があるため、道路法第８条第２項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

次に、議案第７６号、令和６年度宇土市一般会計補正予算（第２号）について。当委員会

所管の主なものを申し上げます。 

まず、農林水産業費では、湛水防除事業（網津第２排水機場）として６,０００万円を増

額するものであります。 

次に、商工費では、職員給として１４万６千円を増額するものであります。 

次に、土木費では、道路維持一般経費として１,７３０万円を増額するものであります。 

次に、災害復旧費では、令和６年梅雨前線豪雨災害対策経費（土木課分・道路）として、

１００万円を増額するものであります。 

そのほか、湛水防除事業（網津第２排水機場）などの３事業については、年度内の事業完

了が困難であることから、繰越明許費の設定を行っております。 

次に、議案第８０号、令和６年度宇土市水道事業会計補正予算（第１号）について。収益

的支出の補正額は２８３万６千円を減額するもので、補正後の総額は６億９,１６０万４千

円であります。これは、水質検査委託料等の増額及び人事異動に伴う人件費の減額補正であ
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ります。 

また、資本的支出の補正額は２,０７２万４千円を増額するもので、補正後の総額は３億

２,６６８万７千円であります。これは、工事請負費等の増額補正であります。 

また、必要な財源措置としまして、地方債の補正を行っております。 

次に、議案第８１号、令和６年度宇土市下水道事業会計補正予算（第１号）について。補

正額は、収益的支出では６４４万２千円を増額するもので、補正後の総額は１０億６,４１

４万３千円であります。資本的支出では１３０万円を減額するもので、補正後の総額は６億

４,７８９万４千円であります。これらは、人事異動に伴う人件費等の増額及び減額補正と

なっております。 

以上が、経済建設常任委員会に付託を受けました議案の概要でありますが、議案の審査の

経過において論議されました主なものを御報告申し上げます。 

議案第５７号、令和５年度宇土市水道事業会計決算の認定について、委員から「網津・網

田地区における簡易水道の漏水が多いようだが、水道管の修繕による改善状況はいかがか。」

と質疑があり、執行部から「随時、修繕を行っており、一部改善も見られるが、漏水の発生

頻度が高い地域では、修繕が追いついていない状況にある。」と答弁がありました。それに

対して、委員から「配水した水量と料金徴収の対象となった水量の比率を表す水道の有収率

を上げていかないと、経営上問題となる。」と意見があり、執行部から「水道管が老朽化し

ているため、今後、更新を進めていく必要がある。」と答弁がありました。 

次に、議案第６７号、宇土市企業立地特別奨励金条例の一部を改正する条例について、委

員から「今年の４月に奨励金の対象範囲が拡大されているが、問い合わせの状況はいかが

か。」と質疑があり、執行部から「他市と比べて有利な事業となったため、問い合わせは増

えている。」と答弁がありました。 

次に、議案以外について、公園におけるボール遊びの制限について、委員から「市内でボ

ール遊びが制限されている公園の数、制限した理由及び制限解除の条件は。」との質疑があ

り、執行部から「入地南公園及び入地北公園の２か所で制限している。これらの公園は、住

宅街に位置しており、公園内で使用されたボールが近隣の住宅や車に当たったという通報が

複数寄せられたためである。防球ネットを設置することで公園外の住宅や車への接触は防ぐ

ことができるが、これらの公園は狭い上、ほかの公園利用者への接触を防ぐことが困難であ

るため、制限解除は難しいと考えている。」との答弁がありました。これに対して、委員か

ら「子どもの立場に立ち、遊びを制限する公園が増えないように努めてほしい。」との意見

がありました。 

次に、観光物産協会のホームページ更新について、委員から「市が事務局となる観光物産

協会のホームページの更新頻度が低い。今後の運用方針は。」との質疑があり、執行部から
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「観光物産協会に限らず、市のホームページやＩｎｓｔａｇｒａｍ、Ｆａｃｅｂｏｏｋなど、

現在、様々な情報発信のツールがある。これを一度整理し、どの情報をどのツールで発信す

るのか検討している。併せて、どのツールの利用者であっても必要な情報が得られるよう工

夫していく。」との答弁がありました。これに対して、委員から「数年前に観光物産協会の

ホームページをリニューアルした際、運用方針を決めているはずだが、それが実践できてい

ないだけではないのか。せっかく宇土市にも人を呼び込める観光地ができているにもかかわ

らず、タイムリーな情報発信ができていないことは問題だと思う。すぐに実践できるものな

ので、確実に取り組んでほしい。」との意見がありました。 

以上が、論議されました主な内容でありますが、本委員会に付託を受けました議案につい

ては、全会一致で原案のとおり認定及び可決いたしました。 

なお、本委員会所管事務の継続事件につきましては、配布のとおり決定しておりますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

以上をもちまして、経済建設常任委員会の報告を終わります。 

○議長（藤井慶峰君） 経済建設常任委員長の報告は終わりました。 

次に、文教厚生常任委員長の報告を求めます。 

文教厚生常任委員長、樫﨑政治君 

○文教厚生常任委員長（樫﨑政治君） おはようございます。 

ただいまから、文教厚生常任委員会に付託を受けました議案につきまして、去る９月１２

日、本委員会を開催し審査を行いましたので、その審査の経過及び結果について御報告申し

上げます。 

本委員会に付託されました案件は、条例関係５議案、予算関係２議案の合計７議案と陳情

１件であります。 

まず、議案第６５号、宇土市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部

を改正する条例について。これは、生活保護法の改正等に伴い、条例を改正するものであり

ます。 

次に、議案第６６号、宇土市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例について。これは、介護保険法施行規則の改正に伴い、条例を改正するものであ

ります。 

次に、議案第６８号、宇土市幼稚園条例の一部を改正する条例について。これは、幼稚園

の入園制限について、実情に即した要件とするため、条例を改正するものであります。 

次に、議案第６９号、宇土市公民館条例の一部を改正する条例について。これは、公民館

の使用料を見直し、公民館利用者の利便性向上を図るため、条例を改正するものであります。 

次に、議案第７０号、宇土市地域コミュニティセンター条例の一部を改正する条例につい
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て。これは、網田コミュニティセンターの供用開始に伴い、名称、所在地及び利用に関する

事項を定めるため、並びに花園コミュニティセンターの利便性向上を図るため、条例を改正

するものであります。 

次に、議案第７６号、令和６年度宇土市一般会計補正予算（第２号）について。当委員会

所管の主なものについて申し上げます。 

まず、民生費では、児童手当費として１億１,８１８万４千円、定額減税補足給付金支給

事業として３,６６２万円を増額するものであります。 

次に、衛生費では、がん患者ＱＯＬ向上事業として３２万円を増額するものであります。 

次に、教育費では、仮設校舎増設事業として３,８６９万８千円を増額するものでありま

す。 

また、学校施設管理経費、施設・小学校など２事業については、年度内の事業完了が困難

であることから、繰越明許費の設定を行っております。 

第５期宇土市地域福祉計画策定に要する経費、令和７年など３事業に要する経費について

は、債務負担行為の設定を行っております。 

そのほか、必要な財源措置としまして、地方債の補正を行っております。 

次に、議案第７８号、令和６年度宇土市介護保険特別会計補正予算（第１号）について。

補正額は５,１６５万５千円を増額するもので、補正後の総額は３９億６,５４６万８千円で

あります。これは、介護給付費等に係る国・県支出金過年度返還金等の増額及び宇城広域連

合負担金の減額補正であります。 

以上が、文教厚生常任委員会に付託を受けました議案の概要でありますが、議案の審査の

過程において論議されました主なものを御報告申し上げます。 

議案第７６号、令和６年度宇土市一般会計補正予算（第２号）について、まず、委員から

「国の新型コロナウイルス予防接種健康被害給付金とは、新型コロナウイルスワクチンによ

って健康被害があった方に対する給付金のことか。対象は何人か。」との質疑があり、執行

部から「健康被害があったと認定された方の受診費用に対して給付される。今回の増額補正

は１人分である。」との答弁がありました。これに関連して、委員から「この秋から行われ

るワクチン接種は、使用予定のワクチンの中に、現在物議を醸しているレプリコンワクチン

もあるようだ。打つ、打たないは個人の判断だが、情報提供をきちんと行い、実施は慎重に

お願いしたい。」との意見がありました。また、別の委員から「日々の暮らしの中で自分の

免疫力を上げるなど、ワクチンに頼らない体づくりも考える必要がある。」との意見もあり

ました。 

次に、障がいのある方の相談支援センターについて、委員から「宇城圏域障がい者基幹相

談支援センターきょうせいとは、どのような機関か。」との質疑があり、執行部から「宇城
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圏域２市１町で委託契約を行っている事業所で、圏域に幾つかある相談支援事業所の中核機

関として、個別の相談支援のほか、事業所の指導などを行っている。」との答弁がありまし

た。これに対して、委員から「障がい者のいる家庭から、成人の障がい者について、宇土市

には相談窓口が少なく、混みあっていてどこに相談してよいか分からず困っていると相談を

受けた。どのように対応したらよいか。」との質疑があり、執行部から「まずは、市役所に

設置しているふくしの窓口に相談していただき、そこで詳細な内容をお聞きして、専門機関

につなげるといった対応ができる。」との答弁がありました。 

次に、議案以外で、多目的交流施設の整備について、委員から「施設整備プロデューサー

の業務内容は。」との質疑があり、執行部から「多目的交流施設及び子どもサードプレイス

の設計・建設・運営などへの助言や、多目的交流施設を核とした地域活性化の具体的方策の

企画立案などに携わっていただいている。現在、事業のプロジェクトチームの一員として、

これまでの民間での経験や視点から、様々な提案を積極的に出していただいている。」との

答弁がありました。 

次に、学校給食について、委員から「給食費を無償化している自治体が徐々に増えている

が、物価高騰の影響で質の低下を招いているところもあると聞く。宇土市での給食の質はど

うなっているのか。」との質疑があり、執行部から「給食センターでは食材を検収する立場

として、質が良くない食材の納入があった際は、納入業者に対して適切に指導を行ってい

る。」との答弁がありました。また、別の委員から「給食費を無償化するためには、どの程

度の予算が必要か。」との質疑があり、執行部から「現在、宇土市では給食費を支援するも

のとして第３子以降の学校給食費減免などの支援があり、無償化に際しては、減免措置等を

除いて約１億６,０００万円程度が市の一般財源から必要となる。」との答弁がありました。 

以上が、論議された主な内容でありますが、本委員会に付託を受けました議案については、

全会一致で全て原案のとおり可決いたしました。 

次に、請願・陳情につきまして、御報告申し上げます。 

令和６年陳情第３号、「地域社会に貢献するシルバー人材センターの決意と支援の要望に

ついて」は、全会一致で採択といたしました。 

なお、本委員会所管事務の継続事件につきましては、配布のとおり決定しておりますので、

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

以上をもちまして、文教厚生常任委員会の報告を終わります。 

○議長（藤井慶峰君） 文教厚生常任委員長の報告は終わりました。 

以上で、各常任委員長の報告は全部終了いたしました。 

これから、各常任委員長の報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり。） 
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○議長（藤井慶峰君） どなたもないようでありますので、質疑を終結いたします。 

これより、討論を行います。討論はありませんか。 

１８番、福田一君 

○１８番（福田一君） 提案されている議案の中で２議案に反対をいたします。 

議案第６２号、宇土市国民健康保険条例の一部を改正する条例について。議案第７１号、

熊本県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更について。これらは、政府の方針によって１

２月２日に健康保険証が廃止されるのに合わせ、条例と規約の一部を改正するものでありま

す。政府の健康保険証の廃止の方針に対し、医療機関や国民の中には現行の保険証を残せと

強い要望があります。これは、マイナ保険証で医療機関でのトラブルや保険証への誤った紐

づけ、個人情報の流出など発生しているからであります。保険証の利用率も政府は力を入れ

ておりますが、１１％程度で進んでおりません。マイナンバーカード取得は、義務ではなく

任意であります。現行保険証の廃止ではなく、保険証を残せば、条例や規則の改正は必要あ

りません。現行保険証を残すべきとの立場から条例、規約の改正に反対し、討論を終わりま

す。 

○議長（藤井慶峰君） ほかに討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり。） 

○議長（藤井慶峰君） どなたもないようでありますので、討論を終結いたします。 

これより、採決いたします。 

お諮りいたします。 

議案第５７号から議案第６１号までの５件について、一括して採決したいと思います。 

ただいまの各常任委員長報告は、原案のとおり認定及び可決であります。各委員長報告の

とおり認定及び可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり。） 

○議長（藤井慶峰君） 御異議なしと認めます。 

よって、議案第５７号から議案第６１号までの５件については、原案のとおり認定及び可

決されました。 

次に、お諮りいたします。 

議案第６２号、宇土市国民健康保険条例の一部を改正する条例について採決したいと思い

ます。 

採決は、電子表決によって行います。 

ただいまの総務市民常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。委員長報告のとお

り可決することに賛成の議員は賛成ボタンを、反対する議員は反対ボタンを押してください。 

（電子表決） 
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○議長（藤井慶峰君） ボタンの押し忘れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり。） 

○議長（藤井慶峰君） ボタンの使用を終了いたします。 

賛成議員多数です。 

よって、議案第６２号については、原案のとおり可決されました。 

次に、お諮りいたします。 

議案第６３号から議案第７０号までの８件について、一括して採決したいと思います。 

ただいまの各常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。各委員長報告のとおり可

決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり。） 

○議長（藤井慶峰君） 御異議なしと認めます。 

よって、議案第６３号から議案第７０号までの８件については、原案のとおり可決されま

した。 

次に、お諮りいたします。 

議案第７１号、熊本県後期高齢者医療広域連合規約の一部変更について採決したいと思い

ます。 

採決は、電子表決によって行います。 

ただいまの総務市民常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。委員長報告のとお

り可決することに賛成の議員は賛成ボタンを、反対する議員は反対ボタンを押してください。 

（電子表決） 

○議長（藤井慶峰君） ボタンの押し忘れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり。） 

○議長（藤井慶峰君） ボタンの使用を終了いたします。 

賛成議員多数です。 

よって、議案第７１号については、原案のとおり可決されました。 

次に、お諮りいたします。 

議案第７２号から議案第８１号までの１０件について、一括して採決したいと思います。 

ただいまの各常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。各委員長報告のとおり可

決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり。） 

○議長（藤井慶峰君） 御異議なしと認めます。 

よって、議案第７２号から議案第８１号までの１０件については、原案のとおり可決され

ました。 
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日程第３ 請願・陳情について 

○議長（藤井慶峰君） 日程第３、請願・陳情についてを議題といたします。 

まず、各常任委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり。） 

○議長（藤井慶峰君） どなたもないようでありますので、質疑を終結いたします。 

これより、討論を行います。討論はありませんか。 

１８番、福田一君 

○１８番（福田一君） 日本政府に核禁止条約の参加・調印・批准を求める請願は、委員長

報告は不採択でありますが、原案に賛成の立場から意見を述べます。 

この請願は、日本政府が核兵器禁止条約に署名をし、国会で批准するよう意見書を国会及

び政府に提出することを求めるものであります。広島・長崎にアメリカの原爆が投下されま

して７２年が経過した２０１７年７月７日、国連で１２２か国が賛成し、核兵器禁止条約が

採択されました。現在９０か国が署名をし、７０か国が批准をしております。核兵器禁止条

約は、核兵器について破滅的な結末をもたらす非人道的な兵器であり、国連憲章や国際法な

どに反すると断罪し、これに悪の烙印を押しております。核兵器禁止条約は、被爆者ととも

に私たち日本国民が長年にわたり熱望してきた核兵器の完全廃絶につながる画期的なもので

あります。ロシアのプーチン大統領は、ウクライナ軍事侵略に合わせ、「ロシアは世界で最

も強力な核兵器保有国の一つだ。我が国を攻撃すれば壊滅し、悲惨な結果をもたらす。」と

核兵器による威嚇を行っております。これは、核兵器の使用・威嚇を禁じた核兵器禁止条約

に違反するものであります。広島・長崎の市長も、核抑止力からの脱却を求めております。

日本政府も核兵器の使用を許さず、核兵器の完全禁止をさせる先頭に立って努力すべきだと

思います。本市においても、昭和６０年に非核三原則、非核平和都市宣言を行っております。 

議員の皆さん方の賛同をお願いいたしまして、原案に賛成の立場から討論とします。 

○議長（藤井慶峰君） ほかに討論はありませんか。 

７番、今中真之助君 

○７番（今中真之助君） 日本政府に核禁止条約の参加・調印・批准を求める請願について、

委員長報告に賛成の立場から討論を行います。 

誤解のないように申しますと、核兵器のない世界を実現させることは大変重要です。私は

唯一の戦争被爆国である我が国の立ち位置は、憲法前文に「恒久の平和を念願し、人間相互

の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義

に信頼して、われらの安全と生存を保持する。」とうたわれているように、我が国こそが各

国との誠実な対話を通じて、恒久的な平和、世界平和の実現のために主導的な役割を果たす
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べきであるということであり、核兵器のない世界の実現のため、現実を見据えた最良かつ具

体的な努力をすべき立場にあるというふうに思っています。この核兵器のない世界の実現、

すなわち、核根絶を目指すことが大変重要です。核をこの世から廃絶するということは、ま

ずは核保有国が核を廃棄することが絶対条件です。よって、核廃絶のためには核保有国を巻

き込んでいかなければなりません。しかし、核兵器禁止条約に署名している核保有国は、一

つとしてなく、かえって非保有国との分断が広がっているという指摘がなされております。

こうした状況を鑑みると、我が国が果たすべきは唯一の戦争被爆国という立場から、核保有

国、非保有国間の相互不信を払拭するための対話をこれまで以上に進めるための橋渡しの役

割が必要であると考えています。この大きな国難を伴う役割を果たし得るのは、世界中でた

だ我が国のみです。現在、核保有国が加盟している条約は、核兵器不拡散条約（ＮＰＴ）が

ございますが、一部の核保有国は未加盟でございますので、だからこそ、このＮＰＴの推進

こそが重要であるというふうに考えます。このように現時点では、こうした核保有国を巻き

込んだ現実的な取組、核保有国への具体的な統治こそが重要であり、核保有国不在での核根

絶の議論に核の傘にいる日本は参加することは好ましくないと考えます。 

以上のことから、日本政府に核禁止条約の参加・調印・批准を求める請願については、全

会一致で不採択とした委員会の判断を尊重し、委員長報告に賛成、原案に反対いたします。 

以上でございます。 

○議長（藤井慶峰君） ほかに討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり。） 

○議長（藤井慶峰君） どなたもないようでありますので、討論を終結いたします。 

これより、採決いたします。 

お諮りいたします。令和６年請願第１号、日本政府に核兵器禁止条約の参加・調印・批准

を求める請願について採決いたします。 

採決は、電子表決によって行います。 

この請願に対する総務市民常任委員長報告は、不採択であります。よって、請願本件につ

いて採決いたします。令和６年請願第１号を採択することに賛成の議員は賛成ボタンを、反

対する議員は反対ボタンを押してください。 

（電子表決） 

○議長（藤井慶峰君） ボタンの押し忘れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり。） 

○議長（藤井慶峰君） ボタンの使用を終了いたします。 

賛成議員少数です。 

よって、令和６年請願第１号については、不採択とすることに決定をいたしました。 
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次に、お諮りいたします。 

令和６年陳情第３号、地域社会に貢献するシルバー人材センターの決意と支援の要望につ

いて採決いたします。 

この陳情に対する文教厚生常任委員長報告は、採択であります。 

委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり。） 

○議長（藤井慶峰君） 御異議なしと認めます。 

よって、令和６年陳情第３号については、委員長報告のとおり採択とすることに決定をい

たしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第４ 議案第８２号 宇土市教育長の任命について 

○議長（藤井慶峰君） 日程第４、議案第８２号、宇土市教育長の任命についてを議題といた

します。 

これより討論を行います。討論はありませんか。 

１４番、中口俊宏君 

○１４番（中口俊宏君） 提案されております議案第８２号、宇土市教育長の任命につきまし

て、討論をいたします。 

提案されております前田一孝さん、この方に私が初めてお会いしたのは、前田さんが平成

２７年から２年間、宇土市教育委員会の指導主事をされており、私は当時文教厚生常任委員

会に所属し、教育行政等につきまして前田さんに質問や意見交換をいたしました。また、鶴

城中学校の校長として赴任された後も、教育行政等々につきまして意見交換をいたしました。

前田さんは、教育委員会の指導主事として勤務された後、宇城地区の校長として勤務され、

令和２年からは宇土市立鶴城中学校の校長をされております。校長時代のいろんなエピソー

ドがあるかと思いますけれども、前田さんは学校の正門前で、登校する生徒へ「おはようご

ざいます。」と挨拶運動をされておりました。これは、生徒へ今日も元気で頑張ろうという

メッセージを送っておられたというふうに推測をいたします。また、学力向上対策はもちろ

んのことですけれども、生徒の文化活動、あるいはスポーツ活動の部活動にも積極的に推進

され、土曜日、日曜日には、各部活動の生徒の応援に来ておられました。校長先生が応援に

来られるということは、生徒を鼓舞し、良い影響を与えておりましたし、また、保護者の

方々からは感謝の言葉もあっておりました。校長退任後の令和４年からは、再任用として引

き続き鶴城中学校で勤務されておりましたが、私が鶴城中学校前の市道を車で通ったときで

した。朝でしたけれども、前田さんは一人で正門付近の草取りをされておりました。校長先

生上がりの方が、正門の前で草取りをされておられましたのに、よく頑張っておられるなと
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いうふうに感心をいたしました。その後、教育委員会の指導員として学校の先生方の御指導

をされておりますけれども、このことは皆様も御案内のとおりであります。 

私は、本件に賛成する理由３点に絞って申し上げます。一つは、生徒第一主義で人望があ

り、また保護者の方々からも慕われているということです。前田さんは、生徒を中心として

学校運営はどうあるべきか、常に前向きで、また教育関係者から人望があり、ＰＴＡあるい

は部活動等々の保護者からも慕われておりました。二つ目は、責任感があり、芯が通ってお

り、部下指導育成に長けているということです。前田さんは、校長としてあるいは指導者と

して、その責任者として責任を有し、また教師の長所を伸ばし、職員の指導も適切です。こ

れは、ある教育関係者の言葉です。現在は指導員として学校の先生方の指導や助言をされて

おりますが、ある学校へ行きましたとき、校長先生が、「前田指導員が学校へ来て、若い先

生たちへ丁寧に指導や助言があっております。いろんな面で助かっております。」とのこと

でした。三つ目は、リーダーとしての適性を有し、また知識、経験等が豊富であるというこ

とです。前田さんはおおらかな、前向きな人柄であり、校長として経験、教育行政の指導者

として知識・経験等々が豊富であります。 

以上、３点申し上げました。この度太田教育長は、９月３０日付けで勇退されます。太田

教育長は、先日申しましたとおり、歴代教育長の中で優れた功績を残されました。宇土市教

育長に提案されております前田一孝さんは、太田教育長の良き後継者として市政に必要なこ

とは踏襲され、さらに新たな教育行政を推進していかれると思っております。 

先に述べましたことなど総合的に判断いたしまして、次の宇土市教育長には前田一孝さん

が適任と認め、賛成討論といたします。 

終わります。 

○議長（藤井慶峰君） ほかに討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり。） 

○議長（藤井慶峰君） どなたもないようでありますので、討論を終結いたします。 

これより、採決をいたします。 

採決は、電子表決によって行います。 

議案第８２号について、原案のとおり同意することに賛成の議員は賛成ボタンを、反対す

る議員は反対ボタンを押してください。 

（電子表決） 

○議長（藤井慶峰君） ボタンの押し忘れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり。） 

○議長（藤井慶峰君） ボタンの使用を終了いたします。 

全員賛成です。 
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よって、議案第８２号については、原案のとおり同意することに決定をいたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第５ 議案第８３号 宇土市教育委員会の委員の任命について 

○議長（藤井慶峰君） 日程第５、議案第８３号、宇土市教育委員会の委員の任命についてを

議題といたします。 

これより、討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり。） 

○議長（藤井慶峰君） どなたもないようでありますので、討論を終結いたします。 

これより、採決をいたします。 

採決は、電子表決によって行います。 

議案第８３号について、原案のとおり同意することに賛成の議員は賛成ボタンを、反対す

る議員は反対ボタンを押してください。 

（電子表決） 

○議長（藤井慶峰君） ボタンの押し忘れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり。） 

○議長（藤井慶峰君） ボタンの使用を終了いたします。 

全員賛成です。 

よって、議案第８３号については、原案のとおり同意することに決定をいたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第６ 委員会の閉会中の継続審査及び調査について 

○議長（藤井慶峰君） 日程第６、委員会の閉会中の継続審査及び調査についてを議題といた

します。 

各常任委員長、議会運営委員長から、現在、委員会において審査中の事件及び所管事務調

査について会議規則第１１１条の規定により、配布しております閉会中の継続審査及び調査

の申出があっております。 

お諮りいたします。 

各常任委員長、議会運営委員長から申出のとおり、閉会中の継続審査及び調査とすること

に御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり。） 

○議長（藤井慶峰君） 御異議なしと認めます。 

よって、各常任委員長、議会運営委員長から申出のとおり、閉会中の継続審査とすること

に決定をいたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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日程第７ 決算審査特別委員会の設置及び付託について 

○議長（藤井慶峰君） 日程第７、決算審査特別委員会の設置及び付託についてを議題といた

します。 

お諮りいたします。 

議案第５０号から議案第５６号までの７件、令和５年度宇土市一般会計並びに各特別会計

の歳入歳出決算の認定については、委員会条例第６条の規定により、８名の委員をもって構

成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託するとともに閉会中の継続審査といたした

いと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり。） 

○議長（藤井慶峰君） 御異議なしと認めます。 

よって、議案第５０号から議案第５６号までの７件については、８名の委員をもって構成

する決算審査特別委員会を設置し、これに付託するとともに、閉会中の継続審査とすること

に決定をいたしました。 

次に、ただいま設置されました、決算審査特別委員会委員の選任については、委員会条例

第８条第１項の規定により、議長において、１番、土黒功司君、３番、中野洋一君、５番、

佐美三洋君、７番、今中真之助君、９番、園田茂君、１１番、柴田正樹君、１３番、野口修

一君、１７番、村田宣雄君、以上８名を指名いたします。 

ただいま選任されました委員の諸君は、御会合の上、正副委員長を互選し、議長へ御報告

をお願いいたします。 

この際、暫時休憩いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

午前１１時１８分休憩 

午前１１時２０分再開 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（藤井慶峰君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

決算審査特別委員会の正副委員長の互選の結果、委員長に１番、土黒功司君、副委員長に

３番、中野洋一君が選出されましたので、御報告をいたします。 

次に、日程についてお諮りいたします。 

本日、議員提出として発議第４号が新たに追加上程をされております。 

この際、本日の日程に追加し、議題としたいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり。） 

○議長（藤井慶峰君） 御異議なしと認めます。 

よって、日程に追加し、議題とすることに決定をいたしました。 
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－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第８ 発議第４号 国の指示権を拡大する地方自治法改正に反対する決議 

○議長（藤井慶峰君） 日程第８、発議第４号、国の指示権を拡大する地方自治法改正に反対

する決議についてを議題といたします。 

まず、議案を事務局長に朗読させます。 

事務局長、田尻清孝君 

○事務局長（田尻清孝君） 発議第４号、国の指示権を拡大する地方自治法改正に反対する決

議。地方自治法第１１２条及び宇土市議会会議規則第１４条の規定により、別紙のとおり決

議を提出する。令和６年９月１９日提出。提出者、宇土市議会議員、今中真之助、野口修一、

西田和徳。宇土市議会議長、藤井慶峰様 

以下、決議につきましては、配布の議案書を御覧願います。 

以上でございます。 

○議長（藤井慶峰君） 事務局長の朗読は終わりました。 

お諮りいたします。 

ただいま議題となっております発議第４号については、会議規則第３７条第３項の規定に

より委員会付託を省略し、直ちに審議したいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり。） 

○議長（藤井慶峰君） 御異議なしと認めます。 

よって、ただいまの発議第４号については、委員会付託を省略し、直ちに審議することに

決定をいたしました。 

これより、質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり。） 

○議長（藤井慶峰君） どなたもないようでありますので、質疑を終結いたします。 

これより、討論を行います。討論はありませんか。 

５番、佐美三洋君 

○５番（佐美三 洋君） 反対の立場から討論をいたします。発議されました議員の皆様の懸

念される考えも十分理解しておりますが、当該法律については、本年６月に国において改正

案が可決、成立したばかりであり、まだ運用におけるメリット、デメリット等、実例も少な

い中、ここで宇土市議会として反対の決議をすることはいかがなものかと考えます。宇土市

にとって得策なのか、宇土市の印象を損ねることにつながらないか、地元選出の国会議員等

の関係もあります。このようなことから当面は推移を見守ることが肝要かと思います。した

がって、本決議については反対いたします。 

以上です。 
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○議長（藤井慶峰君） ほかに討論はありませんか。 

７番、今中真之助君 

○７番（今中真之助君） 提出者を代表して、賛成の立場から発言いたします。 

先ほど反対討論がございましたけれども、この決議はですね、まず地方自治が失われる可

能性が高いということです。ですから、地方自治の議員である私たちが懸念をしないという

ことは、毛頭おかしいというふうに私は思っています。ですから、一般質問でも市長に答弁

を乞いましたけれども、市長がまだよく分かりませんと、今後説明があるという答弁がござ

いましたけれども、まさにそのとおりで、分からないことだらけなんです。ですから、その

中においていろいろ懸念事項はありますけれども、十分時間があったはずです。反対討論も

尊重はしますけれども、地方自治がやはり失われること、要するにこれまで国と地方が対等

の関係を維持した、これでいいと私は思っております。地元の国会議員の顔をうかがうよう

なことがあってはなりません。 

以上でございます。 

○議長（藤井慶峰君） ほかに討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり。） 

○議長（藤井慶峰君） どなたもないようでありますので、討論を終結いたします。 

これより、採決いたします。 

採決は、電子表決によって行います。 

お諮りいたします。 

発議第４号、国の指示権を拡大する地方自治法改正に反対する決議について、原案のとお

り可決することに賛成の議員は賛成ボタンを、反対する議員は反対ボタンを押してください。 

（電子表決） 

○議長（藤井慶峰君） ボタンの押し忘れはありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり。） 

○議長（藤井慶峰君） ボタンの使用を終了いたします。 

賛成議員少数です。 

よって、発議第４号については、否決することに決定をいたしました。 

以上で、今定例会の日程は全部終了いたしました。 

これをもって、令和６年９月宇土市議会定例会を閉会いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

午前１１時２７分閉会 

○議長（藤井慶峰君） 閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 

去る９月３日に招集されました今定例会は、議員各位及び執行部の皆様の御協力によりま
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して、本日ここに無事閉会の運びとなりましたことに厚く御礼を申し上げます。 

最後に、閉会に当たりまして、市長から御挨拶がございます。 

市長、元松茂樹君 

○市長（元松茂樹君） 閉会に当たりまして、一言御礼を申し上げます。 

今定例会におきましては、補正予算案をはじめ、また教育長の人事案件等、多数の重要案

件を提案しましたところ、慎重な御審議によりまして、全て原案どおりに御決定をいただき

まして、厚く御礼を申し上げます。 

会期中に議員の皆様方からいただきました御意見、御要望につきましても、十分にこれを

尊重し、可能なものは直ちに措置を講じるとともに、できる限り今後の市政運営に反映して

まいる所存でございます。 

現在、第７９回熊本県民体育祭天草大会が開催中でございますが、本市の選手たちも活躍

しておられますので、その点御紹介をさせていただきます。 

アーチェリー競技ですが、１４年ぶりの優勝ということで、熊本市の１０連覇を阻止した

優勝でございました。非常に決勝はもつれにもつれて、最後は距離の差で勝っての優勝だっ

たと聞いております。また、ハンドボール女子も連覇をしております。この２競技、現在優

勝しております。今週末にまたいろんな競技が、半分の競技が残っておりますけれども、是

非、市民の皆様、御声援をお願いしたいと思うところでございます。 

次に、今月２１日土曜日になりますが、宇土市民会館におきまして熊本県主催のお出かけ

知事室が開催をされます。 

これは、知事が県内市町村へ出向き、県民の意見を直接聴き、県の政策へ速やかにつなげ

ることを目的に開催されるものでございます。 

当初、宇土市では６月２３日に開催の予定となっておりましたが、大雨の予報が出たため

に、県として市民の安全を考えて順延という措置を取られたものが、今回行われるものでご

ざいます。 

知事との意見交換をされる参加者の募集は終了しておりますが、今回も傍聴は自由となっ

ております。宇土市の現状や課題についての話し合いが聞ける、また知事の考えも聞ける、

またとない機会でございます。是非、多くの市民の皆様に参加していただきたいと思ってお

ります。 

結びになりますが、季節の変わり目となりました。とはいえ、暑さがまだまだ非常に厳し

い日が続いております。議員の皆様におかれましては、体調管理に十分に御留意いただき、

ますますお元気で御活躍されますことを御祈念申し上げ、閉会に当たっての挨拶とさせてい

ただきます。 

ありがとうございました。 
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○議長（藤井慶峰君） 皆様御承知のとおり、今定例会後、９月３０日の任期満了をもって太

田教育長が御勇退なされます。 

ここで、太田教育長に御挨拶をお願いしたいと思います。 

太田教育長、よろしくお願いいたします。 

○教育長（太田耕幸君） 本日は、本会議場におきまして退任の挨拶の機会をいただきました

ことに、藤井議長様はじめ、議員の皆様に厚く感謝申し上げます。 

平成２７年９月議会で同意をいただき、教育長を拝命し、３期９年の任期を務めさせてい

ただきました。私自身の浅学、力不足を感じることばかりでしたが、議員の皆様の御指導と

御理解のもと、また市長をはじめ、執行部の方々、教育委員会の職員に支えられて、職務を

遂行することができたと思っております。議員の皆様からは、各学校の実情や施設環境に対

する学校や地域の方々の貴重な声をお寄せいただき、大変感謝しております。その一つ一つ

に真摯にそして迅速な対応を心がけてきましたが、皆様のお気持ちには十分添えない場合が

あったことを、とても心苦しく思っております。そのような中、令和２年３月に１６名の議

員の皆様からいただきました宇土市ジュニアスポーツ応援委員会の設立に関する要望書によ

り、それまで十分な支援が行き届かなかったジュニアスポーツへの経済的支援の充実、拡充

がなされました。今年度も本市の小学生、中学生がハンドボールや相撲など、全国で活躍し

てくれております。スポーツ活動において、子どもたちが自らの夢や目標に挑戦し、それぞ

れの可能性を広げる大きな制度になったことに大変感謝しております。スポーツに関する例

を紹介させていただきましたが、そのほかにも議員の皆様方から教育委員会へのたくさんの

御意見をいただきました。それらが子どもたちや市民の皆様にとっての貴重な提案であった

ことを、今、改めて感じております。議員の皆様におかれましては、これからも本市教育へ

の忌たんのない御指導や御意見をいただくことを願っております。 

結びになりますが、宇土市議会のますますの御発展と藤井議長様をはじめ、議員の皆様の

御活躍と御健勝、また、元松市長のもと、宇土市が「九州のどまんなか」として、さらに発

展しますことを願って御礼の言葉といたします。 

大変お世話になりました。ありがとうございました。 

（拍手） 

○議長（藤井慶峰君） 太田教育長におかれましては、御丁重なる御挨拶ありがとうございま

した。私からも、太田教育長に対する感謝の言葉を述べさせていただきます。 

太田教育長におかれましては、９年間の長きにわたり、高い識見と情熱をもって、宇土市

の教育行政を推進してこられました。また、現場の先生方の意見にも真摯に耳を傾けられて、

教育現場の教育環境、先生方の労働環境の改善にも尽力されてきました。そのことは、現場

の先生方の信頼も厚く、教育長に対して尊敬の念を持つ多くの先生方から数多く聞いており
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ます。 

そんなすばらしい教育長が退任されることは、誠に残念でありますが、退任されましても

健康に留意され、今後も、宇土市の教育行政への御指導、ごべんたつをお願いして感謝の言

葉といたします。お疲れ様でございました。本当にありがとうございました。 

これをもって終了といたします。ありがとうございました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

午前１１時３５分終了 
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地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 
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